


 



 

はじめに 

一昨年から大きな問題になっていたアメリカのサブプライムローン問題は、昨年

9 月のリーマンショックへと続き、それを引き金に、金融業界のみならず、自動車

業界等の主要産業すべてを巻き込み、国際経済は世界的な不況へと突き進んできま

した。人類の英知は、100 年前のような事態を引き起こさないよう様々な努力を払

ってきておりますが、わが国にあっては、短期的とはいえ、世界不況の主因国アメ

リカ以上のマイナス経済成長を示し、輸出依存型の経済構造が改めて問題になって

おります。 

このような中で、わが国では団塊の世代が定年退職を迎え、高齢化社会に対応し

た地域社会の構築は、内発的産業の育成とともに緊要の課題となってきております。

新たな地域社会の構築に際し、その一翼を担うコミュニティビジネスについては、

多様な形での創出が求められております。しかし、コミュニティビジネスの多くは、

一般の営利企業が担うにはあまりに市場が成長しておらず、どちらかというと、非

営利の活動に期待する傾向が強いのが実情です。とりわけ、法整備から 10 年を経

過したＮＰＯ法人によるコミュニティビジネス活動への期待は大きく、実際、定年

退職者のみならず 20 代の若者等の手によっても、様々なＮＰＯが設立されてきて

おります。このコミュニティビジネスは、社会的ニーズがあるからこそ創出されて

いるのであり、その品質の向上と継続性は強く求められるものでありますが、その

多くはＮＰＯ法人等、財務基盤の脆弱な組織が担っているため、品質向上・継続性

が危ぶまれるケースが多いのが実態です。 

そこで、社会的要請に基づき創出されていくコミュニティビジネスの質的向上・

継続性に焦点を当てて調査研究を行ったのが本報告書です。経済産業省においても、

平成 20 年度後半からソーシャルビジネスやコミュニティビジネスの先進事例を公

募し、先進事例の情報提供を通してソーシャルビジネスやコミュニティビジネスの

創出を図る取り組みを進めております。本報告書では先進事例としてコミュニティ

ビジネスの現場を 12 か所訪問調査し、分析結果からコミュニティビジネスの品質

向上と継続のための条件を提示しております。本調査研究報告書が、コミュニティ

ビジネス分野への進出を図ろうとされている中小企業の皆様やその支援機関の方々

のお役に立てれば幸甚でございます。 

最後になりましたが、本調査研究にご協力いただきました委員の方々をはじめ、

事例調査・掲載にご協力いただいた各地のコミュニティビジネス事業者の方々に、

心から感謝申し上げます。 
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本調査研究の概要 
 

1．背景・目的 

地球環境保護の必要性や高齢化社会の到来の中、コミュニティの果たす役割が見直さ

れ、様々なコミュニティビジネスが生まれてきている。株式会社形態の企業に加えＮＰＯ

法人なども参画し、地域の実状に応じた多様なコミュニティビジネスが生まれてきている。

しかし、その収益構造面からみると必ずしも安定的な経営が行われているとはいえない。

自治体などからの委託事業も、自治体の今後の財政状況を考慮すると、継続性が確保でき

るかは不透明であり、将来的には不安材料の一つになっている。 

そこで、既存文献や新聞・雑誌記事の検索・分析を行い、今後のコミュニティビジネ

ス参入の先進事例となるような仕組みを有している事業者にヒアリングを実施し、コミュ

ニティビジネス創造に求められる考え方と財務構造を明らかにし、成長が期待されるコミ

ュニティビジネスの今後の経営に資する事とした。 

 

2．調査研究の方法 

(1) 検討委員会の設置 

学識経験者等で構成する検討委員会を設置し、調査方針や調査内容並びに調査結果

の検討を行う会議を 3 回開催することとした。検討委員会の委員並びに事務局は以下

のとおりである。（敬称略、執筆分担も記載） 

委員長 

生井澤 進 東京国際大学 副学長・教授 

［第 1 章と事例 7,8 執筆、全体監修］ 

委員 

芳賀 裕子 芳賀経営コンサルティング事務所 代表 

［第 2 章と事例 1,2 執筆］ 

嶋村 幸仁 神奈川県産業技術センター 企画部 戦略的デザイン室 主査 

［第 3 章と事例 4,5 執筆］ 

事務局 

松本 記一 財団法人企業共済協会 調査研究課 

［事例 10，12 執筆、編集］ 

佐々木 勉 財団法人企業共済協会 専門研究員 

［調査研究概要と第 4，5 章と事例 3，6，9，11 執筆、編集］ 

 



 

 

(2) 文献等調査 

既存文献や新聞・雑誌記事の検索・分析を行い、その中から今後のコミュニティビ

ジネス参入の先進事例となるような仕組みを有している事業者を抽出した。 

 

(3) 実態調査（訪問取材） 

（2）で抽出されたコミュニティビジネスの事業者の中から 12 事業者を選定し、訪

問取材を実施した。その際、採算性に留意し、コミュニティビジネスが独立して成立

している事業者を中心に選定した。事業分野については限定せず、可能な限り様々な

事業分野の事例について調査を実施することにした。 

 

(4) スケジュール 

＜6 月～8 月＞ 

調査企画の詳細調整 

文献等調査 

先進事例となる事業者の抽出 

＜9 月上旬＞ 

第一回委員会：調査企画内容の検討、ヒアリング先の選定と分担 

＜9 月中旬～12 月＞ 

ヒアリングの実施 

＜12 月下旬＞ 

第二回検討委員会：ヒアリング結果の報告、執筆内容検討 

＜12 月下旬～1 月） 

本文執筆 

＜2 月上旬＞ 

第三回検討委員会：本文の内容検討 

＜2 月＞ 

報告書の最終調整 

＜3 月＞ 

報告書印刷
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3．用語の定義と研究対象に係る方針 

(1) 本調査研究における「コミュニティビジネス」の定義 

「コミュニティビジネス」については、「地域の社会的課題解決のため、ビジネスの

手法を用いて、地域住民中心に組織された団体により推進される事業」と定義する。詳し

くは、以下の要件を満たしている事業活動とする。 

＊地域の抱える社会的課題を解決するための事業活動である。 

＊地域の住民が主体的に事業活動に参加する仕組みを有している事業である。 

＊推進する組織は、地域住民が中心に組織しているか又は、主に地域で事業活動を行

っている企業・団体である。 

＊ビジネスの手法を活用することで、効率的・継続的・安定的な事業展開を目指して

いる。 

よって、「コミュニティビジネス」は、ビジネスの手法を用いて社会的課題の解決を

図る「ソーシャルビジネス」の範疇に入る事業ということになる。最初は「コミュニティ

ビジネス」の範疇に入っていた事業であっても、コミュニティの枠組みに収まらず、活動

の範囲を広げてきている場合は、本調査の定義に従えば、「ソーシャルビジネス」である

が、「コミュニティビジネス」とは言えない事業活動ということになる。しかし、このよ

うな段階にある事例であっても、「コミュニティビジネス」の成長・発展においてはこの

ような展開になることを否定する必要はないとの判断から、調査対象とした。「コミュニ

ティビジネス」は社会的課題を解決するための事業であり、社会的に意味のある事業であ

る。事業地域や対象を拡大したとしても、それが事業の継続・発展にとって必要なことな

ら、今回の調査研究目的からいっても排除するよりも積極的に取り上げるべきだと考えた

からである。1 

当該事業が限定された地域での「コミュニティビジネス」として推進していくことが

適切なのか、あるいは広域展開（全国展開、場合によってはグローバル展開）するほうが

適切なのかは、地域の実状や地域の抱える社会的課題とその解決方法により、一律には論

じられない。地域の実状や地域づくりの考え方によって、どちらが適切かは異なってくる

といえる。とりわけ大都市圏と地方都市圏では異なる場合がある。例えば、「子育て支

援」については、個々の地域における課題であるが日本全国の課題でもある。そのため、

ある程度の標準的な手法を開発し、人材育成や普及活動面で規模の経済性を生かして展開

したほうがいいと判断できる場合と、その推進手法や地域の実状に照らして考えると、限

定された地域コミュニティでの展開の方が適切と判断される場合もある。 

「環境」についても、地域ごとに様々な課題があるとともに、他の課題解決と合わせ

て環境保全を志向していることもある。このような場合、「コミュニティビジネス」の方

が適切なのか、より広域的な活動として組み替えたほうがいいのか、検討課題になってい

る場合も多い。 

                             
1
経済産業省では、「平成20年度地域新事業創出発展基盤促進事業に基づき、社会的課題・地域課題の解決をミッ

ションとして事業展開している企業・ＮＰＯ 等（ソーシャルビジネス/コミュニティビジネス）の先進事例集を作

成するために、広く事業者の方々から事例を募集します」として、10月から11月にかけて事例を公募した。その際、

上記のように「ソーシャルビジネス/コミュニティビジネス」という表現を用い、境界を明確にできない事例のあ

ることを考慮している。但し、最終的な選定発表では「ソーシャルビジネス55選」とし、ソーシャルビジネスで包

含している。 



 

 

(2) 「ソーシャルビジネス」と「コミュニティビジネス」 

経済産業省が平成 19 年度に組織した「ソーシャルビジネス研究会」では、以下の 3 つ

の要件を満たす事業を「ソーシャルビジネス」として捉えている。 

 

ⅰ 社会性：現在解決が求められる社会的課題に取り組むことを事業活動のミッションと

すること。 

ⅱ 事業性：ⅰのミッションをビジネスの形に表し、継続的に事業活動を進めていくこと。 

ⅲ 革新性：新しい社会的商品・サービスや、それを提供するための仕組を開発すること。

また、その活動が社会に広がることを通して、新しい社会的価値を創出する

こと。 

 

解決すべき社会的課題の内容により、活動範囲に地域性が生じる場合もあるが、地域

性の有無は「ソーシャルビジネス」の基準には含まれていない。しかし、「その活動が社

会に広がることを通して」という表現の中には、全国や国際的な展開をかなり想定してい

る。諸外国の社会企業家の活動がグローバル展開をすることが多いことも考慮されている。

よって、「ソーシャルビジネス」の中で、地域性を加味したものが「コミュニティビジネ

ス」となる。言い換えるなら、「コミュニティビジネス」は以下の要件を満たしている事

業活動ということになる。 

 

ⅰ 地域の抱える社会的課題を解決するための事業活動である。[ソーシャルビジネスの定

義のⅰに地域性を付与している。] 

ⅱ 地域の住民が主体的に事業活動に参加する仕組みを有している事業である。[地域性を

加味した上に、当該事業が仕組みとして地域住民の参画を前提としている。] 

ⅲ 推進する組織は、地域住民が中心に組織しているか又は主に地域で事業活動を行って

いる企業・団体である。[組織体についても地域性を加味している。] 

ⅳ ビジネスの手法を活用することで、効率的・継続的・安定的な事業展開を目指してい

る。[ソーシャルビジネスの要件定義のⅱで、「事業性」の事である。] 

ⅴ 新しい社会的商品・サービスや、それを提供するための仕組みを開発し、地域に新し

い社会的価値を創出する。[ソーシャルビジネスの要件定義のⅲで、「革新性」の事で

ある。] 

 

「革新性」については、他のどの地域でもこれまでに実践されてきていないという意

味の場合もあるが、他の地域では既に実践されているが当該地域ではまだ実施されていな

い社会的要請に基づく事業である場合もある。「コミュニティビジネス」が創生期にある

ことから、後者の場合であっても革新性があると考えることにした。
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第1章 

コミュニティビジネスの可能性 
 

1.ソーシャルビジネスと 

環境ビジネス 

近年、ソーシャル・ビジネス（社会的企

業）と環境ビジネスという言葉が注目されて

いる。環境ビジネスは、環境破壊・自然資源

収奪型の経済発展のパターンから、地球の持

続可能性を追求した経済発展のパターンへの

転換を追及した経済発展モデルの提唱であり、

環境の保全と修復を目的として、省エネルギ

ー・新エネルギーならびにリサイクル技術の

開発・導入のための投資と需要の創造が必要

であるとされている。環境ビジネスについて

は様々な産業や技術がイメージされており、

幅広い視点から捉えているものから、具体的

な目標や技術に限定する考え方もあり、必ず

しも統一されているわけではない。環境対策

に対する負のイメージを避けることに注力す

ることを専らとする企業から、環境対応その

ものをビジネスと考えて新しいビジネス領域

の開拓に注力し始めている企業と様々である。 

このようななかで「環境」を企業経営戦略

の前面に押し出したビジネスは急速に進んで

おり、ビジネスとして成功している分野、あ

るいは企業の例は少なくない。様々の環境問

題をビジネスの対象とすることによって解決

していこうとする考え方であり、どちらかと

いうとビジネスに力点が置かれ、新しい市場

の創造という考え方も含まれている。 

ただし、すべての環境問題がビジネスとし

て解決されるわけではなく、より多くの環境

ビジネスを成功させるための条件としては、

第一に環境に関する十分な意識を醸成するこ

と、第二に企業トップの強力なリーダーシッ

プが欠かせないこと、そして第三に環境ビジ

ネスを育成・発展させるための適切な制度設

計が必要であるということについては共通の

認識がなされている。 

他方、ソーシャルビジネスについては、ノ

ーベル平和賞受賞者の経済学者であるムハマ

ド・ユヌス等によって提唱されている、社会

貢献を目的とする企業モデルであり、ジョー

ジ・Ｗ・ブッシュアメリカ合衆国前大統領が

称えたソーシャル・アントレプレナー（社会

企業家）あるいはソーシャル・エンタープラ

イズと同義概念として使われている。 

ソーシャルビジネスはビジネスに力点が置

かれているわけではなくソーシャルすなわち

社会性という点に力点が置かれている。すな

わち、社会問題として解決することが必要で

あるが、これを一般的なビジネスの世界に委

ねても解決が困難な分野が対象とされており、

企業あるいは企業経営者に社会貢献の一環と

してビジネスの内部に組み入れることを提唱

しているものである。 

従来は、社会性が極めて強いこと、公平性

が保たれる必要があること等から、公的セク

ターがこれを担ってきた例が多かった。これ

が、1980 年代以降、先進諸国の国家財政の

赤字と、市場原理主義経済学の台頭のもと、

「小さい政府」が志向されるとともに多くの

ビジネスが公的セクターから民間セクターへ

と移行されるようになった。いわゆる「政府

の失敗」、｢市場の失敗｣から生じてきた社会

問題が中心となっているといえる。 

例えば、教育、医療、福祉あるいは高齢者

介護の分野では、富裕層と低所得者層との間

の公平性は著しく損なわれることとなった。
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富裕層はビジネスの対象となっており、十分

なサービスを享受できているが、他方では、

圧倒的に数の多い低所得層はビジネスの対象

からはずされ、わずかなサービスを受けるこ

とさえも困難となっている。これが各分野に

おける社会問題として前面に押し出されてき

ているものである。このようなかたちで派生

してきた社会問題の解決のための手段の一つ

として注目されているのが、ソーシャルビジ

ネスの考え方である。 

ソーシャルビジネスの定義としては、ソー

シャル・アントレプレナー（社会企業家）の

定義と同様のものであり「市場の失敗から生

じる社会問題の解決を目指して、変革力があ

り財務的に持続可能な新事業を実践するこ

と」とされている。 

ここで｢市場の失敗から生じる社会問題｣と

しているのは、この分野では収益性の高い市

場が全く無い（市場なし）、あるいは十分で

ない（限定的市場）、あるいは未だ十分成熟

してない（低収益市場）のいずれかであると

いうことを意味している。また、「変革力」

とは新技術、販売経路、生産方法などの革新

に向けて常に努力することであり、新しい組

織の創造、新しい製品・サービスの提供ある

いは既存の製品・サービスの独創的な変革が

必要でることを意味している。また、「財政

的に持続可能」とは、市場の成熟度による違

いはあるものの、公的セクターからの補助金、

ボランティアの労力提供、現物を含む寄付、

そして可能な限りの受益者の支払いからの収

益による事業の継続の可能性を追求すること

を意味している。 

ソーシャルビジネスとは、このようなこと

からも明らかなように、通常のビジネスとし

ては、市場が限定されていることによって成

立が困難な社会的課題に対して、革新的なア

イデアや技術等を創造したり、適用したりす

ることと、ボランティア等の労働に頼ること

により、課題解決のための事業を実施する事

業体あるいは事業をさしている。ただし、こ

のような事業は一定の期間継続的に行われる

ことに意味があることから、市場が極めて限

定的である場合には公的セクターからの補助

金、現物を含む寄付が必要とされる。このよ

うなソーシャルビジネスの努力等によって、

一定規模以上の市場が創出されるような場合

には、一般の営企業も参入してくるようにな

る。その段階でソーシャルビジネスは一般の

ビジネスに組み入れられてゆくものと考えて

よいであろう。 

2.ソーシャルビジネスと 

コミュニティビジネス 

ソーシャルビジネスに地域性（コミュニテ

ィ、コミュニティレベル）という概念を付加

したものをコミュニティビジネスと呼んでい

る。このことからコミュニティビジネスは、

地域社会における社会貢献のためのビジネス

と言うこができる。ただし、コミュニティビ

ジネスについての厳格な定義は存在しておら

ず、様々に解釈されているのが現状である。 

2004 年版の『中小企業白書』では「従来

の行政（公共部門）と民間営利企業の枠組み

だけでは解決できない、地域問題へのきめ細

やかな対応を地域住民が主体となって行う事

業である。社会貢献性の高い事業であると同

時に、ビジネスとしての継続性も重視される

点で、いわゆるボランティアとは異なる性格

を持っている。」とされており、その具体的

な特徴として以下の 6 項目が目安としてあげ

られている。 

① 地域住民が主体 

② 利益の最大化を求めない 

③ コミュニティの抱える課題や住民のニー

ズに応えるために財・サービスを提供 

④ 地域住民の働く場を提供する 

⑤ 継続的な事業または事業体である 
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⑥ 行政から人的、資金的に独立した存在で

ある 

（ただし、①～⑥のすべての条件を満足し

ていなければコミュニティビジネスと呼べな

いというわけではない） 

また、このコミュニティビジネスの対象と

する分野に特定の制限があるわけではなく、

このビジネスを担う主体も、個人、任意団体、

ＮＰＯ法人、合同会社、株式会社等様々の組

織が考えられているが、ＮＰＯ法人に関して

は「特定非営利活動促進法」（ＮＰＯ法）で

規定している 17 分野に限定されることにな

る。コミュニティビジネスの事業主体として

はこの具体的な特徴を前提条件とすると、当

然のようにＮＰＯ法人が中心となると考えら

れている。 

「コミュニティビジネスの時代」（本間・

金子・山内他 岩波書店 2003 年 9 月）は、

経済産業省 産業構造審議会ＮＰＯ部会のメ

ンバーを中心として執筆されているが、ＮＰ

Ｏ法人、特に事業型ＮＰＯ法人の活動の目的

あるいは活動の場としてコミュニティビジネ

スを考えているようであるし、逆に、コミュ

ニティビジネスが有効な分野はＮＰＯ法人が

活躍する分野とほぼ重なるとしている。 

一方、コミュニティについても厳密な定義

は困難であることから、とりあえず「一定の

ルールを共有する人々の集まり」をコミュニ

ティの基本として、これを、生活地域を共有

する「ローカル・コミュニティ」と関心や思

いを共有する「テーマ・コミュニティ」に分

け。その双方を考察の対象とすることとして

いるが、コミュニティの大きさあるいは広が

りということには不明である。 

このようにコミュニティを定義し、このコ

ミュニティ（ローカル・コミュニティないし

テーマ・コミュニティ）に活動基盤を置き、

社会的な問題を解決するための（主としてＮ

ＰＯ法人の活動）をコミュニティビジネスと

しており、その特徴として以下の 5 点をあげ

ている。 

① 「ミッション性」 

コミュニティに貢献するというミッショ

ンをもち、その推進を第一の目的とする 

② 「非営利追求性」 

利益最大化をめざしていない 

③ 「継続的成果」 

具体的成果を上げ、活動が継続して行わ

れている 

④ 「自発的参加」 

活動に参加する人は自発的に参加してい

る 

⑤ 「非経済的動機による参加」 

活動に参加する人の動機は金銭的なもの

を第一とせず、むしろ、生き甲斐、人の

役に立つ喜び、コミュニティへの貢献な

ど、非経済的なものが主である 

 

このコミュニティビジネスの特徴（定義）

は、ＮＰＯ活動の延長線上に置かれているこ

ともあって、「非営利性」・「非経済的動

機」が強調されており、ボランティア活動の

域を出ておらず、多くの地域住民（コミュニ

ティの構成員）の参加を拒みかねないという

ことと、行政等の公的セクターからの援助・

協力に頼らざるを得ないという現状を反映し

ており、経済産業省の考えているコミュニテ

ィビジネスの特徴（定義）と類似性は高いも

のの、基本的には異なる特徴（定義）となっ

ている。すなわち、ビジネスとして成立し、

継続してゆくことや、地域に雇用の場を創造

して行くことを期待している経済産業省のコ

ミュニティビジネスへの取り組みとは一線を

画していると考えてよいであろう。 

一方、コミュニティビジネスを、環境ビジ

ネスならびにソーシャルビジネスの地域版、

すなわち、コミュニティレベルの事業活動と

捉えみると、事業活動の対象や事業内容（特
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徴）にも、もう少し幅ができるのではないか

と思われる。 

この場合、社会的貢献は前提条件とするの

は言うまでもないが、営利性・経済的動機を

完全には否定せずに、コミュニティにとって

意味のある事業（営利事業であるか非営利事

業であるかを問わず）をすべてコミュニティ

ビジネスの対象とする考え方である。具体的

には、経済産業省の基本的な考え方となって

いる「地域の抱える社会的課題を地域住民と

協力しつつビジネスの手法を活用して解決し

てゆく事業活動」に順ずるものであり、ここ

には単なる（ビジネス性のほとんどない）ボ

ランティ活動は含まれなくなり、事業性（ビ

ジネス）に力点が置かれている。 

このようなことから、当然のように、コミ

ュニティビジネス振興政策の効果（目的）と

して以下の 3 点が期待されることとなってい

る。 

① 公的セクターと民間営利企業との間で、

解決されぬまま放置されていた社会的課

題を、ビジネスとして解決するという新

たな産業の創出 

② 地域発の新規産業創出に伴う新たな雇用

の創出 

③ 地域の持つ潜在的能力の引き出し及びそ

れを通じた地域間成長格差の是正と地域

活性化の実現 

 

このように考えるとコミュニティビジネス

の対象あるいは特徴は以下の 3 つをあげるこ

とが出来ると思われる。 

① コミュニティレベルでの事業活動（営利

企業、非営利組織の双方） 

② コミュニティレベルでの社会問題の解決

への取り組み 

③ コミュニティの構成員による新たなビジ

ネス活動 

 

本報告書では、このような観点から、これ

まで事例集等で紹介されてきたコミュニティ

ビジネスの例を検討した結果、次の 3 つの分

野に含まれると思われる事業を例としてコミ

ュニティビジネスの特徴と継続性についての

分析を行っている。 

① 環境ビジネスの分野 

② 生活支援ビジネスの分野 

③ 地域経済活動の活性化の分野 

3.コミュニティレベルにおける 

環境ビジネス 

コミュニティレベルにおける環境ビジネス

に対しては環境コミュニティビジネスという

呼称が与えられている。経済産業省 産業技

術環境局 環境政策課環境産業推進室の『広

げよう環境コミュニティビジネス』（2007

年 3 月）の事例集を見ると、コミュニティレ

ベルにおける環境ビジネスとして考えられて

いるビジネスの事例が紹介されている。（第

3 章で簡単に紹介） 

一般に、環境ビジネスで考えられているビ

ジネスの対象は地球温暖化への対応、化石資

源の代替資源の開発や代替資源の利用技術の

開発・普及というような、マクロな企業活動

であり、巨大な市場の創設とそこでの企業活

動（ビジネス）であるとするならば、環境コ

ミュニティビジネスの対象は規模の小さい、

コミュニティのレベルで対応できる、あるい

はコミュニティのレベルでしか対応できない

ような分野における環境ビジネスであると言

える。 

事例集には、まず、「３Ｒ」と言われるリ

サイクル、リユース、リデュースの実施事例

が収録されている。福島県浜通り地域（いわ

き市とその周辺町村）ならびに茨城県北茨城

地域（北茨城市、日立市、高萩市、常陸太田

市等）における食用油の廃油のリサイクル・

リデュースビジネス、愛知県西尾市の漁村部
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で産業廃棄物の処理で問題となっている海苔

養殖で不要となった使用済み網を全国各地の

農山村部での防獣ネットとして再生利用する

仕組みを作り上げたリユース・リデュースビ

ジネス、山梨県増穂町を活動拠点として全国

的に活動している、イベント等で大量に廃棄

される使い捨て食器の減量化を目的とした、

リユース食器のレンタルシステムを展開して

いる「スペースふう」（ＮＰＯ法人）のリユ

ース・リデュースビジネス（本報告書事例）

である。 

地域資源の再活用の例として、熊本県阿蘇

市における阿蘇の高原に自生する草（資源）

の収穫・保管・販売・仲介事業を行っている

ＮＰＯ法人の例と、滋賀県安土市の琵琶湖の

ヨシ（葦）を活用した商品開発と起業への取

り組みの例、福岡県福岡市の雨水ビジネス

「あメリッと」のビジネスモデル作り（本報

告書事例）の例が紹介されている。 

一方、関東経済産業局コミュニティビジネ

ス・ＮＰＯ活動推進室のコミュニティビジネ

スの事例集として『コミュニティビジネス 

地域再生へのあらたなチャレンジ』（2004

年 3 月）と「コミュニティビジネス事例集

2006」にも環境コミュニティビジネスの先進

例が収録されている。千葉県柏市のＮＰＯ法

人「せっけんの街」の活動の歴史は古く、

1980 年代前半から使用済み廃食油から石鹸

を製造し販売しているリサイクルビジネスの

例である。千葉県内 20 市町村から年間約 60

トンの廃食料油を回収し、障害者の雇用確保

の場を作っている。また、製品の販売ルート

としてはこのビジネスモデルに共感している

生協・東急ハンズ・地元自治体が引き受けて

おり、年商は約 3,500 万円となっている。埼

玉県戸田市のＮＰＯ法人「環境の未来を考え

る会」は家庭から排出される生ごみを回収し、

海洋生物の肥料を製造販売する事業をめざし

ている。活動を始めたのは平成 11 年からで

あるのでまだビジネスとしては軌道に乗って

いないが、静岡県富士市での養殖漁業家での

利用が行われている。 

栃木県芳賀町の有限会社「ドンカメ」では

1995 年から、町内の商店街、小中学校、企

業の社員食堂等から集めた生ゴミから堆肥を

製造して農家に販売するリサイクル・リデュ

ースビジネスを行っている。 

この有機肥料で作られた野菜は地元の学校

給食にも納入されており、地産地消の地域内

循環システムを形成している例である。山梨

県南部町のＮＰＯ法人「なんぶ農援隊」も家

庭から排出されている生ゴミを飼料として養

鶏し、その養鶏から発生する糞を肥料として

販売するという循環型のリサイクルビジネス

を展開している例である。 

以上の事例からも読み取れるように、環境

コミュニティビジネスとして取り組まれてき

ているのは、リデュース・リユース・リサイ

クルのいわゆる「３Ｒ」に関するものがほと

んどであった。また、市町村あるいは若干広

域にわたる数市町村の範囲での事業が中心と

なっている。食用廃油のリサイクルにしても

家庭ゴミの肥料化・飼料化にしてもビジネス

として事業継続してゆくためには、一定以上

の量（規模）が必要とされるし、一方では処

理能力に限界があることから、コミュニティ

の範囲や規模が決まってくるものと思われる。

逆に、風力発電・太陽光発電などの新エネル

ギーへの取り組みの例は紹介されていない。

既に一般のビジネスの範疇に入ってしまって

いるものと思われる。 

4.コミュニティレベルにおける 

生活支援ビジネス 

生活支援のためのＮＰＯ活動は極めて多い。

ＮＰＯ法人は現在 17 分野に分類されている

が、第 1 分野の「保険・医療又は福祉の増進

を図る活動」を定款の活動分野にしているＮ
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ＰＯ法人は全体の約 58%2を占めている。ま

た、第 11 分野の「子供の健全育成を図る活

動」に分類されるＮＰＯ法人は 40.5%を占め、

第 5 位となっており、生活支援を目的として

いるＮＰＯ法人が多いことが分かる。このよ

うなことを背景として、関東経済産業局のコ

ミュニティビジネスの事例集においても高齢

者関連、福祉関連、障害者関連、子育て関連

の事例が多く紹介されている。 

神奈川県藤沢市を中心に小規模多機能の

「シニアホーム」・「グループホーム」を昭

和 63 年から展開している（株）サンフォー

レは、150 名を超えるスタッフを雇用し、約

8 億円の事業規模で高齢者を対象とした介護

ビジネスを行っている例である（本報告書の

事例としても取り上げている）。千葉県流山

市のＮＰＯ法人「流山ユー・アイネット」は

同じく高齢者の介護保険事業を中心（事業収

入の 90％）としているが、一方で点数チケ

ット「ふれあい切符」を発行し、会員同士が

相互に利用出来る「ふれあい事業」を展開し

ている介護ビジネスを行っている例としても

紹介されている。 

近年の高齢者を対象とした事業には、この

ような介護保険事業と性質の異なる事業への

取り組みも増加しているようである。神奈川

県川崎市の麻生区を中心として隣接区の 1 部

にまでサービスの範囲を拡大して、高齢者受

け入れ施設であるデイサービスセンターに対

して食事サービスを提供しているＮＰＯ法人

「ワーカーズコレクティブあいあい」のよう

な例もある。また、比較的元気な高齢者（シ

ニア）向けのサービスとしては、ＮＰＯ法人

「栃木県シニアセンター」でシニア向けのパ

ソコン教室を開催したり、ケーブルテレビを

活用しての放映事業を行ったりしている。高

齢者の交流拠点作りはあちこちで行われてい

                             
2 総務省集計 2009 年 3 月 31 日現在、以下同じ。複数の

分野を定款に記載している法人が多いため、総法人数

37,196 法人に対する各分野の割合である。  

る事業であるが、この事例集には群馬県太田

市のＮＰＯ法人「よろずや余之助」―くつろ

ぎの空間提供とよろず相談― を実施してい

る。東京都葛飾区のＮＰＯ法人「葛飾アクテ

ィブＣＯＭ」は葛飾区からの委託事業を受託

することによって、会の運営を行っており、

ＩＴ・活動情報サロン、｢カフェ Ｃｈａ！Ｃ

ｈａ！Ｃｈａ！｣、水元敬老館等の運営を行

っており、その資金で様々なサークル活動を

自主的に企画実行している例である。このよ

うな、交流の場作りに欠かせないのが、活動

拠点となる建物（たとえば、余之助茶屋、シ

ニア活動支援センター等）を事業主体が自分

で所有するか運営主体となることである。 

障害者の自立を目指す事業は比較的早くか

ら取り組まれており、ＮＰＯ法成立以前のも

のが多く、有限会社や株式会社の形をとって

いる。関東経済産業局の事例集で紹介されて

いるコミュニティビジネスとしては、パンの

製造販売を行っている東京都北区の八王子周

辺でベーカリーを展開し始めた「有限会社ヴ

ィ王子」、ブドウ畑でのブドウ栽培とこれを

原料とするワイナリーの経営を行っている栃

木県足利市の「有限会社ココ・ファーム・ワ

イナリー」（昭和 55 年設立）の例が紹介さ

れている。「有限会社ココ・ファーム・ワイ

ナリー」は知的障害者厚生施設「こころみ学

園」のワイン製造会社であり、設立してから

まもなく 30 年になろうとしている。毎年 11

月のワイン収穫祭には 15,000 人もの参加が

あり、ブドウの収穫やワイン醸造には 300 名

を超えるボランティアも協力している。資金

的にも自立した事業運営を行っており、生活

支援型のコミュニティビジネスのモデルテー

スになると思われる。 

5.コミュニティを単位とする 

経済活性化への取り組み 

地域経済活性化を目的とした活動は個人、
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個別企業はもとより、行政当局、農林業団体、

生産者団体、商業者組織（商店街、卸団地

等）、旅館組合等の経済団体で行われてきて

いるが、近年、これまでとは若干違った形で、

地域の経済活動の活性に取り組み始めている

ものとして、ＮＰＯ法人がある。このＮＰＯ

法人の取り組みかたの特徴としては、第 1 に

振興を考えている経済活動の当事者ではなく

権限もなければ義務も負っていないこという

こと、第 2 に組織メンバーは自由に移動して

いること、第 3 に活動目的を複数持っている

こと、第 4 に、このことから、全く新しいア

イデア(発想)から地域の活性化に取り組んで

いる例が見受けられことである。 

関東経済産業局の事例集で取り上げている

地域経済活性化への取り組みのパターンとし

ては、大きく 3 つに分類される。一つは、活

用されていないあるいは活用されなくなって

しまった地域の持つ資源（ハードな資源もソ

フトな資源もある）に着目してその活用の方

法を見つけ出そうとするものである。二つ目

は、発想の転換による地域振興への取り組み

のパターンであり、三つ目は、商店街の活性

化を目的としながらも、シニアに対する活動

場所の提供、子育て支援などを前面に押し出

して活動しているパターンである。 

地域資源の利用によるコミュニティビジネ

スとしての成功の代表的事例は長野県小川村

の取り組みである株式会社「小川の庄」であ

る。当社の設立は昭和 61 年（1986 年）と古

く、既に 20 年を越すビジネス活動を行って

いる。中心となる事業は昔からこの地に伝わ

る「おやき」の製造・販売である。現在、従

業員約 80 名、年商 7 億 5,000 万円をあげて

いる。長野県北部の中間山村に位置する小川

村は水田の少ない貧しい農村であった。昭和

50 年代、過疎化が進むなかで、「村に暮ら

すひとが、生涯現役で、生き甲斐を持って働

ける状況を作れないか」という考えから、村

居住者 6 名が中心となって農協から養蚕の遊

休施設を借り受け、「漬物」の生産・販売を

始め、半年後に「おやき」の製造・販売を始

めた。村内の資源を村民が構成員となって製

造・販売を行っており、長野市の善光寺門前

通りにも店舗を構えている。現在では、村の

行政当局も資金的面での援助を行っているし、

農協も積極的に協力している。 

静岡県菊川市でブルーベリー観光農園を経

営している株式会社「ブルーベリーオガサ」、

東京町田市でブルーベリーソースの製造・販

売を行っている企業組合「ワーカーズコレク

ティブ凡」はいずれも女性が経営者、あるい

は経営陣を形成している事業者であり、地域

の資源を有効に活用することと、女性の経済

的自立・継続的な働く場の創出を主要な目的

としている。設立はいずれも 1980 年代中ご

ろであり、20 年を越す事業の継続の歴史を

持っているコミュニティビジネスの例といえ

る。また、特産品の「繭」を活用してアート

クラフトの開発と販売を行っている新潟県朝

日村の「朝日村まゆの花の会」（本報告書の

事例）、そば切りの発祥地ということからそ

ば打ちの伝統を継承してゆこうと｢本山そば

の里｣を建設し、活動を続けている長野県塩

尻村の「本山そばの里」企業組合も 20 年を

越す事業活動を行っている例である。 

6.コミュニティビジネスの 

ビジネスとしての可能性 

ソーシャルビジネスと同じくコミュニティ

ビジネスの対象とされている分野あるいは事

業は元々一般のビジネスとしては成立の不可

能、あるいは成立の困難なものである。ソー

シャルビジネスの可能性の議論で必ず出てく

るように、ソーシャルビジネスの対象となる

のは、ビジネスとしての市場が全く存在して

いない場合（市場なし）、十分な市場がない

場合（限定的市場）、市場は存在しているが
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十分に成熟してはいない場合（低収益市場）

のいずれかである。 

コミュニティビジネスをソーシャルビジネ

スの地域版（コミュニティ版）としてみると

全く同じことが言える。「市場なし」の場合

なら公的セクターが問題解決を担うことが求

められる。「限定市場」の場合は公的セクタ

ー、あるいはボランティアの助けを背景とし

たＮＰＯ法人等も事業の一端を担える。「低

収益市場」の場合には、ＮＰＯ法人の活動の

場としては最適であるし、一般の営利企業で

も儲けすぎようという欲を出さない限りビジ

ネスとして成立する可能性がある。「市場な

し」の状態から市場を創設するというような

無駄な努力を止めて、「限定市場」の状況に

あるものを「低収益市場」の状態に持ってゆ

くことが、コミュニティビジネスの事業者に

求められている革新性と努力であり、これを

引き出すための制度の整備が公的セクターに

求められている役割なのであろう。 

これまでも社会問題解決のための事業の実

施主体として、個人、任意団体が存在してい

たが、1998 年に「特定非営利活動促進法」

が制定されることによってＮＰＯ法人が作り

やすくなり、活動領域が明確とされるように

なった。医療・福祉の分野のＮＰＯ法人が最

も多いのであるが、環境分野、地域社会経済

の活性化を目指す分野のＮＰＯ法人はこれに

次いである。また、事例集で紹介されている

例を見ても明らかなように、1 つの分野のみ

の活動ではなく複数の分野の活動をミックス

している例が多い。例えば、高齢者サービス

と商店街の活性化をドッキングさせる試みと

か、環境保護と地域資源活用による農業の振

興への取り組みの例が数多く存在している。 

現時点では、コミュニティビジネスの一つ

一つの事業に関して考えてみると、ビジネス

として成立する可能性は極めて限られており、

しかも市場規模は著しく小さいものである。

このことから，地域における雇用の増加や、

新しいビジネスとしての期待も限られたもの

になると思われる。ただし、事例集の中でも

注目することができるのは、20 年、30 年の

間組織を維持し、一定以上の収益を確保して

きたビジネスが存在していることである。事

業の主体は株式会社、有限会社あるいは組合

企業であるが、ＮＰＯ法人のような組織が出

来る以前から活動していることもその要因と

なっているであろう。 

一方、事例集のなかで多くとりあげられて

いるのはＮＰＯ法人の活動であるが、未だ活

動の歴史が浅いことと、市場性の有無に関係

なしに事業を行おうとしている組織が目立つ

せいか、ビジネス性という観点から計ったコ

ミュニティビジネスは残念ながら成功といえ

る段階には達していないようである。 

といっても、本報告書で取り上げられてい

る事例については、コミュニティビジネスと

しての可能性が高い事例であり、今日までの

活動の中で参考となる部分も以下の各章で論

じられているように多い。今後の展開に期待

したい。 
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第2章 

生活支援分野における 

コミュニティビジネスの現状と課題 
 

1.生活支援における地域の課題と利用

しやすい仕組み 

生活の支援の課題は、日本全国どの地域に

も共通した課題であるといえる。しかしこれ

らは、公的制度ですべて解決されるものでは

ない。本調査では、高齢者の生活支援に関連

する事例を 2 つ、出産、子育て、高齢者の三

つの柱すべてを取り込んだ事例を 1 つ、とり

あげた。 

高齢者についていえば、加齢とともに様々

な身体機能が低下することは当然のことであ

り、すべての人に共通することである。これ

を前提として個人個人が、それぞれの生きが

い、尊厳を持って地域での生活をつづけるこ

とを支援するために、様々なニーズがあり、

公的制度では対応できない部分を民間ビジネ

スとして補完していくことが求められている。 

厚生労働省が 2005 年にまとめた「「健康

フロンティア戦略」の推進にむけ取り組むべ

き施策について」では、健康寿命を 2 年程度

伸ばすことを施策の目的とした。重点施策と

してあげた項目は、(1)働き盛りの健康安心

プラン、(2)女性のがん緊急対策、(3)介護予

防 10 ヵ年、(4)健康寿命を延ばす科学技術の

振興、の 4 点。高齢者福祉に関連する(3)に

ついては、「家庭や地域で気軽に介護予防」

「効果的な介護予防プログラムの開発・普

及」「脳卒中対策の推進」「地域で支える認

知症ケア」を具体的な項目としてあげている。

しかし、これら介護予防の対策も、もともと

の介護保険による給付対象となるサービスも、

全国一律のサービス基準によるものであり、

また高齢者の個人個人の尊厳、価値観、趣味、

嗜好についてのニーズに対応できるものでは

ない。公的サービスの制度そのものの議論も

必要であるが、現実的にはこれら公的サービ

スでは対応しきれないニーズに対して、コミ

ュニティビジネスの意義があるといえる。 

出産については、産婦人科医不足という側

面と、病院ではなく助産院での出産という妊

婦側からみた選択肢としてのニーズがある。

平成 6 年の産婦人科医師数を 1 とした場合、

平成 18 年の人数は 0.88。小児科医や皮膚科

医が増加している一方で、産婦人科医は大き

く減少している。また出生千人あたり産婦人

科・産科医師数も、平成 6 年の 9.3 人から

9.2 人に減少した。(出典:医師・歯科医師・

薬剤師調査」) 一方医学の進歩によりハイリ

スク児に対する様々な対応が可能となった。

出産時にそのようなリスク時の対応もありさ

らに病院以外(自宅、助産院)で出産したいと

いうニーズが出てきても当然であろう。 

子育て支援については、核家族化、女性の

社会進出の増加により、子育てについての知

識面、精神面、時間的な保育支援面でのニー

ズがある。 

生活支援とは、元気に尊厳を持って地域で

生活をしていくために必要な支援であり、利

用者側のニーズから以下のようにまとめるこ

とができる。 

① 元気な人も、介護が必要なひとも、医療

が必要な人も、またその高齢者を支える

家族も、誰もが利用できるサービスであ
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ること。 

② 必要なときに、いつでも利用できること。 

③ 個人の価値観にあったサービスを選択で

きること。 

④ 費用負担が支払い可能な水準であること。 

⑤ サービスの提供が提供側の一方的な理由

により中止されないこと。 

 

①に含まれる高齢者について、公的サービ

スである介護保険は、利用者が要介護認定を

受け、要支援、要介護の認定を受けた者に利

用が限られる。また年齢も高齢者の場合は

65 歳以上と限られている。②については、

介護保険においてはまだ十分に達成されてい

るとはいえない。現実は施設介護を希望する

高齢者が多い中、政府は在宅介護への転換を

図り、施設入所のためには何年も待たなけれ

ば入れない自治体が多くなっている。出産に

ついても、出産したい地域、場所を自由に選

択できるだけの選択肢はなく、また病院での

出産については妊娠と同時に確保しなくては

ならないのが現状である。また子育て支援に

ついては、働く母親に対する支援は事業主側、

自治体での支援が始まっている。しかし、子

育て支援が必要なのは必ずしも働いている親

だけではなく、核家族化し、ひとりで日中子

育てをしている母親も同様であろう。③は、

高齢者に対する介護保険によるサービスが身

体支援のサービスであり、サービス提供者、

事業者に求められているものが施設基準、人

的配置、サービス提供者の資格であり、そこ

で提供されるサービスの価値観、個人別の期

待への対応については定めていない。従って

公的サービスを利用する場合は、一律の概念

で構成されたサービスを利用することになる。

また事業者によりサービスの理念や方針を個

別に打ち出したとしても、それらの情報が利

用者に正しく伝わる方法がまだ確立されてい

るとはいえない。出産についても病院確保が

困難である。助産院で出産するといっても一

様ではなく、家族立会い、母児同床を始め、

様々なスタイルがあり得るがすべての妊婦が

自分の希望どおりの選択をできているとはい

えない。子育てについても、世代を超えた人

とのかかわりの中で子供を育てたいと思って

も、なかなかそのようなニーズに対応できて

いない。④費用負担については、介護保険給

付対象サービスは個人負担 1 割で利用できる。

その他サービスについては、様々な民間サー

ビスの中から選択することになり、その頻度、

内容の付加価値により費用負担が増加する。

勿論、有料老人ホームのように価格帯が広く

用意され、自分が負担できる範囲の付加価値

を選択することは一般のサービス事業と同様

ではあるが、高齢者の一定の生活レベルを保

障する範囲においては、やはり負担可能な範

囲になければならない。子育てについても、

いくら選択肢があったとしても費用負担でき

ないのでは利用に結びつかない。 ⑤継続的

なサービス提供については、公的サービス、

民間サービスともに求められるものである。

そのサービスで生活が支えられている人にと

って、サービスが中止されるとその生活が守

られない事態となることを事業者は認識して

いなくてはならない。介護保険サービス事業

者の中には経営不振から廃業する事業者もあ

るが、この点については行政も給付点数の見

直しなど改善を検討している。一般の民間ビ

ジネスの場合は、需給の関係で企業の収益を

優先し不採算の場合はサービスを中止するな

どの対策がとられる。しかし、これらサービ

ス利用が生活の一部になっており、福祉的な

意味合いが強いサービスの場合は、医療も含

め事業を提供する法人が途中で中止すること

があってはならないのである。 

2.地域住民が参加しやすい仕組み 

地域住民が、サービスの担い手としても参
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加でき、また利用者としても参加しやすい仕

組みであることが、コミュニティビジネスの

一つの定義である。 

 

(1) サービスの担い手 

①有償ボランティア 

日本でＮＰＯ法人というと、サービスの担

い手はボランティアが中心であるが、福祉の

世界でのボランティアは無償であることが美

徳のように考えられてきた時期もある。しか

し、有償にすることのメリットはいくつか考

えられる。一つは、提供側の経済的事情から、

有償であることにより、参加できる可能性の

ある人材の層が広がるメリットである。もう

一つは、有償にすることでよりサービスにル

ール化と責任を持たせることができる点であ

る。本研究でとりあげた事例では、両事例と

も、有償ボランティアを前提としていた。参

加できる人材の層が厚いことは、サービスの

継続性を維持する要因の一つになる。また、

サービスのルール化と責任については、ボラ

ンティアであっても、その内容が事業者の定

めたルールや基準に則って提供されることに

なり、結果としてサービスの質の維持向上に

結びつくことになる。 

 

②いつでも都合のよいときに参加できる仕

組み 

組織の従業員として参画する場合には、勤

務日、勤務時間について一定のルールの中で

の就業が求められる。この点、サービスの担

い手として地域住民が参加しやすくする前提

として、ボランティアの都合に合わせて参画

できるときにサービスを提供するというしく

みが求められる。それぞれのボランティアは、

職業、家庭での役割、その他個人により働け

る時間や時期が異なる。これら担い手の都合

に合わせて好きなときに参画できる仕組みを

構築し、またそれをコントロールする機能が

事業者に求められるのである。サービス提供

者として何ができるのか、いつできるのかを

事前に登録してもらうことにより、事業者は

そのデータをもとに、サービスの受けてのニ

ーズとマッチングするのである。 

 

③サービスの提供者から利用者へ 

サービスの提供者は自分ができることをサ

ービスとして提供し、また自分が支援してほ

しい部分については利用者として同じ事業者

のサービスを利用できるというように、提供

者と利用者を分ける必要はない。サービスの

提供者と利用者が別である必要はないのであ

る。 

事例「地域たすけあいネット」では、会員

として登録し、サービスの担い手にも利用者

にもなれる組織運営をしていた。困ったとき

に人の助けを借り、支援できるときには助け

るという、地域互助の精神そのものを実現し

ている。また事例「サンフォーレ」でも、施

設の周辺住民がボランティアとして参加して

いるが、いずれその地域で年をとり地域で生

活していく上で、その施設を利用することに

なる可能性が高い。従って将来自分が利用す

るだろうサービスの一部を元気なうちに担う

という意識も生まれてくるであろう。事例

「いのちの応援舎」は複合施設であるため、

施設で看護師として働いている人が自分の子

供を連れてきて、施設で子供の面倒をみても

らうということもできるのである。 

 

(2) サービスの利用者 

介護保険によるサービスを受けるには、要

介護度、措置として行政からの支援を受ける

ためには所得制限、また地域のサービスを受

けるには居住地がそのサービスを提供する行

政地域であることなど、サービスを利用する

ための制限が設けられている。また日常高齢

者と同居し、介護などの支援を行っている介
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護者に対してのサービスは、公的保険には含

まれていない。コミュニティビジネスとして

の福祉サービスは、ニーズがある場合はだれ

でも利用することができなくてはならない。

事例「地域ささえあいネットワーク」では、

会員に登録すれば、所得制限もなく、また介

護者自身の個人的な都合でも介護サービスを

利用することができる。また単に高齢者一人

になる場合の留守番だけ、力作業が難しい高

齢者世帯では草取りや雪下ろしだけを依頼す

ることができる。生活に必要な支援であれば、

何でも頼むことができるのである。事例「い

のちの応援舎」が開催するおやこ広場「ひな

たぼっこ」は、親子、祖父母だれもが利用で

きるサービスであり、またサービス時間内で

あれば利用者の都合により好きな時間に好き

なだけ利用することができる。 

3.サービスの質の確保、向上 

高齢者福祉に関連するサービスは、同居の

家族がいれば家族が行っているような日常の

生活支援から、介護サービスのように特殊な

専門技術知識を伴うものまで、幅広い。いず

れにしても、そのサービスは、安全でかつ安

心なものでなくてはならない。また日常の簡

単な生活支援とはいえ、高齢者が相手であり、

常に安全である必要がある。従って、サービ

スを提供する側の一定の質の維持が必要であ

り、また提供者も自分が提供するサービスに

自信が持てることが必要である。そのために

事例では、サービスの提供者に対する研修を

行っている。事例「地域たすけあいネットワ

ーク」では、毎月 50 名参加の実技を伴う研

修を実施することで、サービスの質を維持、

向上させている。一般企業の経営者は、人材

を育成するという意識を当然持つが、ＮＰＯ

のような法人の場合、サービスの提供をボラ

ンティア個人の能力に 100%依存し、その内

容を評価したり不足する部分を教育したりす

るという制度があまり浸透していないと考え

られる。この事例のように、ボランティアで

あってもサービス提供の内容に 100%自信を

持っているわけでなく、専門的な教育を求め

ていることもあり、また事業者としても組織

としてサービスを提供する以上一定の質を確

保することを目的に研修を実施することが重

要である。 

4.財務上の基盤整備、資金調達 

(1) 資金調達 

恒常的な赤字収支では、事業の存続は不可

能であるが、事業開設資金、何らかの投資資

金については、外部からの調達が不可欠とな

る。一方で金融機関の不良債権増加、金融機

関の経営不振による貸し渋りから、福祉の業

界は金融機関からの資金調達がなかなか困難

な業界である。福祉事業者を金融機関として

評価する経験もツールもなく、民間金融機関

からの調達が困難な業界である。本調査の二

事例とも、当初は事業に賛同する地域の個人

からの資金調達により事業を軌道にのせてい

る。また、個人から資金調達する場合でも、

事業者自体が個人ではやはり社会的な信用度

が乏しいため、公的に認められた法人格を持

つことで、資金調達における信用度をあげて

いる。また、介護保険によるサービス事業と

両建てでサービスを実施するためにも、サー

ビス事業者として認定されるために法人格の

取得は必須であった。 

事業に対する賛同者個人からの資金調達に

より事業が立ち上がり、安定し、収支状況を

開示することで法人の信用度を高めた結果と

して、民間金融機関から低利の資金調達が可

能となることもある。しかしそこに至るまで

の資金調達手段としては、やはり事業の理念

を明らかにし、創業者の思いと責任に対して

出資する個人の存在が重要になっていたこと

は、3 つの事例からも明らかであった。 
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(2) 収益管理 

法人格を持った事業者であれば、それぞれ

の法律に従った手段で財務状況の開示が必要

となる。特に福祉に関連するサービスに従事

してきた個人にとっては苦手な分野であるか

もしれない。しかし、法人の中にこの部分を

担当する財務経理の担当者を必ず入れること

で、常に内部から日ごろの収益を管理し、必

要に応じて内部の運営方法を改善していくこ

とができるのである。経理処理だけを税理士

に委託しておいただけでは、収支の結果を見

ることができるだけであり、経営の中にその

結果を生かすことが難しくなる。結果を踏ま

えて、何をどう改善していくと、結果として

の収支を安定させておけるのか、判断できる

人の参画が重要である。事例「地域たすけあ

いネットワーク」では、立ち上げメンバーの

一人がＮＰＯという法人についての特質を理

解し、経理を専門家に任せるだけではなく

日々の会計管理を担当し、資金の流れを内部

で正しく把握している。部門により収益状況

がどのようになっているかを把握し、組織全

体での収支計画を立てている。またその資金

の流れについても法人内のキーパーソンに開

示することで透明性のある運営を実現してい

た。それにより日々運営に携わるメンバーに

も収支からみた効率化への協力を得られるの

である。事例「サンフォーレ」も株式会社と

いう法人格の中で、代表者、取締役が日常の

収支を管理している。 

5.戦略的なビジネスの推進 

戦略とは、法人のミッション/理念を明確

にしたうえで、それを実現させるための具体

的な手段である。高齢者福祉に関わるコミュ

ニティビジネスでも、正しい戦略の前に理念

が明確である必要がある。事例「地域たすけ

あいネットワーク」では、「住みなれた地域

で安心して暮らし続けたい」を目的に「困っ

たときはお互いさま、できることをできる時

間で支えあう」を実現している法人である。

また、事例「サンフォーレ」では、「地域社

会との調和の中で新しいシニアサービスを創

造し、自由で活性化された高齢者社会の実現

を目指します」と経営理念をかかげている。

戦略を策定する前に、その法人は何をするの

か、ミッション/理念を明確にする必要があ

る。これは、逆にいえば「何をやらないの

か」を明確にすることにもなり、単に株主の

ための利益拡大だけを目的とする株式会社の

ように、その目的のためであれば何でもやる

というのではなく、その法人がやるべき範囲

を規定することにもなる。またミッション/

理念を掲げるだけではなく、内部人材がこの

理念に共感しなくては事業を推し進めること

ができない。新人研修の中でこの理念を明確

にするなど、事例の各法人でも、理念の浸透

のための手段を構築していた。 

高齢者福祉に関連するサービスは、人的資

源による部分がほとんどであり、戦略の中で

も人事戦略が重要となる。人事戦略により、

サービスの質も高まり、結果として利用者に

とっての付加価値が高まるのである。そのた

めにも研修等の技術的な支援と、仕組みとし

ての参加しやすさが必須となる。 

6.課題 

(1) 人材確保 

サービスの提供者である人材の確保は、サ

ービスを安定的に提供し続けるための重要な

課題である。高齢者率が高まれば、サービス

ニーズが高まり、提供する人員比率が低くな

ることで、人材の供給が難しくなることが予

測される。また、ボランティアは余裕のある

時間にサービスを提供していたが、昨今の経

済事情により、それが困難になりつつあるこ

とも事実である。サービス提供者は自らの生

活を犠牲にしてサービスを提供するものでは
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なく、事例「地域ささえあいネットワーク」

にもあるように、「できる時間で支えあう」

という姿が本来の姿である。ボランティアの

担い手の多くは、子育てが終わり経済的にも

時間的にも余裕ができた 50 代以後の主婦層

が中心であった。この層の余裕がなくなるよ

うな経済状況が継続すると、安定的なサービ

ス提供の人材確保が困難となることが予測さ

れる。 

また事業の中で、公的保険給付によるサー

ビスと、それ以外を組み合わせて提供するこ

とで事例では社員の効率的な活用を実施して

いるが、介護保険制度そのものも、まだ見直

しが続いている状況であり、長期的な視点で

事業計画を策定しにくい部分もあることは否

めない。 

 

(2) ノウハウの移転 

コミュニティビジネスをある一定の地域の

中で立ち上げ、サービス提供と収支を安定さ

せた実績があったとしても、そのノウハウは

その法人の中に留まってしまうケースがほと

んどである。事例として他地域に紹介するだ

けではなく、そのノウハウをより効率的に他

の地域に移転する手段について、国がさらに

積極的に検討、支援する仕組みづくりが今後

求められている。この部分については、その

コミュニティビジネスの事業者である一法人

が単独で資金を負担して移転のための仕組み

づくりをすることは困難であろう。勿論、事

業として直接他の地域に展開するのであれば

その法人の負担による事業拡大が必要となる

が、事業を拡大することを目的とせず、単に

ノウハウだけを他の地域に移転させ、自分た

ちの過去の経営資源を有効に活用させたいと

思ったとしても、なかなか実現できていない

のが現状である。事例「サンフォーレ」では、

その試みを開始しているが、その部分につい

ての資金援助が求められており、その内容を

評価した上で支援する国としての仕組みが期

待される。単にコミュニティビジネスを一地

域で成功して完結するものととらえるのは、

折角蓄積されたノウハウが有効に活用されな

いで終わってしまうのである。
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第3章 

環境コミュニティビジネス 
 

1.環境コミュニティビジネスの 

内容 

コミュニティビジネスは、地域社会におけ

る社会貢献を目的に実施するビジネスであり、

地域社会に根ざした事業性のある活動を指し

ている。一般に、行政と営利企業の枠組みの

みでは解決できない地域問題に対して、地域

住民が主体となって行うもので、ビジネスと

しての継続性が求められる点からボランティ

アとは異質のものとなっている。 

環境コミュニティビジネスは、地域の環境

保全、環境改善、リサイクル活動、雨水利用、

エコツアー、新エネルギー導入、環境に関す

る新事業などに取り組むことをいい、地域企

業、ＮＰＯ、市民団体等が連携・協働して地

域が抱える問題の解決にむけて活動し、環境

パフォーマンスの向上につながる収益性のあ

る事業といえる。 

2.環境コミュニティビジネスの 

必要性 

近年、地球環境問題が大きく取り上げられ

ているが、例えば、二酸化炭素による地球温

暖化の影響を見ても、その発生源は、企業、

行政、家庭と全ての人が加害者でもあり、被

害者にもなりうるといった関係が成り立って

いる。こうした状況の中、地域が果たす役割

も大きくなってきており、その重要性も増し

ていると考えられる。 

しかし、環境問題の解決に向けた地域社会

の活動には十分とは言えない市場性の問題が

あり、営利企業における取組にはなじまない

要素も多い。また、行政や公共機関では、効

率性の問題と柔軟性の問題があり、取り組む

範囲に限界が生じる。さらに、ボランティア

による活動では、継続性の問題と安定性の問

題があり、環境問題の解決に向けて営利企業、

行政、ボランティアといった組織のみの対応

では難しくなっている。 

このようなことから、環境における地域社

会の問題の解決においては、公共性と事業性

を併せ持つＮＰＯ等による環境コミュニティ

ビジネスの必要性が求められている。 

3.環境コミュニティビジネスの 

種類 

環境コミュニティビジネスの種類は数多く、

大きく分類しても次の 10 種に分けることが

できる。①エネルギーに関連した事業、②3

Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）に

関連した事業、④バイオマスに関連した事業、

⑤都市環境、生活環境の改善に関連した事業、

⑥自然環境、生態系の保全に関連した事業、

⑦水環境、土壌環境の保全に関連した事業、

⑧環境経営、企業の環境配慮に関連した事業、

⑨有害化学物質に関連した事業、⑩環境学習

に関連した事業。 

例えば、①のエネルギーに関連した事業に

おいても、①－1 新エネルギーと①－2 省エ

ネルギーに分けることができ、さらに、①－

1 新エネルギーにおいても、①－1－（1）ク

リーンエネルギー、①－1－（2）太陽光発電、

①－1－（3）太陽熱利用、①－1－（4）風力

発電などに分けることができ、環境コミュニ

ティビジネスの種類や分野は多種に存在して

いる。 
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4.環境コミュニティビジネス 

による効果 

環境コミュニティビジネスによる効果とし

ては、①環境負荷の削減・地域環境の改善、

②事業活動を通じての地域経済・社会の活性

化、③地域住民の主体的参加・連携を通じて

の地域コミュニティの再生、④活動する者へ

の満足感・生き甲斐の付与などが考えられて

いる。 

①環境負荷削減・地域環境改善の効果は、

環境コミュニティビジネスすべてが持つ、進

むべき方向の結果生じなければならない効果

と考えることができる。いろいろな組織がさ

まざまな施策を講じて企業や行政が解決でき

ない部分を環境コミュニティビジネスが受持

ち、公共性と事業性の観点から実施するが、

その結果として、環境負荷削減や地域環境改

善が図られなければならない。 

②事業活動を通じての地域経済・社会の活

性化効果は、環境コミュニティビジネスを実

施することによって、雇用や需要の増加を図

るなど、地域の活性化に大きく貢献すること

だと考えられる。中には、商店街の空き店舗

を活用し、事務所を開設するなど新たな人の

集まりの場を提供することにも繋がる。また、

過去に自治体や企業が運営していたが現在は

放置されたままの処理施設を利用するなど、

未活用資源の再利用にも繋がり、潜在需要を

掘り起こすことによっても地域経済の活性化

を担うこととなる。 

③地域住民の主体的参加・連携を通じての

地域コミュニティ再生効果は、地域に根ざし

た環境に関する事業を行うことによって、地

域の住民を巻き込み、顔の見える付き合いが

できことにある。隣近所の人となかなか触れ

合う機会の少ない現在において、環境という

一つの目標に向かって取り組むことによって、

地域住民の協働を促し、地域コミュニティを

再活性化することができるのである。 

④活動する者への満足感・生き甲斐を付与

する効果は、環境コミュニティビジネスが、

地域の環境課題解決に貢献することや地域の

小さな組織で活動できることにあり、小さい

組織で大きな効果を生むことにもある。さら

に、取り組めば取り組むだけ環境が良い方向

に行くことも考えられる。活動に参加してい

る者の高い満足感や充実感を得ることができ、

特に定年退職後の高齢者などが参加すること

によって、第二の生き甲斐を付与することも

できる。 

5.環境コミュニティビジネス 

における課題等 

(1) 資金調達 

環境コミュニティビジネスは、環境に関す

る諸問題に対して取り組みを行っているビジ

ネスであるが、その対象範囲は非常に広い。

また、環境コミュニティビジネスの特徴とし

て、環境改善設備や処理施設などを調達して

実施する事業が多いことが挙げられる。この

ため、どこにも共通している課題として、資

金調達が挙げられる。資金調達の種類として

は、大きく 10 項目に分けられる。①寄付金、

②会費、③出資金、④補助金・助成金、⑤委

託費、⑥金融機関からの借入、⑦市民ファン

ド・ソーシャルファイナンス、⑧債券発行、

⑨事業利益、⑩会員の持ち出しである。 

今回の調査対象は、②会費と④補助金・助

成金及び⑩会員の持ち出しからスタートして

いる。その中でも、環境コミュニティビジネ

スのスタートに当たっては、④補助金・助成

金の活用が重要になっている。直接的な意味

合いからだけでなく、会員メンバーを集める

に当たっても、行政等の補助金や助成金関連

の支援事業に採択されている事は、公共的意

味合いが強くなり、会員を集めやすいという

こともある。しかし、環境コミュニティビジ
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ネスの事業実施後、3 年程度経過してくると、

補助金や助成金へ依存する体質から⑨事業利

益による自立的経営を目指すようになってい

る。このようにして、資金調達の内容は変わ

ってくるが、やはり、十分な資金を保有して

おらず、事業開始後、6 年以上経過した組織

でも資金調達の問題は、依然として残ってお

り、環境コミュニティビジネスの課題として

は、最も大きいものと考えられる。 

 

(2) 情報活用力 

次の課題としては、情報活用力が挙げられ

る。環境分野に対する事業を取り組むに当た

っては、まず、その知識や技術を有している

ことが必要となるが、自分の行いたい環境分

野を選択していることから、もし、専門的な

知識が欠如していたとしても、それを補うこ

とへの研鑽は苦にならず、着実に実施してい

ると考えられた。しかし、ビジネスをどのよ

うに組み上げ、どのようなメンバーを募り、

どのように実施するかについては、多くの情

報が必要なことから、事前に準備することは

少ないようである。問題が発生したのちにそ

の情報を探すといった場当たり的な対応とな

ってしまっている。必ずしも有益な情報を必

要な時に活用しているとはい言えなくなって

いる。もっと早くその情報に出合えていたな

ら、さらに、大きく事業展開できたのではな

いかと考えさせられることがあった。如何に

事前に必要な情報を採取し、いつ活用するの

かを明確にしておくことが必要なのである。 

今回の調査事例をみると、雨水タンクの活

動では、空き樽から始まり、試行錯誤したの

ち現在のイギリス製の雨水タンクにたどり着

くまで、永い時間をかけている。もし、始め

に、雨水タンクに関する情報収集を綿密に行

っていたのであれば、もっと早くに現在の雨

水タンクにたどり着いていたと考えることが

でき、情報収集とその活用力が事業の進捗を

左右すると考えられる。 

 

(3) ビジネスデザイン 

さらに、ビジネスデザインが挙げられる。

環境コミュニティビジネスは、地域における

ビジネスであるので、まずは、地域における

環境問題やニーズを的確に把握し、その問題

に対して、当組織がどのように対処し、そし

て、どのように解決するのかを、目で見て視

覚にアピールできるようにまとめるビジネス

デザインが非常に重要になってくる。環境問

題の解決のためには、いろいろな組織を活用

し、さまざまな技術や要素を取り入れて解決

を図ろうと考えることが多く、ビジネスデザ

インが複雑になりがちである。しかし、多く

の賛同者を集めるのであれば、ビジネスデザ

インは、簡素化するほど理解が得られること

が多い。情報は少ないほど多くの関係者に行

き届くのである。即ち、複雑なビジネスモデ

ルを如何に簡潔にデザインするかによって、

賛同者の獲得に違いが出てくると考えられる。

しかし、簡潔にするのだけれども、その環境

コミュニティビジネスの入口と出口をしっか

りと押さえておくことが必要である。まず、

入口であるが、地域における環境に対する課

題・ニーズがどこにあるのか、そして、地域

資源として何が存在するのかというデータを

基に入口のデザインをすることが必要である。

次に、実際に環境コミュニティビジネスとし

て何を行うのかを明確にし、出口として、地

域の環境における課題がどのように解決され

るのか、また、地域資源がどのように有効活

用され、効果が出るのかを分かりやすくデザ

インすることが必要なのである。これがあや

ふやであると何をしようとしているのかが分

からずに、賛同者の理解が得られないことと

なる。 
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(4) 地域ネットワークの構築 

最後に、もう一つ課題として挙げるとすれ

ば地域におけるネットワークの構築がある。

環境コミュニティビジネスを行うにあたって

は、地方自治体や金融機関、他のＮＰＯ法人、

企業など、地域の他の組織との連携を図らな

ければならない場合が多い。また、環境コミ

ュニティビジネスを成功させるには、このよ

うな他の組織と信頼関係を築かなければなら

ないことが多い。即ち、環境コミュニティビ

ジネスは、他の組織と有機的に交流できるか

に事業の発展や将来性が掛かっているともい

える。 

地域における環境問題の解決に対しては、

当組織のみでできることは限られており、近

隣や周囲の他の組織との連携の充実によって

地域に根ざした取り組みが出来る。例えば、

採算の悪い事業を行うことを考えた場合、地

域の方もそのような事業の必要性を常々感じ

ており、必要であると考えてくれた場合には、

当組織の会員になってくれる可能性も大きく、

さらには、出資などにも協力してくれる場合

もある。また、地域の金融機関も賛同し、新

たな融資制度を設置してくれる場合なども考

えられる。 

このようなことを考えると、環境コミュニ

ティビジネスにあっては、地域と如何に結び

つき、地域の理解を得て地域とのネットワー

クを構築するかに掛かっている。たとえ良い

ビジネスデザインができてもネットワークを

構築することができなければ、賛同してもら

える者が少なくなってしまうので、いずれは

衰退していくこととなってしまう。 

地域内に大学や研究機関などがない場合で

も、地域を少し広く見ていけば見つかるはず

であり、そのような機関とネットワークを構

築することが必要なのである。 

6.環境コミュニティビジネスの 

構築に向けて 

(1) 目的の明確化 

まず、実施しようとしている環境コミュニ

ティビジネスの目的を明確にする必要がある。 

目的を明確にするに当たって、実施するこ

との意義を考える必要がある。地域社会にと

っての環境改善や環境負荷削減の価値を考え

るのである。その上で、活動によって成し遂

げようとする具体的目標を示し、目的を明確

にするのである。 

また、その目的を果たすための活動内容に

ついても明らかにする必要がある。活動内容

は、目的を達成するための手段・方法・行動

であり、具体的に書くことが必要である。こ

のことによって、目的もより明確になるので

ある。 

このように、事業の目的・意義・活動内容

が決まったら、次は、一緒に活動しようとし

ている人とこれらの事を共有することが必要

になる。一緒に活動しようとしているすべて

の個人・グループと共有することが重要であ

る。なぜならば、判断に迷ったときは、これ

らのことを再度読み直すことで、意思決定が

出来るようになるからである。また、これら

のことを地域に発信することによって、賛同

者を募るツールにもなるからである。 

 

(2) 期待している環境影響 

（環境パフォーマンス）の評価 

環境コミュニティビジネスを実施するので

あれば、必ず、環境に良い効果が生まれなけ

ればならない。その事業を実施して逆に環境

負荷を増加させたのでは、環境コミュニティ

ビジネスとして実施する意味がないからであ

る。このため、環境効果を評価することが必

要になる。このことを環境パファーマンス評

価と呼ぶ。環境パフォーマンスは、環境に対
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する良い面を増進し、悪い面を抑制するため

の あ ら ゆ る 活 動 の 成 果 を 指 し て い る 。

ISO14001 における用語の定義では、「組織

の環境側面についてのその組織のマネジメン

トシステムの測定可能な結果」としている。

このことからも、事前に環境影響において測

定可能な項目を決め、何をどの程度削減する

のか、又は、何をどの程度効率化するのかな

どを数値的に決めて実施したほうが賛同者だ

けではなく、地域住民にも理解しやすくなり、

情報発信も具体性が増すこととなる。 

 

(3) 活動体制の組織作り 

環境コミュニティビジネスの事業目的、内

容等が固まったら、次は、活動のための体制

を構築する必要がある。役割や分担が曖昧で

は、良い活動ができないからである。まずは、

リーダーを決める必要がある。メンバー全員

の総意で決定することが望ましいが、総意で

決められない場合でも、決まったら協力して

いくことが必要である。そして、コアメンバ

ー、メンバー、サポーター、会員などの区別

も明確にしておくことが必要である。 

実際に事業として成り立たせるためには、

片手間の仕事ではできないので、リーダーや

コアメンバーの中に、専属で従事する人がい

なくてはならない。しかし、どうしても専属

従事者が見つからない場合は、そのことを全

員で認識し、補うための仕組みや、ルールを

構築した後、実施することが肝要である。 

 

(4) 他組織とのネットワーク 

事業を運営・継続していくことはとても大

変であることから、既にＮＰＯ法人等を設立

し、環境コミュニティビジネスを実施してい

る組織などと事前に連携し、資金調達の方法

や経営を行うための助言などをもらうことは、

非常に重要である。 

例えば、地元企業と連携を取り、経営に関

する情報交換をしてもらったり、自治体や行

政とは支援内容や補助方法を聞いたりして、

今後の実施に対して準備をすることが必要で

ある。資金調達の面から見てみると、組織形

態によって、例えば、資本金、社債、借入金、

寄付金、会費、助成金などがあり、資金調達

の方法もさまざまである。さらに、会費など

は個人の会員のみではなく、法人会員等も考

慮し、このような組織との連携も非常に重要

になる。 

また、経営に関する基礎知識の獲得も重要

である。企業経営経験のないリーダーやコア

メンバー中心の場合には、会員企業や地元企

業やＮＰＯ団体とのネットワーク構築が重要

である。 

 

(5) ビジネス収支の検討 

事業を実施するには資金が必要である。設

備を購入しなければならない事業の場合など

は、まとまった資金が必要となる。また、Ｐ

Ｒを行うにしても、チラシの作成費や配布費

用などが必要になる。このため、単年度収支

予算の検討と中長期でのキャッシュフローを

作成する必要がある。 

資金調達方法は、設立する組織形態により

異なる。組織形態の違いによるメリット・デ

メリットを考え、組織形態を選択し、資金調

達方法を決めていく事が必要である。ここで

は、５－（１）で掲げた資金調達方法につい

て、順に考えていく。 

①寄付金は、賛同してくれる個人や企業等

から寄付を募ることで、この寄付金を日々の

費用に当てるのか、又は、年レベルでの費用

に当てるのか、設備購入に当てるのかなど充

分検討する必要がある。日常的な運営資金を

寄付金に依存すると、資金繰りに困る場合が

ある。 

②会費は、活動や事業内容から考えて、何

らかの恩恵を受ける個人や企業等に会員にな
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ってもらい、年会費などで徴収するのが普通

である。③出資金は、株式会社等を設立する

場合の最初の資金である。しかし、この会費

や出資金を高く設定すると、経済状況によっ

ては会を脱退する者や出資者とならない場合

が多くなるので、注意が必要である。 

④補助金・助成金及び⑤委託費は、自治体

等からの資金調達方法で、年度ごとに制度が

新設・改廃される場合があるので注意が必要

である。基本的には競争資金であるので、事

業計画が重要である。また、募集期間が短い

場合があるので、情報収集を欠かさないこと

が必要である。しかし、自治体の予算等は単

年度で決められている場合が多く、補助金等

を前提とした中長期の事業計画を立てるべき

ではない。 

⑥金融機関からの借入については、通常の

環境コミュニティビジネスはハイリスクロー

リターン又はローリスクローリターンである

ので、民間金融機関から一般的な融資を受け

ることは難しいと考えられる。このため、政

府系金融機関や地元金融機関に当たることが

必要であるが、借入するには返済計画が妥当

でなければ難しいと考えられる。 

⑦市民ファンド・ソーシャルファイナンス

については、風力発電や太陽光発電などの場

合、新エネルギーへの投資を目的に市民ファ

ンドが展開されており、個人などが直接出資

するケースや投資会社に投資先を委託し、投

資会社が環境コミュニティビジネスに投資す

る場合がある。ソーシャルファイナンスは、

社会的な事業でリターンや配当などを追及す

るので、元本の回収に加え利息も求める事を

認識して利用しなければならない。 

⑧債券発行は、株式会社と合同会社のみで

実施することが出来るようになっている。し

かし、実際には、債券を購入する者が金銭的

な利益を目的に購入する事が多いので、環境

コミュニティビジネスとしての資金調達方法

としては、難しいと考える。 

⑨事業利益は、事業を継続していく意味で、

最も有効な資金であり、環境コミュニティビ

ジネスの提供によって得られる資金であり、

中長期計画では、事業利益によって事業その

ものが展開していく事が望まれる。 

⑩会員メンバーの持ち出しは、活動規模や

事業規模が小さい段階では起こり得るし、検

討に値する。リーダーやコアメンバーの所有

する現金よって賄うのである。しかし、寄付

なのか貸付なのか、その区別を明確にして資

金提供を受けることが必要である。また、初

期段階の一時的なものとして利用するだけで

あることをメンバー間で確認しておくことも

重要である。 

 

(6) 組織形態の決定 

事業活動を開始するに当たっては、組織形

態を決定する必要がある。環境コミュニティ

ビジネスを行うには、大きく次の 5 つの組織

形態に分けることができる。①任意団体、②

特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）、③合同

会社（ＬＬＣ）、④株式会社、⑤有限責任事

業組合（ＬＬＰ）である。 

①任意団体は、法人格を取得しないため、

設立手続きは比較的簡単であるが、必要な許

認可を取得する場合や補助金などを取得して

実施する場合には法人格が条件になる場合が

あるので、注意が必要である。さらに、契約

の主体が個人となるため、構成員の個人が無

限責任を負うことになる。 

②特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）は、

特定非営利活動促進法で定められている 17

分野に限定される点が他の組織形態と異なる

が、環境については、五番目に環境の保全と

して位置づけられている。また、特定の個

人・団体等のために活動できないこととなっ

ている。さらに、名称に非営利の言葉が含ま

れているが、これは収入から支出を差し引い



第３章 環境コミュニティビジネス 

 
21 

た利益をメンバーで配分しないという意味で、

事業の対価やメンバーに給与を支払うことは

可能となっている。なお、設立申請時に 10

名以上の構成員が必要である。 

③合同会社（ＬＬＣ）は、持分会社の一つ

であり、出資者 1 名以上で設立でき、責任の

範囲が有限責任である。株式会社と比べ、損

益配分を自由に決められることや設立時の法

定費用が低いメリットがあるが、信用度が低

いというデメリットがある。 

④株式会社は、資本金の額に応じて社会的

信用が高くなることがメリットとして挙げら

れる。最低の場合、1 円でも株式会社が設立

できることとなっているが、実際は、目的と

する最初の事業規模に合わせ設定する事が重

要である。さらに、事業利益を出資額に応じ

て配分することができる。 

⑤有限責任事業組合（ＬＬＰ）は、法人で

はないため、法人税を課税されることがなく

損益配分できるが、損益配分を受けた構成員

が課税されることとなる。また、配分は出資

者同士で自由に決められる点では合同会社と

同じである。ただし、会社ではないので、Ｌ

ＬＰから給料や報酬を受け取ることはできな

くなっている。 

 

(7) 事業計画書の作成 

環境コミュニティビジネスとして事業を立

ち上げる際は、事業イメージを事業計画書と

してまとめることが必要になる。 

特に、組織としてＮＰＯ法人を予定してい

る場合には、「設立当初の事業年度及び翌事

業年度の事業計画書」が設立認証に必要な書

類となっているので、注意が必要である。こ

のため、短期的な事業計画と中長期的な事業

計画の二種類を作成しておくことが望まれる。 

内容としては、事業・活動の全体像や関連

する社会環境の認識などを整理したものが必

要になる。また、一度決めたものを必ずその

とおりに実行しなければならないものではな

く、事業発展や環境の変化に伴って、変更す

ることができる。 

具体的には、①団体概要（名称、代表者、

所在地、連絡先、ホームページアドレスな

ど）、②活動意義・目的、③活動内容、④組

織内容（組織体製図、組織内の担当など）、

⑤許認可の取得、⑥主な取引先、⑦関連する

社会環境、⑧事業の全体像、⑨収支計画（収

入の獲得方法、収入の見込み、費用の見込み、

利益の見込み、資産状況など）⑩協力団体、

などを掲載するとよい。 

 

(8) 事業実施への留意事項 

事業の開始後は、事業発展に伴い、組織形

態を変更するなど規模に応じた組織を選択す

ることが必要である。しかし、事業の目的が

達成されているのかどうかのチェックは欠か

さずに行うことが重要である。方向が外れて

いればその都度修正しなければならない。 

ここでは、事業実施後の①リーダーシップ、

②コミュニケーション、③マネジメント、④

モチベーションについて、留意する点を説明

する。 

①リーダーシップは、非常に重要で組織を

引っ張っていく原動力になる。といっても、

一般的な営利目的の企業と異なり、上下関係

が明確であっても組織をまとめ上げ、構成員

の意識を同じ方に向かわせ、効果的・効率的

に成果を引き出していくことは非常に難しい。

このため、コアメンバーとの連携を密にしな

がら組織を動かしていくことが重要になって

くる。このためには、リーダー本人のみが自

覚を持つだけでなく、コアメンバーもリーダ

ーを助ける体制作りに留意し、リーダーシッ

プが十分に発揮できる組織作りを進めるべき

である。 

②コミュニケーションとしては、日常的に

情報を共有することが必要である。特に、状
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況認識や優先課題などの共有化は大切で、こ

のコミュニケーションを疎かにすると組織を

間違った方向に導くことになりかねない。特

に、専属者がいない場合には、コミュニケー

ションが希薄になる可能性が高いので、日程

を決めて定期的にミーティングを行うことが

必要である。 

③マネジメントは、環境コミュニティビジ

ネスであっても、事業継続のためには非常に

重要で、計画（Ｐ）→実施（Ｄ）→チェック

（Ｃ）→アクション（Ａ）のＰＤＣＡを上手

く廻すことが必要である。特に、リスクが顕

在化しないよう、全体をマネジメントしてい

くことが望まれる。このことをリーダーのみ

で実施するのは無理であるので、それぞれ分

担を決めて、コアメンバー、メンバー、一般

会員を巻き込んでマネジメントを図ることが

重要である。 

④モチベーションは、立ち上げ当初は非常

に高いが、事業を開始し、期待していたより

も資金調達が少なかったり、計画通りの売上

が計上されなかったりした場合、あるいは必

要以上に事業実施に時間がかかってしまった

場合などは、下がってしまうことが予想され、

事業自体に危機が発生する恐れがある。 

また、飽きる、慣れるといったことによっ

てもモチベーションが下がることが考えられ

るので、常に、実施する意義や目的を再確認

すると共に、新たな施策を考え、導入してい

く仕組みを構築することが必要である。 

 

(9) 環境パフォーマンスを確認する 

環境コミュニティビジネスの場合、事業を

行えば良いだけでなく、環境負荷の低減や環

境保全の促進がされていなければならない。

このため、遅くとも事業開始後約 1 年程度経

過したときに、再度、環境パフォーマンス評

価を行い、環境影響を測定する必要がある。 

また、実際に数値的に示し、情報公開する

ことにより、新たな賛同者の獲得やメンバー

のモチベーションを向上させられると考えら

れる。さらに、次の事業の発案や目標設定の

ステップアップにも役立てることができる。 

7.環境コミュニティビジネスの 

今後の展望 

環境負荷の低減や環境影響の改善は、地域

のみではなく、大きく展開してこそ環境パフ

ォーマンスを大幅に向上することができる。

即ち全国的に展開することによって、環境改

善を果たすことができることとなる。しかし、

このためには、規模の経済を追求しなくては

ならない。しかし、規模の経済を追求してい

くと、環境ビジネスは環境コミュニティビジ

ネスでは解決できないことになってしまうと

いうジレンマが発生する。環境コミュニティ

ビジネスは、限られた地域で行われているが、

しかし、限られた地域のみでは環境への寄与

度は小さいこととなる。このため、地域を広

げて大きく展開していこうとすると、営利企

業の目に留まることによって、営利企業と競

合関係となり、経営資源の小さい環境コミュ

ニティビジネスでは淘汰されるという恐れを

抱えているのである。 

即ち、行政でも営利企業でも手を出さない

範囲や地域においては、環境コミュニティビ

ジネスの優位性を挙げることができるが、こ

と環境分野に関しては、地域の大小と環境改

善の大小が綿密に関係していることから、環

境改善の効果を向上するため、環境コミュニ

ティビジネスの範囲を大きく広げようとする

と、営利企業との競合関係が発生してしまう

のである。 

このことから、事例企業の雨水タンク事業

を考えると、現状の地域を拡大していくこと

によって、環境配慮は拡大するが、逆に、多

くの家に設置することによって、多くの人の

目に留まり、営利企業が参入してくることと
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なる。環境コミュニティビジネスを実施しよ

うとする関係者は環境のためになれば誰が行

っても良いと考えているが、環境コミュニテ

ィビジネスとして考えると永続性に矛盾が発

生してしまうこととなる。 

このため、範囲と地域を拡大して行こうと

考えた場合には、例えば株式会社への組織の

変更や他のＮＰＯ組織との連携によって拡大

していくことが必要であると考える。 

こうしたことから考えると、環境コミュニ

ティビジネスは、営利企業が参入してきた段

階でその役目を終え、現事業を継続して実施

していくのであれば、組織形態を変更し、実

施していくか、又は、組織はそのままにして

事業そのものを違うものに変化させていくこ

とが必要になると思われる。いずれにしても、

事業成長に伴って環境コミュニティビジネス

を環境ビジネスとして継続していくためには、

組織の変更か事業の変更が訪れることになる

事を踏まえておきたい。 
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第4章 

地域経済活動活性化分野における 

コミュニティビジネスの現状と課題 
 

本章は、地域経済活動活性化に係るコミュ

ニティビジネス分野として、商店街活性化等

の街づくり関連、地域の特産品等を活用した

地域経済活性化関連、地域住民の情報交流促

進関連について、調査事例を題材に検討して

いる。 

また、今回の事例の中で唯一の「テーマ・

コミュニティビジネス」の事例であった「Ｎ

ＰＯ法人ＫＯＭＰＯＳＩＴＩＯＮ」の活動に

ついても検討を加える。「コミュニティビジ

ネスの時代」3では、「『一定のルールを共

有する人の人々の集まり』をコミュニティの

基本と捉え、その上で、生活地域を共有する

『ローカル・コミュニティ』と、関心や想い

を共有する『テーマ・コミュニティ』の両方

を考慮の対象」4としている。この定義によ

れば、テーマ・コミュニティビジネスもコミ

ュニティビジネスの一部になるが、最近の一

般的な定義は、コミュニティを地域コミュニ

ティとする場合が多い。そして、テーマ・コ

ミュニティビジネスはソーシャルビジネスで

はあるが、コミュニティビジネスの範疇に入

れていない場合が多い。本調査研究において

も、概要の 3 で用語の定義を記しているが、

地域コミュニティをコミュニティビジネスの

コミュニティと考え、テーマ・コミュニティ

についてはコミュニティビジネスから除外し

ている。しかし、事例の「ＮＰＯ法人ＫＯＭ

ＰＯＳＩＴＩＯＮ」の活動は、主に渋谷区を

活動の中心においており、テーマ・コミュニ

                             
3
 本間正明、金子郁容、他 岩波書店 2003 年 9 月 

4 同書 p.23 

ティビジネスであるが、その初期の段階とし

て地域コミュニティビジネスとしての性格が

強い。そこで、コミュニティビジネスの発展

を検討する上でも貴重な事例と考え、考察対

象としている。 

1.街づくり関連 

(1) 新たな事業の導入による 

商店街活性化 

商店街活性化は、空洞化・劣化が進む中心

市街地活性化の施策等とも連動し、多くの地

域で様々な試みがなされているが、成果を生

んでいるところは多くはない。既に、郊外や

ロードサイドに新たな商業集積が形成されて

おり、再び従来の中心市街地に買物客等を呼

び戻すことが困難なためである。それは、商

店というものが、提供する商品やサービスだ

けでなく立地に大きく影響されることから、

購買客の行動パターンから取り残された地域

の商店街が再活性化を図るのは難しく、逆に

事業の継続をあきらめた商店主の増加で、空

き店舗もしくは店舗でない建物・空地が増加

し、どんどん商店街としての機能を満たさな

くなる悪循環に陥っているのである。 

このような中で、商店街に新たな事業を導

入する事で商店街の活性化も成し遂げている

のが「ＮＰＯ法人バリアフリー協会」の活動

である。ただ、「ＮＰＯ法人バリアフリー協

会」では、「街のコンシェルジェ事業」を始

める条件として、生鮮三品の事業者が各々複

数は残っていなくてはならない事を挙げてお

り、このような条件を満たしていない商店街
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が多いのも全国の、特に地方圏の実態である。 

しかし、急速に進む高齢化は、日本の産業

構造・就業構造の大きな変化とも相まって、

分権型社会の構築を求めている。そして、従

来の商店街地域については、新たな事業活動

を導入する事で高齢化時代にふさわしい街づ

くりを進めようとしている。 

 

(2) 2 事例にみる商店街への機能導入 

今回の、商店街活性化等街づくり関連の事

例としては、東京都品川区の中延商店街で、

高齢者の経験と技術を活かし、相互扶助の現

代的なモデルを構築している「ＮＰＯ法人バ

リアフリー協会」の事例と、兵庫県神戸市で、

駐車場を拠点に、地域の商店街の活性化に取

り組む「㈱イーエスプラニング」の事例とを

挙げているが、ともに、既存商店街に新たな

機能を持ち込む事で再活性化を図る試みであ

る。 

「ＮＰＯ法人バリアフリー協会」の場合は、

高齢者の生き甲斐、相互扶助の仕組み、地域

通貨機能の導入、高齢消費者起点の商品開発

等々の機能を商店街の中に持ち込む事で、商

店街とともに高齢化が進展する地域での街づ

くりを行っている。「㈱イーエスプラニン

グ」の場合は、新たな駐車場ビジネスの仕組

みで蓄積したノウハウとＮＰＯ活動で培った

街づくりのノウハウとを融合し、駐車場利用

者に近隣商店で利用可能なクーポンを配布す

る事で商店街の活性化の切っ掛けにしようと

している。 

この二つの事例とも、商店街そのものの活

動ではなく、あくまで外部からの活動の結果

が商店街の活動に結び付いている事例である。

といっても、バリアフリー協会の場合は、商

店街活性化の手法としても多く取り上げられ

ている。商店街活動とは別の活動であるとい

っても、その効果が極めて商店街に直接的で

あるからであろう。イーエスプラニングの場

合は、現状では大半のリスクを同社だけが負

っており、個々の商店や商店街の積極的な参

画には至っていない。商店街活性化の切っ掛

けづくりというのはそのような現状を評価し

てのことである。イーエスプラニングの想い

が商店主に届き、駐車場前商店街としての活

動が仕組まれる必要がある。 

 

(3) 以前の商店街への回帰ではない商

店街活性化 

2 つの事例の考察から、商店街に新たな機

能が導入される事は、人が集い賑わう場とし

ての商店街の復活であり、決して物販中心の

商店街の復活を思い浮かべるべきではない。

ある意味、商店街という表現が実態にそぐわ

なくなっているのかもしれない。バリアフリ

ー協会の「街のコンシェルジェ事業」の活動

により、商店街に人が集まる。イーエスプラ

ニングの駐車場があるから人が集まる。人が

集まるから何等かの機能提供が必要となる。

それは物販とは限らない。モータリゼーショ

ンの発達、冷蔵庫や宅配便の機能向上と普及、

主婦の就業をはじめとして家庭を構成する諸

個人のライフスタイルの変化等々により、購

買行動に大きな変化が表れ、購買の中心は郊

外型ＳＣに移ってきたのである。あるいは、

高齢者の少量ニーズに合わせて住宅街のコン

ビニ機能が更に進化してきている。 

ここは、商店街の将来像を検討する場でな

いが、街づくり型コミュニティビジネスの先

行事例から判断する限り、従来の商店街に回

帰する志向での新事業導入ではなく、人々が

集う場づくりとしての新事業導入なのである。

バリアフリー協会による蜂蜜生産の開始は、

銀座商店街による試みを勉強し導入したもの

であるが、その他、独自にメーカーとの共同

開発も進めており、商業だけに囚われない発

想で新事業が導入されているのである。 

観光ボランティアガイドが全国各地の観光
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地で活躍している。無償のボランティア活動

が多く、法人組織でない場合も多い。しかし、

この機能は物販ではない。観光客に対するサ

ービスが地域の商店街にとってもプラスに働

くとともに、ガイドをするために地域の歴史

や文化を勉強する事で知的刺激を満たすとと

もに生きがいの創造にもつなげているのであ

る。この観光ボランティア活動が盛んな地域

の一つである岡山県倉敷市では、美観地区を

中心に、倉敷検定をネット上で行っている。

この検定制度は、検定合格者に商店街での商

品購入に際して割引等のサービスが付与され

るパスポート交換の権利を与えている。駅前

の観光案内所やホテルなどでパスポートに交

換できるが、実際は観光客よりも地元の人が

盛んに利用しており、かなり直接的な商店街

活性化策にもなっている。 

まとめると、街づくり関連のコミュニティ

ビジネスは、商店街等の街の中心地に新たな

にぎわいを創出するような事業を導入し、物

販・飲食に限らないこれからの時代の街のあ

り方を提示しているのである。 

ところで、次項の地域経済活性化関連の事

例に分類した「ＮＰＯ法人工房おのみち帆

布」については、工房を尾道市の商店街の中

に設置する事で、直接販売によるユーザーニ

ーズの把握に努めている。このこと自身は工

房側の希望によるものであるが、製造販売の

システムなので、商店街の活性化にも直接寄

与している。この工房店舗で、当該ＮＰＯの

売り上げの半分以上を占めているのであるか

ら、近隣に与える影響は大きい。更に、工房

店舗の 2 階には地元の美術系大学生等が個展

を開催するスペースを提供している。この事

も、にぎわい創出に貢献しており、商店街の

活性化に結び付いている。事業活動というも

のは様々な要素を含んでおり、その事業活動

を一つの分類だけで括るは難しく、この事例

のように様々な要素を持ち合わせているのが

一般的である。 

 

(4) 事業の継続の方策 

最後に、本調査研究の目的である事業継続

のための方策について検討しておこう。イー

エスプラニングの場合、組織が株式会社であ

るので当然会社の存続、個々の事業における

営利追求は行われており、課題は残っている

が、事業継続性の認識とそのための対策を行

われている。バリアフリー協会も、事業の多

角化を図り、補助金がなくなって以降の黒字

化を積極的に進めている。マネジメントの中

心に財務を含めて経営に精通した人が関わっ

ているからである。この事は、他の分野でも

いえる事であり、経営陣は財務・経理に精通

し、運営ノウハウのみならず資金的な蓄積に

ついても留意する事が大前提だといえる。 

また、事業・提供機能の多角化についても

留意したい。生活支援分野の事例である「Ｎ

ＰＯ法人いのちの応援舎」の場合も、助産院

とデイサービス、病後児保育等々の様々な機

能を一つの施設で受け持つ事で、その相乗効

果と職員の効果的な配置を可能とし、単独事

業ではなかなか採算の合わない事業も実施で

きるようにしている。バリアフリー協会の場

合も、「街のコンシェルジェ事業」だけでな

く、商品開発等の新しい機能を導入する事で

採算面でのバランスを図ろうとしている。一

般の営利企業の場合も範囲の経済性を求めて、

サービスの提供や生産における自社の共通生

産要素・共通基盤を活用し、コスト低減とノ

ウハウの蓄積を図るが、コミュニティビジネ

スの場合も同様の方策が求められるというこ

とである。 

もちろん、範囲の経済性を求めるだけでは

不十分で、同様の活動を推進する各地のコミ

ュニティビジネスと連携し、ネットワークの

経済性も追求する事が肝要である。2 つの事

例の場合は、ノウハウ等の移植で、他の地域
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でも同様の事業を展開する方向にある。 

2．地域経済活性化関連 

(1) 地域資源を活用した地域経済活性

化の取り組み 

地域資源を活用した産業振興は古くから叫

ばれてきていたが、特に最近は「地域資源活

用促進法」や「農商工連携促進法」、「地域

資源∞全国展開事業」といった地域資源活用

による内発的な産業振興が推進されてきてい

る。地域間格差の増大やこれまでのリーディ

ング産業の先行きが不透明になってきた事も

影響しているが、企業誘致や公共事業投資に

よる地域活性化という従来型手法が困難にな

ってきた事、高齢化社会の到来で地域に根差

した生活を送る人が増加してきている事も背

景にはある。このような視点から考えると、

今回の調査事例は先進的事例となる活動とい

える。 

調査事例の中で、地域の特産品等を活用し

た地域経済活性化関連の事例としては、広島

県尾道市に唯一残っていた帆布工場の製品を

活用して工房活動を推進している「ＮＰＯ法

人工房おのみち帆布」の事例と、新潟県村上

市で地域の特産品である繭を用いて、アート

クラフト製品の製作と販売を行っている「朝

日村まゆの花の会」の事例とが挙げられる。 

帆布と繭という、衰退産業の資源を活用し、

新たな市場形成を行っている事例である。し

かも、女性の視点での事業展開が功を奏して

おり、的確な商品開発・提供が行われており、

事業も順調に推移している。繭の場合、参加

者の多くが蚕を飼っているので川上産業との

連携に強い。帆布の場合、当初は地元の帆布

工場の製品と製造現場に感動し事業を立ち上

げたのであるが、現在、当該ＮＰＯが調達す

る帆布のシェアが帆布工場の出荷額の一定程

度を占めるようになってきており、帆布工場

との連携は強まっている。つまり、両事例と

も原材料という地域資源との関係は強く、双

方が依拠しあって事業を成立させている。 

(2) 地域資源は地域の文化 

原材料としての資源があるから新たな事業

が立ち上がっただけではない。他にも、原材

料となる地域資源はある。しかし、帆布と繭

の場合、地域の歴史・文化と関係の深い資源

であり、その活用による事業活動は、広く地

域住民からの支持を得ることになる。 

北前船の寄港地の一つであった尾道には、

帆船用の布の生産が行われ、港町の文化・風

土に溶け込んでいた。桑が地域で広く植えら

れ、蚕が育てられていた旧朝日村の繭生産は、

地域の主産業であり、生活に深く溶け込んで

いた。今は、環境も変わり、帆布も繭もその

生産量が激減しているが、小さい頃に接触す

る事の多かった素材は、地域の文化・伝統を

物質的に伝える素材であった。ともに、天然

素材であるというのも偶然ではあるが、地域

住民の活動（＝コト）と深く関係しているモ

ノといえよう。だからこそ、尾道帆布展示会

に関わる美大生の活動に、毎年のように寄付

をする地域住民が存在するのであり、繭のア

ートクラフト事業を村の施設で展開する事を

地域住民が支持したといえる。 

地域ブランド作りが華やかであるが、地域

ブランドは一つの企業のブランドと異なり、

地域の様々な事業体や住民が育てるブランド

である。組合認定の地域ブランドの場合なら、

一つの企業が所有するブランドのような管理

が可能であるが、地域イメージを昇華させた

地域ブランドの場合、個々の主体に強制力を

働かすことが難しく、地域ブランドとしての

誇りやイメージ、大切にしていきたいという

思いを共有して行こうという弛まぬ努力が必

要なのである。地域ブランド形成が、外に向

かっての情報発信以上に、地域住民や企業と

いった内向きの情報発信・コンセンサス作り

にエネルギーが必要とされるのはこのような
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理由からである。 

地域資源を活用した地域経済活性化の取り

組みも同様のことが言える。帆布や繭を素材

にした商品が、地域性と関係なく売れている

のではなく、地域性をバッグに認知されてい

るのである。実際、事業主体の方々もそのよ

うな認識の下で、商品の特性を訴求している。

尾道の帆布であり、朝日村の繭なのである。

だからこそ、地域の支持を得られ、他の様々

な活動に多くの地域住民が参画するのだとい

える。 

3.地域住民の情報交流促進関連 

(1) 既存領域に新たな風 

地域住民の情報交流促進関連の事例として、

横浜市都筑区でコミュニティ紙の発行を行っ

ている「㈲有アンド長」を取り上げている。

全国の大都市圏でも有数の人口急増地域で、

競争の激しいコミュニティ紙の発行に二人の

女性が乗り出して始まった事業である。あく

まで、自分たちが住んでいる地域で、本当に

欲しい情報を提供するように心がけるととも

に、地域の人が主体となっていることから木

目の細かな情報提供が可能となっている。そ

れ故、他のコミュニティビジネス事業者との

連携も多く、それがまた新たな事業を創りだ

すという好循環を生み出している。 

地方紙や全国紙のようなメディアでも地域

版情報紙を出している。しかし、どうしても

地域との密着度が低く、求人広告誌のような

場合が多い。ならば自分たちでという事で始

まったわけであるが、その活動を通して女性

の再就職と起業を支援する組織としても積極

的に活動するようになってきている。 

 

(2) 女性の再就職・起業の支援 

女性の社会参画が積極化する中、少子高齢

化による生産年齢人口の将来的な減少は、別

の側面からも女性のより一層の社会進出を必

要としてきている。しかし、就業地と住宅地

が離れている大都市では、時間的制約からな

かなか女性の、とりわけ子育て世代女性の就

業を困難にしている。しかし、ＩＣＴの発達

により、必ずしも会社に赴かずとも仕事がで

きるようになってきており、また、高齢化の

進展で、居住地域で昼間も生活する人口が増

えてきており、居住地域での就業機会は増大

してきている。今回のテーマであるコミュニ

ティビジネスが多様な形で生まれてきている

ことも機会増大に寄与している。 

しかし、地域が必要とする人材の的確な情

報提供がなされているとは限らず、とりわけ

女性については、応募の動機づけに乏しい求

人広告が多く、女性の視点での情報発信が求

められていた。その社会的な要請に対応した

のが「（有）有アンド長」の事業であった。

それは、掲載される求人記事が、女性の知り

たいと思う内容を提供しているだけでなく、

イベント等の開催によるメディアミックスに

より、就業・起業の動機づけを高めているの

である。 

 

(3) 東急電鉄の Selun（セラン）事業 

このような環境変化を先取りし、田園都市

線の沿線開発のソフト面での充実として、都

筑区に隣接する青葉区では、1990 年から東

京急行電鉄がセラン事業 5を始めている。

1990 年というと、まだインターネットは普

及しておらず、パソコンネットの時代である。

パソコンネットの時代といっても、今日のイ

ンターネットのような普及率にあったわけで

なく、そもそもパソコンを所有する家庭その

ものが少なかった時代である。 

このような時代に、主婦層とシルバー層を

                             
5 Selun（セラン）とは、Systems for an Enjoyable 

Life through a Universal Network の頭文字をとって名

付けられた、東急電鉄が推進する事業である。1990 年に

たまプラーザ駅近くにセラン事務局を開設し、翌年から

会員募集を開始している。 
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主要ターゲットにセラン会員を募集し、翻訳

やデータ入力、マーケティング調査等の仕事

を、東急として受注し、パソコンネットで受

注した仕事の情報を会員に流し、的確な会員

に実際に仕事をしてもらうのである。今日の

都筑区同様、当時から高学歴主婦層が多い地

域として知られ、このような在宅でできる知

的労働の受け皿は潜在的に豊富であった。そ

れをシステム化したのがセラン事業であった。

当初は、買い物代行などの計画もあったよう

であるが、その後の事業環境の変化の中で、

上述の事業に集約してきている。 

このセラン事業は、「仕事の場を提供する

とともに、住民の方々との間でコミュニケー

ションを相互に活用することにより、『より

生きがいのある豊かな生活空間の創造』を趣

旨として」設立されているが、「㈲有アンド

長」の取り組みも、入口は地域コミュニティ

紙であったが、この事業と関わりを持つ女性

に同じような機能を提供しているといえよう。 

 

(4) 情報交流促進には「メディアミッ

クス」がポイント 

地域住民の情報交流促進は、高齢化社会の

到来の中、ニーズは高まってきている。その

時、ＩＣＴの発達を踏まえるなら、ブログや

地域ＳＮＳの活用は必須アイテムともなって

きている。しかし、新聞という媒体が、イン

ターネットの普及の中で収益を上げることの

できる新たなビジネスモデルを構築できない

でいるように、コミュニティビジネスとして

の情報交流促進事業も、単に紙媒体に頼るだ

けでなく、また、インターネットの活用とい

ったバーチャルな方法だけでなく、リアルな

活動との連動が必要となる。それが各種イベ

ントであり、今回の事例である「㈲有アンド

長」は、その方法を既に取り入れていたので

ある。 

イベント等のリアルな活動との連動は、メ

ディアミックスであり、このような仕掛けが

事業の継続のためには必要といえる。 

4.テーマ・コミュニティビジネス 

(1) テーマ・コミュニティビジネスと 

ＳＮＳ 

既述のように、テーマ・コミュニティビジ

ネスとは、ある地域のコミュニティビジネス

であるローカル・コミュニティビジネスに対

し、何等かのテーマを軸に形成されたコミュ

ニティを対象としたビジネスである。インタ

ーネット上でも、同じ趣味や関心のあるもの

がメール等のやり取りをするグループを形成

しており、最近は、その活動を支えるＳＮＳ

も普及してきている。このＳＮＳは、どちら

かというとテーマ・コミュニティのインフラ

であるが、最近は地域ＳＮＳという事で、逆

にローカル・コミュニティの場を形成するイ

ンフラとして機能させている事例もある。6 

ＳＮＳを活用するか否かはともかく、テー

マ・コミュニティビジネスは何等かのテーマ

を軸に広域的にコミュニティが形成されるの

で、ＩＣＴを徹底して活用する傾向にある。

地域コミュニティビジネスの場合もそうであ

るが、情報通信インフラが安価に提供される

ようになり、テーマ・コミュニティビジネス

も内容の多様化とともに活性化してきている。 

 
(2) 「ＮＰＯ法人ＫＯＭＰＯＳＩＴＩ

ＯＮ」のテーマ・コミュニティビ

ジネス 
テーマ・コミュニティビジネスの事例とし

て、アスリートやアーティストといった表現

者の活動支援を通じて、ストリートスポーツ

やマイナースポーツあるいはアートのコミュ

ニティ形成を行っている「ＮＰＯ法人ＫＯＭ

                             
6 「ＮＰＯ法人ながおか生活情報交流ねっと」が運営す

る「おここなごーか」、「インフォミーム株式会社」が

運営する「ひょこむ」等、多くの地域ＳＮＳが立ちあが

ってきている。  
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ＰＯＳＩＴＩＯＮ」を取りあげている。この

事例は、渋谷区といった、東京でも有数の都

心型商業集積地域で、特に、「ギャル」に代

表される若者が多く集う地域を拠点にした活

動であり、街づくりとも関連が深い。ただ、

主たる目的が表現者の支援にあり、基本はテ

ーマ・コミュニティビジネスであることから、

別の項目としている。 

渋谷区には、渋谷駅周辺のみならず、原宿

や代官山、代々木公園と、それぞれ特色ある

エリアが渋谷駅周辺に隣接しており、代表的

な若者文化発信地にもなっている。また、渋

谷は「渋谷川をきれいにしよう」ということ

から始まった「アースデーマネー」発祥の地

でもあり7、このような社会的ニーズに対応

した事業活動が積極的に実施されている地域

でもある。ＫＯＭＰＯＳＩＴＩＯＮが活動の

中心として渋谷を選択した事も、このような

背景が働いたと考えられる。 

若い表現者の中には、なかなか表現の場を

見出すことができず、非合法的表現方法に走

ることもある。例えば、街中の落書きである。

それをリーガルウォールという形を行政に働

きかけて実現している。この活動は渋谷区だ

けでなく横浜市等にまで広がっており、その

意味からもＫＯＭＰＯＳＩＴＩＯＮの活動は

テーマ性がメインとなっている。 

 

(3) インキュベーション機能を担うＮ

ＰＯ活動 

新しい文化・スポーツは、生まれた時は少

数派であり疎外される事が多い。社会的認知

が低い分、社会的な協力度・寛容度も低く、

試合や展示会を協賛する企業を募るのも難し

いということが多い。表現者そのものの生活

が厳しいうえに、表現活動そのものもなかな

か思うように行えないのである。このＮＰＯ

                             
7 ＮＰＯ法人アースデイマネー・アソシエーションが運

営する「チケット」と「モバイル口座」の 2 種類がある

一種の地域通貨である。 

は、表現者の活動支援を通して、表現者が提

供する新たな文化創造を支援しているのであ

り、いわば文化・スポーツのインキュベーシ

ョン機能を担っているともいえる。しかも、

表現者の表現活動（試合や展示）の場を提供

するだけでなく、その運営支援を通じて蓄積

したノウハウを基に起業する者をも生み出し

ている。イベント企画等の事業者で、この面

でもインキュベーション機能を担っているの

である。ＮＰＯ法人の一つの重要な機能とし

て、第 5 章でインキュベーション機能を挙げ

ているが、このＮＰＯの場合、二つの意味で

インキュベーション機能を担っていると言え

よう。 

 

(4) 賛同者・支援者の組織化 

テーマ・コミュニティビジネスの場合、そ

のテーマによって様々な事業活動が考えられ

る。今回の事例の場合は、メジャーになって

いないアートやスポーツの表現者の表現活動

と生活を支援するといった事業であった。こ

のような事業の場合、イベントを独自開催す

るだけでは継続した事業とするのは困難であ

る。独自開催したとしても、マイナーである

がゆえに、必要な費用を観客からの入場料な

どだけでは賄いきれないからである。いわん

や、アート関連になると、一層、継続は困難

となる。どうしても、賛同者に寄付を募った

りスポンサー企業を探したり、自治体からの

受託事業として実施する必要がある。 

しかし、今回の調査研究の問題意識は、こ

のような自治体からの委託やスポンサー企業

からの支援に頼った構造だけでは、なかなか

コミュニティビジネスの継続性を維持するの

は困難ではないかということから始まってい

る。実際、この調査研究の最中に起こったリ

ーマン・ブラザーズ破綻以降の世界的不況は、

様々な企業によるスポンサー事業からの撤退

を生じさせている。自治体の財政状況も悪化
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の一途をたどっており、大手製造業の企業城

下町では税収の落ち込みが激しく、予算の見

直しが目白押しの状態である。 

では、独自開催だけではなかなか事業の採

算がとれず、継続性が危ぶまれる場合、どの

ような解決策があるのだろうか。 

明快な解決策を提示できるわけではないが、

一つの方法として、個人も含めた金額的には

少額である賛同者・支援者を大量に組織化す

る事である。インターネットの普及は、一部

のビジネスモデルにおいてロングテール効果

をもたらしているが、このような方法を賛同

者・支援者の組織化の考え方にも応用するの

である。単なる募金活動ではなく、組織化し、

情報を定期的に提供し、長く賛同・支援の活

動に加わってもらうのである。その際、前項

の 3－(4)で述べたメディアミックス的な手

法も有効となる。 

5.地域経済活動活性化関連のコミ

ュニティビジネスの課題 

少ない事例からの考察であったが、多様な

活動事例となっており、今後のコミュニティ

ビジネスに有益な事業の仕組みも明らかにな

ったと考えている。また、組織形態も様々で

あり、コミュニティビジネスの展開のうえで、

どのような組織形態で展開するべきかという

示唆も与えてくれている。 

地域経済活動の活性化と深く関与している

ことから、それなりの収益事業を抱えており、

ある程度自立的な活動の素地はできている。

また、携わっている方々も、それがＮＰＯの

場合でも収益を上げることに抵抗はなく、そ

の面で組織がぶれる事はない。ただ、ＮＰＯ

であれ株式会社や有限会社であれ、本来の使

命に対する意識は明確であり、地域社会のニ

ーズに対応しようとしている。 

よって、継続性については、一般の事業活

動で求められる事と同じく、各種事業のバラ

ンスや収益の源泉の明確化、組織構築といっ

たところである。そのような中で、特に留意

すべきはインターネットの活用と後継者の育

成である。 

インターネットの活用は、地域資源活用の

2 事例や「有アンド長」の事例のように、戦

略的に活用されている例が多い。しかし、ネ

ットそのもののコミュニティ形成能力を十分

に活用している段階にはなく、情報発信の大

きな手段として利用するにとどまっている。

組織の正規のメンバーだけでなく、その活動

に賛同する外部や一時的な協力者を巻き込ん

だ情報のやり取りを積極的に進め、参画者に

よる自律的な情報交換・活動に結び付くよう

にすれば、それぞれの組織が目指す使命をよ

り深く、多様な形で達成できるのではないだ

ろうか。特に、同種の活動をしている各地の

コミュニティが連携し、相互のノウハウの共

有で一段高いサービスや商品の提供ができる

ようにするには、インターネットの活用は不

可欠といえる。 

後継者の育成については、特に高齢者中心

に組織されているところでは十分認識してお

くべきことである。現在のリーダー格のメン

バーの努力が、今日までの発展と継続を可能

にしてきているが、今後は、ある程度でき上

がってしまった事業推進方法を環境の変化に

適応させながら改革して行かなくてはならな

い。それを担う後継者であるから、組織その

ものの使命を体得してもらうとともに、事業

や組織の変革を担うに足る十分な知見と組織

構築能力を備えるよう、早くから鍛えておく

ことが肝要である。 



第４章 地域経済活動活性化分野におけるコミュニティビジネスの現状と課題 

 
32 

第5章 

結び ～コミュニティビジネス発展のため

の条件～ 
 

調査概要にも記されているように、本調査

研究では、全国の先進的なコミュニティビジ

ネス 12 事例を調査した。その中から、第 2

章では生活支援分野について、第 3 章では環

境分野について、第 4 章では地域経済活動活

性化分野について現状と課題を整理した。こ

の 12 事例の調査検討結果を受けて、本章で

はコミュニティビジネス発展のための条件に

ついて整理する。 

尚、繰り返しになるが、調査事例の中には、

本調査研究における「コミュニティビジネ

ス」の定義に完全には該当しないものもある。

本調査研究では、「地域の社会的課題解決の

ため、ビジネスの手法を用いて、地域住民中

心に組織された団体により推進される事業」

を「コミュニティビジネス」と定義した。し

かし、事例の中にはより広義の「ソーシャル

ビジネス」の範疇には入るが、限定された地

域コミュニティを対象としているとは言い切

れなかったり、運営団体が必ずしも地域住民

主体に組織されているとは言い切れなかった

りするものがある。限定された地域を対象に

していない場合は、社会的課題解決のため、

ビジネスの手法を用いて効率的・安定的・継

続的な事業展開を目指す上で、必然的により

広い地域で事業活動を展開するようになった

といえる。また、運営団体については、特に

株式会社が「コミュニティビジネス」に参入

するような場合、社員は地域住民主体でない

場合が多い。ＮＰＯであっても、団体として

幅広い知見とネットワークを活用するのに、

理事クラスは地域外の者が中心ということも

あり得る。ただ、事業拠点とその拠点で日常

的に活動されている方は地域住民が多いとい

うことはいえる。 

このように、本調査研究における定義に完

全には該当していない場合であっても、「コ

ミュニティビジネス」の効率的・安定的・継

続的発展の結果として定義から外れているの

であって、より広義の「ソーシャルビジネ

ス」の範疇には入っている事を踏まえ、その

まま有意な事例として研究対象とした。 

本章では、最初に、本調査研究が目的とし

た「コミュニティビジネス」発展のための条

件を述べる。条件に係る検討事項は、一般の

企業の持続発展に求められる検討事項と同じ

であるが、非営利性が強い分、特有の課題、

強調すべき課題もある。 

次に、今回の調査研究を通して明らかにな

った「コミュニティビジネス」あるいは「ソ

ーシャルビジネス」とＮＰＯ等との関係につ

いて考察する。この事が、中小企業者が新た

な事業展開を起こす上でも大きなヒントにな

ると考えたからである。というのも、やはり

「コミュニティビジネス」であれ「ソーシャ

ルビジネス」であれ、「ベンチャービジネ

ス」である事、起業家活動である事が求めら

れているからである。 

1.コミュニティビジネス 

発展のための条件 

ビジネスを行うのは組織である。その組織

が株式会社のような営利型であるか、ＮＰＯ

法人のような非営利型であるかにより「コミ
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ュニティビジネス」を行う条件は異なってく

る。当然、「コミュニティビジネス」を発展

させるための課題も異なってくる。つまり、

組織形態の違いで、担っている「コミュニテ

ィビジネス」を発展させる上で留意しなけれ

ばならないことにも違いが出てくる。 

 

(1) 組織形態 

①事例の組織形態 

12 事例のうち、ＮＰＯ法人が 8 事例、株

式会社が 2 事例、有限会社が 1 事例、その他

が 1 事例であった。その他の事例の団体は、

目的からみるとＮＰＯ法人化が望ましいが、

ＮＰＯというのにはあまりにも事業に特化し

た面が強く、ＮＰＯ法人化は難しいだろうと

いうことでＮＰＯ法人化されていない。よっ

て、どちらかというと株式会社や有限会社と

同じ営利型組織に分類できる。ＮＰＯ法人に

ついては、7 事例は事業型ＮＰＯといえるが、

1 事例は中間支援型に近いＮＰＯであった。 

事業型ＮＰＯというのは、独自に収益を伴

う事業を有し、活動の中心が当該事業である

ものを指す。非事業型ＮＰＯは、国や自治体

からの受託事業中心に地域に必要とされる社

会的な事業のモデル創出の実験や実証をした

り施設の運営を受託したりしている場合であ

る。中間支援型は後者に属し、ＮＰＯ法人支

援のために情報提供や支援活動が事業の中心

であったり、国や自治体が実施する事業を受

託し地域活性化に向けて地域の事業者を支援

する事業が中心であったりするＮＰＯ法人を

指している。もちろん、事業型と非事業型の

両方の性格を有するＮＰＯ法人もある。 

今回の調査研究が、社会的に有用でありそ

の継続性が求められる「コミュニティビジネ

ス」のあり方を検討することを目的としてい

たことから、基本的には独自の事業を有する

組織が行っている「コミュニティビジネス」

を主な対象とし選定した。そのため、ＮＰＯ

法人については事業型ＮＰＯが多くなってい

る。 

 

②組織形態の違いによる課題 

営利型の企業の場合、必ずしも「ソーシャ

ルビジネス」あるいは「コミュニティビジネ

ス」を事業の一つに組み入れていなくても、

ＣＳＲ8ということで、社会貢献は行える。

経済的利益の極大化のみを志向していたので

はステークホルダーからの支持を得られなく

なってきていることもあり、ＣＳＲをかなり

の程度で推進している企業も増えてきている。

もちろん、長期的にみれば、例えば環境に配

慮した経営といったことが企業ブランドの価

値を高め、事業面での収益を改善するという

意味では経済的収益の極大化につながってい

るとも解釈できる。しかし、基本は収益を可

能な限り高めることが要請される。それ故、

ＣＳＲについては、事業活動と切り離して行

われる場合が多い。「コーズ・リレーティッ

ド・マーケティング」9のように、事業活動

の中に組み込まれる場合もあるが、それは資

金面の事であって、調達した資金の活用は切

り離されている事が多い。 

オーナー型経営がほとんどである中小企業

の場合、社会貢献につながる経営理念を基礎

に、収益の極大化をそれほど気にしないで済

むこともある。ただ、市場競争に晒されてい

ることを考慮すると、よっぽど競争力あるビ

ジネスモデルを構築していないと難しい。収

益の極大化を志向する事は営利型組織に内在

的であるといってもよい。 

では、非営利型の組織ならば経済的収益の

極大化を志向しないで済むから社会貢献がし

                             
8 Corporate Social Responsibility＝企業の社会的責

任 
9 Cause-related marketing とは、商品販売に際し、そ

の代金の一部が社会貢献目的の非営利団体に寄付するよ

うな仕組みを有している場合である。非営利団体、商品

を販売する企業、商品を購入する消費者の三者が、各々

の目的に照らしてメリットを受けることのできる仕組み

である。 



第５章 ～コミュニティビジネス発展のための条件～ 

 
34 

やすいかというとそうでもない。社会的課題

であるが営利型組織が手掛けるには困難だ

（収益が上がりにくい）からこそ非営利型に

お鉢が回ってきているのである。まずは、収

益が上がり、必要な再投資の資金を確保でき

るようなビジネスモデルの構築が求められる

のである。しかし、参画する多くの事業従事

者や資金提供者は、社会的課題解決を通して

可能な限り大きな社会貢献を果たすことを期

待しているので、収益確保に走ることを嫌う

傾向にある。しかし、収益を確保しなくては

事業の存続・継続は期待できない。ジレンマ

である。このジレンマを克服する実践が非営

利型組織の経営者には求められる。 

「コミュニティビジネス」の発展のための

条件を検討するに際し、営利型組織が担うの

か非営利型組織が担うのかにより、事業の存

続・継続のための方針・方法に差異のあるこ

とを最初に踏まえておきたい。 

 

(2) 投資資金の調達 

事業開始時の立ち上げ資金や本格的活動に

必要な拠点施設購入の投資等に係る資金なの

か、その後の運営に係る資金なのか、更に運

営の効率性や提供するサービスの品質向上の

ために必要な資金なのか等、その目的により

資金の調達方法も異なってくる。 

ＮＰＯ法人の場合、事業先行型が多く、参

加メンバーの給与については払える範囲内で

という考えで始めることが多い。特に、中核

メンバーについては完全ボランティアになっ

てしまっているケースも見られた。使命感と

のバランスであろうが、事業の継続上は問題

となる。といっても、拠点施設を購入したり

設備導入をしたりするには、まとまった資金

が必要となる。必要になるが、一般の金融機

関から借りるのは困難である。既にほかの事

業実績があり、担保を提供できるような企業

ならまだしも、多くはその事業のために組織

が形成されたＮＰＯ法人が多いことから、資

金調達には苦労するのである。 

初期投資に係る資金調達の方法は、組織が

掲げている使命と深く関連している。資金調

達には資金提供者に事業の目的と方法につい

て賛同してもらわなければならず、その後の

事業活動と関係の深い人が対象になることが

多いためである。 

新潟県三条市の「ＮＰＯ法人地域助け合い

ネットワーク」の場合、活動拠点である「か

じまちの家」購入に際し、多くの地域住民か

らの借金で資金の調達をしている。一方、香

川県高松市の「ＮＰＯ法人いのちの応援舎」

の場合は、中核メンバーの知り合いで、当該

事業に理解のある各地の人から一人百万円単

位の金額を借り入れている。前者は予定より

早く返済を終えている。後者は借り入れから

五年後に一度に返済することになっているが、

現段階では予定通りの返済ができるだけの蓄

積をしている。ただ、後者の場合、中核メン

バーが完全ボランティア（無給）で働いてお

り、その分もかなり返済原資に回っている。 

東京都品川区の「ＮＰＯ法人バリアフリー

協会」の場合、活動拠点である「街中サロ

ン」の維持費の一部を、最初の三年間は、国

の補助金を加えて賄った。そのため、補助金

が切れた最初の年は 100 万円の赤字となって

いるが、その後は事業収入の増大を図ってお

り、黒字転換の予定である。新潟県村上市の

「朝日村まゆの花の会」は、当時の朝日村

(現在は村上市)が整備した施設に入居してお

り、村の支援を受けている。ただ、支援は金

額的に減少してきており、自立的な運営が求

められてきたが、今日までに乗り切ってきて

いる。 

地域住民か、全国の賛同者か、行政かとい

った違いはあるものの、活動拠点や設備の購

入・賃借に際しては借入金や補助金を必要と

している。その場合、貸し手や行政に対し、
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事業内容をどのように理解してもらうかがポ

イントとなっている。実績がない場合、既存

金融機関からの借入は困難である。実績がで

き、現在は市中の金融機関と取引のあるとこ

ろでも、事業開始のときは借入ができなかっ

たとのことである。最近は、ベンチャー投資

のための評価基準の整備と評価能力の強化を

図っている金融機関もあるが、ソーシャルベ

ンチャーまで対象にしているところはほとん

どない。 

最近では機関投資家の中にもＳＲＩ10とい

う考え方が浸透してきており、投資先企業の

ＣＳＲも重視する姿勢が出てきている。日本

でも企業の社会性や倫理性を評価しＳＲＩの

普及を図ろうとしている組織も設立されてい

る。 

いずれにしても、社会貢献活動に理解のあ

る投資家や少額でも資金提供を行う地域住民

が存在する。そのような組織や個人に対し、

自らの事業の意味と事業の可能性をアピール

することができるようにすることが事業を始

める第一歩といえる。この事は、最初の資金

調達のときだけでなく、事業に参加するメン

バーの動機づけの面でも重要なことであり、

そのような能力が「コミュニティビジネス」

を行う経営者には求められているといえる。

つまり、ビジネスプランづくりとそのプレゼ

ンテーション能力である。この面で求められ

ることは「ベンチャービジネス」を立ち上げ

る場合と同じである。 

 

(3) 事業収益確保のための事業構成 

金は、借りた以上、返済しなければならな

い。初期投資については、借り入ればかりで

なく寄付や補助金を活用することも考えられ

るが、日常的な人件費や資材購入費・動力費

等を考えるなら、収益の上がる事業として推

進していかなければならない。再投資に必要

                             
10 Socially Responsible Investment＝社会的責任投資 

な資金の蓄積も必要である。 

営利型の事業者の場合はともかく、非営利

型のＮＰＯ法人の場合、収益のある中で単に

分配している事例もあった。時給換算で 100

円程度というものもあったが、これでは長続

きがしないし、後継者の育成も望めない。営

利型の組織に比べ、事業従事者が積極的に参

加できるようになっており、自己実現性が高

いが故に低賃金でも参加者がいるという事は

あろう。しかし、それも程度の問題である。

社会的に必要だから生まれたビジネスである

なら、その継続も求められているのであり、

そのような仕組みを構築することも立ち上げ

た人たちの義務なのである。 

今回の事例の中には、公的制度による委託

金や補助金を事業の中に組み込み、そこから

安定的な収益を上げている場合もあった。た

だ、制度は変更されることもあるし、委託事

業は突然なくなることもある。また、公的制

度に則った事業の場合、制約も多い。補助を

受ける代わりに受益者に支払ってもらう金額

に上限が設けられることも多い。どんなにサ

ービスの質を上げても上げなくても一定の金

額になってしまうこともある。設定金額によ

っては、事業を受託しないほうがいい場合も

ある。あるいは、別の仕組みで同等のサービ

スを提供するといったことも検討すべきであ

る。 

そのような意味からは、企業が複数の事業

を抱えることでリスク分散を図ったり業務の

平準化を図ったりするのと同様、「コミュニ

ティビジネス」においても事業構成を工夫す

ることが肝要である。特に、公的な事業だけ

に依存するのではなく、独自の事業も開発す

ることが必要である。また、複数の事業で相

乗効果が見込めるように設定することも重要

である。やりながら、結果として相乗効果が

あったということもある。第 4 章でも述べて

いるが、「ＮＰＯ法人いのちの応援舎」の場
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合、助産院と高齢者のデーステイを兼ねてい

ることで相乗効果が生まれている。バリアフ

リー協会の場合も、「街のコンシェルジェ事

業」だけでなく、屋上でミツバチを飼い商品

に活用したり、地域ニーズを踏まえた商品開

発等の新しい機能を導入したりする事で採算

面でのバランスを図ろうとしている。 

 

(4) 組織運営 

「戦略か組織か」といわれるように、事業

組織にとっては、しっかり組織を運営してい

く事は肝要である。何といっても、情報の共

有度を高め、事業への参加意欲を高めるよう

な仕組みで組織を運営することである。その

場合、同様の他の事業者に比べ低賃金でも我

慢してもらえるということもあるが、参加意

欲が高まることで提供するサービスの質が高

まり、逆に収益力を高める結果となり、比較

的高い賃金を支払うことも可能となる。ただ、

多くの場合、社会的に求められているものの

収益性が見込めず、誰も始めようとしなかっ

た事を始めることが多い。そのため、比較す

る相手もなく、ただ低賃金を強いられること

もある。ビジネスモデルが確立されていない

のである。しかし、この面からも情報の共有

度を高め、実際に事業に携わる人の創意工夫

を共有化し、効率化を図ることが求められる。 

ＮＰＯ法人の場合、事業を推進している中

核メンバー、特に常勤者全員が理事となり意

思決定に参画するようにしているところがあ

る。そこでは年齢を問わず、理事として議論

に関わっているので、議論の際は様々な意見

が出てぶつかっても、決定したらその方向で

全員が頑張っているとのことであった。 

もちろん、絶対にこのような理事構成にし

なくてはならないということではない。「コ

ミュニティビジネス」の場合、常勤者は近隣

の者で構成される事が多い。このような近隣

の常勤者だけで理事を構成した場合、仮に多

くの理事がいてもトータルの経験や知識の範

囲がそれほど広がらない場合もある。そのよ

うなときには、外部に多くの理事を抱えるこ

とも一つの方策である。多種多様なネットワ

ークを形成でき、事業に広がりをもたらすこ

とができる。特に、地方で交流人口を増やす

ような目的も持った事業を展開する時には、

考え方には賛同するが常時参画できない大都

市の専門家を理事に加えることも必要である。

理事でなくても、ファン組織を作り、ファン

に対する情報発信をこまめに行い、新たな事

業の立ち上げなどの際には協力してもらえる

ようなネットワークを形成しておくことも必

要である。インターネットの普及により、

個々のファンに対して的確な情報提供をする

ことが可能になってきており、このようなフ

ァンクラブづくりは組織の広がりを確保する

上でも重要な方法である。 

営利型の事業者の場合であっても、社員の

事業企画・運営への参画度を高めることで非

営利型と同様の効果を生み出すことは可能で

ある。 

 

(5) 後継者育成 

今回の事例すべてで、対象とする「コミュ

ニティビジネス」を始めた経営者やリーダー

が現在もその役割を担っている。それ故、使

命達成のため、始めた事業を軌道に乗せるこ

とに熱心であり、その熱意で様々な困難を乗

り越えてきている。しかし、高齢の方がその

中心にいる場合も多く、いずれは後進に道を

譲らなければならない。その時にはどうして

も創業の時の理念が完全には継承されない。

後継リーダーはまだしも、その他の多くの事

業従事者まで徹底するのは困難である。ＮＰ

Ｏ法人のように、多くの従事者が経営の意思

決定に参画する場合、後継リーダーだけを育

てればいいというのではなく、常時事業に参

画する人たちも含め、今のうちから組織的に
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人材の育成、理念の継承を図らなくてはなら

ない。創業者の強力なリーダーシップの後に

は集団指導体制という事が一般の企業ではよ

くある。ＮＰＯ法人でもそのような事がない

とは言えない。 

また、環境の変化も考慮する必要がある。

社会的課題もその解決策も環境の変化により

変わらざるを得ないこともある。その事を踏

まえて、基本的な使命を継承するよう尽力す

ることである。 

 

(6) 規模の経済性やネットワークの経

済性を求めて全国展開を図るか、

地域限定ビジネスとするか 

「コミュニティビジネス」は「ソーシャル

ビジネス」に包含される概念であり、その成

長とともに、限定された地域コミュニティだ

けを対象としない「ソーシャルビジネス」に

なっていく可能性も考慮する必要がある。 

地域限定から広域化する理由の一つは、同

一事業を様々な個所で展開する事で規模の経

済性のメリットを享受しようということであ

る。あるいは、フランチャイズ展開やノウハ

ウの提供（ライセンス供与）といった形で、

ネットワークの経済性を狙うといったことも

行われるのである。 

反面、社会的要請が、子育て支援や介護と

いった極めて人間にかかわる面が多いことか

ら、その地域の伝統・文化・風習を無視でき

なくなる。そのため、全国一律的・標準的な

事業の仕組みがそぐわなくなり、「コミュニ

ティビジネス」としての展開がおこなわれる

ことも多い。介護施設の場合、設計・施工で

の規模の経済性を追求すると、どこに行って

も同じ建物・設備ということになりかねない。

ショッピングセンターや外食産業の施設がい

い例である。しかし、高齢者の気持ちを考え

た場合、三条市の地域助け合いネットワーク

の事例のように、高齢者が小さいときに生活

した雰囲気を醸し出す古い建物が精神的な安

定をもたらすといったことがある。地域の風

土・文化に合った施設の提供が求められてい

るともいえるし、コミュニティレベルでの工

夫されたサービス提供が質を高めるとも言え

る。 

環境問題全般は全国的課題であるが、主要

課題は地域により異なる場合も多い。自然環

境の差異なども関係しており、環境関連の

「地域コミュニティビジネス」の存立も当然

可能といえよう。ただ、ノウハウの移転や継

続性を考慮した場合、介護や環境、あるいは

地域産業振興に関わる「コミュニティビジネ

ス」であっても、広域展開の必然性は内包し

ていると考えられる。 

2.コミュニティビジネスの 

多様な役割 

今回の調査研究を通して、事業活動の新た

な形態が様々な地域で多様に起きている事に

驚きを隠せなかった。日本社会は、確実に高

齢化社会を迎えようとしており、従来型の社

会システムでは対応が困難になってきている

のである。事業活動のあり方も様々な組織で

革新が求められている。また、日本に限らず、

イデオロギーの時代が終焉し、多様な民族と

国家の対立と協調の中で、人類社会が豊かに

なっていくには、世界的に人々の知恵と挑戦

意欲で新たな事業活動のスタイルが生み出さ

れなければならない時に来ている。それ故、

「コミュニティビジネス」という「ソーシャ

ルビジネス」の一つの実際の事業活動の中に

は示唆するものが多かったのである。 

 

(1) 若者の社会教育面での貢献 

地域社会が抱える課題解決のために推進さ

れる「コミュニティビジネス」であるから、

その運営組織と構成員には社会貢献意識が高

く、直接の目的とは異なる面でも社会貢献を
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果たしている場合が多い。特に、若者に対す

る社会教育面での貢献は多くの事例にみられ

た。不登校児に対するフリースクールの創設

等、社会起業家の活動の一つの大きな分野に

教育活動があるが、他の分野で活動している

場合でも、社会教育面での貢献を果たしてい

る。 

広島県尾道市の「ＮＰＯ法人工房おのみち

帆布」の場合、年に一回、全国から美大生を

招き、宿泊場所と作業場を無償で提供し、帆

布を使った作品作りとその発表展示会の機会

を与えている。社会的な評価を受ける機会を

学生に与えているだけでなく、一か月という

制作期間の中で様々な社会的経験を積ませて

いる。地元の美大生はその運営に参画する形

で作品制作には参加しないが、そのような活

動を通して社会性を身につけている。しかも、

この活動に係る費用の半分は、毎年地域の賛

同者からの寄付で、残りはＮＰＯ法人が負担

している。本来の目的の帆布の普及と関係は

あるが、その活動は若者に対する社会教育面

での貢献が大きい。 

山梨県増穂町の「ＮＰＯ法人スペースふ

う」の場合、食器レンタルを実施する地元開

催のサッカーの試合などでは、多くの大学生

が無償で協力するとのことである。香川県高

松市の「ＮＰＯ法人いのちの応援舎」の場合、

中核メンバーが行う講演活動の中には高校生

対象のものも多く、若者に「命の大切さ」を

自覚してもらっている。兵庫県神戸市の「㈱

イーエスプラニング」の場合、大学を出たば

かりの若い人たちが主体的に地域コミュニテ

ィづくりという社会的使命を帯びた仕事に熱

心に取り組んでいる。 

このような活動は、営利型・非営利型の組

織に関係なく、社会貢献性の強い多くの組織

で実施されている。今回の事例にはないが、

山梨県北杜市の「ＮＰＯ法人えがおつなげ

て」が主催する高齢化率 60%を超える過疎地

での就農体験・開墾体験の事業には団塊の世

代に加え多くの若者も集うが、その中のニー

ト層は、この体験を通じて働くことの意味を

つかむ事が多いとの事であった。 

このような若者の社会教育面での貢献がよ

り当該組織の信頼と評価を高める結果になる

わけだが、それが自然な形で出て来るという

ことも使命が徹底している事の証左ではない

だろうか。 

 

(2) 価値創造 

企業活動の評価の一つとして付加価値とい

う考え方がある。国の補助金などを伴う支援

事業では、売上高の増加よりも付加価値の増

加を重点に置くように変化してきている。確

かに、売上高が増加しても、原材料や商品の

調達費用あるいは外注費用が大きければ付加

価値は小さくなる。特に、人件費は付加価値

に入るので、雇用創出との関係から、付加価

値は企業活動・事業活動上の重要な評価概念

になってきている。 

しかし、「ソーシャルビジネス」、とりわ

け「コミュニティビジネス」では、付加価値

でも顕在化しない価値の創造がかなり行われ

ていることを考えると、付加価値以外の価値

創造に係る測定指標を検討することも必要と

考える。 

社会的要請をビジネスの手法でというより

もビジネスにするという意味からは、創造さ

れる価値が顕在化する面もある。例えば、家

庭機能が外部化され、ビジネスとして成立す

れば、事業活動から生じる付加価値が計上さ

れることになる。家庭機能のまま埋もれてい

れば、付加価値として計上されることはない。

中食産業や学習塾、クリーニング業は、家庭

機能の外部化の典型である。介護も、従来の

家庭機能としてのウェイトから考えるなら、

家庭機能の外部化としても捉えられる。家庭

内で行われていた介護が外部組織に委ねられ
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金銭の授受を伴うようになることは、付加価

値として計上されることになるからてある。 

しかし、「ソーシャルビジネス」あるいは

「コミュニティビジネス」の中には、これま

で公共組織が担っていた機能が民間組織に委

ねられ、ビジネスの手法を用いて効果的・効

率的に行われることも多い。その場合、事業

を担う者が金銭的欲求以上に社会貢献や自己

実現的欲求といった動機から入ってくること

が多く、付加価値という面からみると、公共

が担っていた時よりも価値創造は大きいにも

かかわらず金銭的な付加価値は小さくなって

いるとも考えられる。ボランティア精神が発

揮され、公共が担っていた時以上の価値を生

み出しながら、金額的には低く、取引価額が

下げられているのである。特に、相互扶助的

な活動では、創造価値が相殺されることが多

くなる。 

高齢化の進展で、相互扶助的な事業は増加

傾向にあり、それだけ金銭的な付加価値では

測ることのできない価値創造がなされている

とみるべきであろう。 

このように考えると、「コミュニティビジ

ネス」あるいは「ソーシャルビジネス」の社

会経済的意義を考え、その継続性の重要性を

検討する際には、付加価値として計上されな

い価値について、定量的に把握できなくとも

定性的に留意しておくことが必要といえる。 

尚、ブータン政府は国民総生産に対して国

民総幸福感という尺度を導入し、金銭的・物

質的豊かさよりも精神的な豊かさを追求しよ

うとする施策を展開している。一つの試みと

して評価できる面もあるが、政治的・文明的

な最低限の近代化の進展を遅らせることにな

ってはならないであろう。 

 

(3) 組織継続の問題 

コミュニティビジネスは、その事業活動に

社会性があり、その解決手法としてビジネス

の手法を用いるのであって、企業の場合のよ

うに、組織そのものの存続・発展が企業の抱

える理念・使命と同等に重要というわけでは

ない。よって、コミュニティビジネスは、そ

の社会的要請から、継続性が求められるもの

の、必要がなくなった場合には組織そのもの

の存続も求められない。ただ、形成された組

織の強みを生かし、社会的使命を新たに解釈

し直し新たな事業を開始することはある。た

だし、コミュニティビジネスの効果として、

雇用の創出や起業機会の提供といったことが

あるが、それ自身が目的というわけではない。

単に、組織存続のためだけに事業活動を続け

るわけにはいかない。といっても、ＮＰＯ活

動が本格化し、長期にわたるようになれば、

そこで働く人の雇用維持は責任ある組織とし

て求められるようになる。その意味からも、

最初の社会的要請に基づく事業だけでなく、

理念に合致した社会的要請の探索を続け、常

に新たな展開を模索するという、マーケティ

ング機能の強化は求められている。 

 

(4) コミュニティビジネスのネットワ

ーク展開 

「コミュニティビジネス」の新市場創造性、

つまり、これまでになかった社会的ニーズを

満たす製品・サービスの提供といった事は、

ＮＰＯという組織形態でなくても盛んに行わ

れている。 

今回の事例の中で言うなら、地域情報誌の

場合、実際に多くの地域情報誌が既に発行さ

れていた。その中には、既存のメディアが地

域情報誌を全国展開している場合もあれば、

最初は特定の地域の社会的ニーズを捉え始め

た地域情報誌が全国展開している場合もある。

このような中で、どうも自分たちが望んでい

るような地域情報誌がないということで、自

分たちで始めてしまったのが「(有)有アンド

長」の「地域ダス」である。広告情報の冊子
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というのではなく、地域の特に女性が求める

仕事と暮らしに関する情報の提供を中心に、

更に実際のイベントとも連動させることで立

体的な情報提供の仕組みを構築している。他

の地域情報誌同様、広告収入が柱であること

には変わりがないため、その差別化に苦労し

てきたわけで、将来の広域展開等はまだ眼中

にないといったところである。しかし、立体

的な情報提供の仕組みが確立されるなら、そ

のノウハウを他の地域の意欲ある人々に移植

し、緩やかなネットワークによる広域展開も

考えられる。 

（株）イーエスプラニングの駐車場ビジネ

スも同様である。単なる駐車場ビジネスとい

うのではなく、地域コミュニティの活性化を

目指し、車の行動範囲、駐車場利用範囲から

駐車場利用に際しての新たなサービスを提供

することで、既存事業の駐車場ビジネスに革

新をもたらしている。個別手法については、

既に既存の他社の駐車場ビジネスでも採用さ

れているが、発想の原点が地域コミュニティ

の活性化、特に駐車場を中心とした地域の商

店街の活性化にあることから、トータルな仕

組みは構築半ばといえる。といっても、一部、

広島地域でも実践が試みられていることから、

他の地域での実施も含めて、多様なノウハウ

が蓄積されることでより良い形の仕組みが構

築できるのではと考えている。 

 

(5) インキュベーション機能 

「コミュニティビジネス」であれ「ソーシ

ャルビジネス」であれ、「社会性」というこ

とが問題になる。しかし、何が「社会的」で

あるかということは、時代により変化する。

公序良俗に反するビジネスはともかく、ほと

んどの企業が行う事業は、社会的ニーズがあ

ったからこそ始められたのであり、受容され

てきたと考えられる。 

例えば、ラジオというものは、速報性のあ

るニュースを多くの人が知りたいと考え、発

明され、普及してきたと考えるなら、極めて

「社会性」の高い製品である。もちろん、こ

の事だけがラジオ開発の理由ではないし、こ

の事が最大のきっかけであったとは断言でき

ない。実際、当初考えられた以外の様々な効

果を生み出してきている。 

音楽を聴きながら仕事をすると能率が上が

る人がかなりいるから、そのような機能を提

供できる一つとしてのモバイルラジオには

「社会性」があるかといえば、逆の考え方も

ある。音楽を聴きながらしか仕事ができない

ような人間を多く生み出してしまったから、

ラジオは反社会的だと。日本を代表する発明

の一つのウォークマン等は、ラジオ以上に評

価が分かれる。現代の日本で考える限り、ラ

ジオの「社会性」は薄らいできているといえ

よう。 

ところが、発明当初に考えられていた効果

であるかは定かでないが、速報性のあるニュ

ースを提供する手段としてのラジオが、極め

て「社会性」の高い形でイギリスの「フリー

プレイ11」という企業によって提供されてい

る。すでに開発されていた手巻き式ラジオで

の事業化に可能性を見出し商品化したのであ

るが、それは電力供給のインフラが整ってい

ないところで効果を発揮しているのである。

電力環境の悪い貧しい国には文字が読めない

人も多いが、そのようなところではラジオは

大きな威力を発揮している。今回の新型イン

フルエンザの情報提供も、衛生面が整ってい

ない開発途上国ほど求められるが、そのよう

な情報の獲得手段を持たない人々が多いのも

開発途上国である。だからこそ、ラジオの果

たす役割は大きいのである。 

このように考えてくると、「コミュニティ

ビジネス」のベンチャー性は高く、グローバ

                             
11 (英)Freeplay Energy 社

(http://www.freeplayenergy.com/) 
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ルになるほど事業創造の性格を色濃く帯びて

くる。そして、「コミュニティビジネス」段

階とは新ビジネスのインキュベーション（孵

化）段階ともいえる。 

路面空洞探査車を開発し、事業化を成し遂

げたジオ・サーチ株式会社（東京都大田区）

では、地雷探査システムである「マイン・ア

イ」を開発し、カンボジア等の地雷除去に貢

献している。そのシステムの実際の活用に際

し、セコム、ホンダ、トヨタ、ソニー等々の

応援を得て、ＮＰＯ法人「地雷除去支援の

会」を立ち上げている。日本での活動は

2006 年にその使命を終えて解散しているが、

利活用の面で、ＮＰＯがインキュベーション

機能を果たしたと言えよう。 

もちろん、どんな製品開発・サービス開発

もＮＰＯ法人の下で実施すればいいというわ

けではない。ただ、ＮＰＯ法人の下で、新し

いビジネスが育まれることも多いということ

を認識し、場合によっては、ＮＰＯ法人が実

施していた事業が、一般の営利企業の事業に

移植される事もあるということを押さえてお

きたい。 

本章では、最初に「コミュニティビジネ

ス」発展のための条件を、次に、今回の調査

研究を通して明らかになった「コミュニティ

ビジネス」あるいは「ソーシャルビジネス」

とＮＰＯ等との関係についての検討結果を述

べた。あくまで、既存文献を参考に、実地調

査を行った 12 の事例を基に検討した結果で

あるが、今後の「コミュニティビジネス」、

更には「ソーシャルビジネス」を展開する者

に様々な示唆を与えてくれていた。それも、

取り上げられた事例事業を推進されている

方々の熱心な起業家活動によるものと考えら

れる。 



 

 

 

  



事例集 

 

０１ 特定非営利活動法人地域たすけあいネットワーク 
０２ 株式会社サンフォーレ 
０３ 特定非営利活動法人いのちの応援舎 

 

０４ 特定非営利活動法人循環型社会創造ネットワーク【ＣＲＯＳＳ】 
０５ 特定非営利活動法人南畑ダム貯水する会 
０６ 特定非営利活動法人スペースふう 

 

０７ 特定非営利活動法人バリアフリー協会 
０８ 株式会社イーエスプランニング 

 

０９ 特定非営利活動法人おのみち帆布 
１０ 朝日村まゆの花の会 

 

１１ 有限会社有アンド長 

 

１２ 特定非営利活動法人ＫＯＭＰＯＳＩＴＩＯＮ 
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事例 01 
特定非営利活動法人 地域たすけあいネットワーク 
■所在地：新潟県三条市本町6丁目3番76号 

■電話番号：0256-34-2448 

■代表者：理事長 山谷 幸 

■事業経常収入：96,337,千円（平成19年度） 

■従業員数 

○ 常勤職員 9名 

○ 会員約700名 

■応対者：理事長 山谷 幸 氏 

 

１．組織設立の経緯と事業概要  

 

(1) 設立の経緯 

平成11年、地域の当時50歳前後の女性たち

が、親の介護のために仕事を退職せざるを得

なくなるような周辺の状況を見て、何か地域

で支えあいながら問題を解決していくことは

できないかと考えるようになり、その方法を

模索し始めた。 

当時新潟市で「まごころヘルプ」という地

域の支えあいをシステム化した仕組みがある

ことを知り、これを三条市でもできないかと、

活動を開始した。「住民が参加した街の福

祉」という映画の上映会を開催したところ、

住民300名が参加。参加者の中で同じ思いを

持つメンバー20人が中心となって、住民参加

型福祉活動のシステムを実現させるために

「地域たすけあいネットワーク」を設立した。 

草取り、雪かき、高齢者の見守り、介護、

子育ての世話など、困ったときに支えあい、

また支えてもらうことができる会員制のシス

テムである。 

その後、介護保険の創設にともない、サー

ビス事業者としての活動ができることを目論

み、平成13年2月に特定非営利活動法人の法

人格を取得した。 

法人格取得のためにメンバーは時間をかけ、

組織がやりたいこと、自分たちのミッション

などについてあらためて整理し、考える時間

を持てたことが、組織力をたかめたきっかけ

になっている。また法人格の取得により、行

政や地域からの信用度が高まり、介護サービ

ス事業者にもなることができた。 

平成15年、現在の事業所である「かじまち

の家」を取得した。土地230坪、建物155坪の

この物件は、元金物問屋の豪商の屋敷が競売

にかかったものである。一旦不動産業者に落

札されたものを約2,000万円で取得。改修費

を含めた2,500万円は、約70名の会員、支援

者からの借入で調達した。 

昭和10年代に建てられた「かじまちの家」

は可能な限り原状を残し、自然の素材を取り

入れた形で、かつバリアフリー化された。 

この家の蔵ではデイサービスが提供され、

また母屋の和室は地域の人が利用できるスペ

ース「よりなせぇ家」として利用されている。 

 

(2) 主たる事業概要 

《たすけあい事業》 

介護保険制度、支援費制度では利用できな

い、地域で困ったことを支えあう会員制の事

業である。時間単位での利用料金を利用者が

支払い、支えた人が事務経費を除いた金額を

受け取る仕組みで成り立っている。 

事務局は入会手続き、たすけあいの依頼、

支援者との連絡調整、報告書伝票等の事務連

絡を実施している。 
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事例 01 
《地域コミュニティ事業》 

「よりなせぇ家」 

地域の人たちの居場所として場所を提供し、

だれでも好きなことを持ち寄って楽しむこと

ができる。趣味、地域のサークル活動、その

他に使われている。 

 

《介護保険制度事業》 

介護保険給付対象となる、訪問介護、通所

介護（デイサービス）を行っている。 

《自立支援法制度事業》 

障害者への居宅生活支援サービスを行って

いる。 

２．事業内容  
(1) 事業の内容 

①たすけあい事業 

・サービスの仕組み 

会員登録したメンバーは会費を払いサービ

スの利用者にも提供者にもなることができる。 

たすけあいの利用は、時間単位で計算され、

利用者が負担する費用のうち、事務費用はＮ

ＰＯ法人の事務費に充てられ、その他利用料

はたすけあいの提供者に支払われる。 

 

・サービスの内容 

公的福祉制度では受けられない、暮らしの

うえで必要なサービスが提供されている。入

院時の見守り、自宅での見守り、子供の世話、

草取り、雪かき等である。 

その他、配食サービスを１食650円で利用

することができる。これは会員が提供するサ

ービスであり、売上の５％が料金徴収、予約

の事務経費として法人の収入となる。 

たすけあい事業サービスの仕組み 
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事例 01 
・利用料金と支払い 

1時間まで 850円 内訳 事務経費 100円

 利用料 750円

たすけあい 

利用料金 

1時間を過ぎた30分ごと 

延長料金 

425円 内訳 事務経費 50円

 利用料 750円

1時間まで 950円 内訳 事務経費 100円

 利用料 850円

たすけあい 

夜間利用料金 

(午後7時～午前7時) 1時間を過ぎた30分ごと 

延長料金 

475円 内訳 事務経費 50円

 利用料 425円

交通費 1kmにつき  20円

※ 利用料は月締めで、まとめて支払う 

②地域コミュニティ事業 

・「よりなせぇ家」 

ＮＰＯ法人の拠点となる「かじまちの家」

は元金物問屋の屋敷であり、会員が自由に利

用できる部屋を用意していて、その部屋を会

員は自由に利用できる。目的は、個人的な趣

味のサークル活動、ＰＴＡの集まり、地域活

動のミーティングなど、様々である。 

・その他 

介護家族の集い、お花見、餅つき、寺子屋

かじ町など、地域の人が参加する様々な自主

活動も実施している。 

 

③介護保険制度事業 

介護サービス事業者として、訪問介護通所

介護を実施している。 

介護認定を受けた方を対象とし、基準に定

められた料金により提供されている。サービ

ス内容は、身体介護、家事援助、住宅相談。 

 

④自立支援法制度事業 

自立支援法による居宅生活支援サービスを

実施している。 

市町村から居宅受給者証を受けた方がその

支給量に応じて利用が可能である。身体介護、

家事援助、行動援護、移動支援を行っている。 

(2) 組織体 

特定非営利法人の理事20名で構成される。

理事長１名、副理事長２名、常任理事５名は

実務に携わるメンバーである。また常勤、パ

ートに関わらず、各部門の責任者で運営委員

会を構成し、組織運営の透明性を図っている。 
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事例 01 
(3) 会員及び利用状況 

現在会員数は700名。うち150名が何らかの

サービスを利用している。その中の80名が、

毎月数万円のサービスを利用している。 

各事業の利用者は以下のとおりである。 

 

各事業の利用状況 

たすけあい事業 1,503時間 108名

訪問介護事業 652時間 44名

通所介護事業 249回 31名

自立支援事業 462時間 25名

(19年度事業報告書より) 

 

(4) 教育研修 

サービスを提供するのも受けるのも会員で

ある。従ってサービスの質を高く維持するた

めには、まず会員になる時点で当組織の目的、

ミッションを正しく理解してもらうことが必

要となる。そのために実施しているのが、新

人会員ミーティングである。 

１時間半のこのミーティングは技術的な研

修をすることが目的ではなく、組織のミッシ

ョン、設立の経緯、活動内容、仕組み、約束

事などを理解してもらい、共感してもらうこ

とを目的としている。 

サービスを提供して対価を得ることだけが

目的で入会することがないよう、入会時のミ

ーティングが大きな意味を持っている。時に

はこのミーティングに参加して組織の目的に

賛同できないことで辞めていく会員もいると

いう。 

サービス提供者を対象とする研修は、提供

者ミーティングとして月１回、50名ずつ実施

されている。このミーティングでは、ワンポ

イント介護テクニックなど、実務のための技

術的な研修が含まれる。 

通常は、以前にヘルパー養成研修の講師を

していた内部スタッフによる研修であるが、

年３回は外部講師を招いて研修を実施してい

る。その他、必要に応じ、５～６人のチーム

でカンファレンスを開催する。 

 

３．事業の収益構造と課題  
(1) 収益構造 

主たる収入項目は、サービス利用料、介護

保険/自立支援法からの収入、会員会費、寄

付金収入である。 

費用項目は、各サービスの提供者に支払わ

れる提供料、職員給与、その他サービスに係

る直接経費、管理費である。 

平成 19 年度の経常収入は合計 96,337,298

円、事業費合計は事業用減価償却費用含め

71,646,882 円、管理費合計は 16,755,819 円

であり、経常収支は 7,934,597 円であった。 

(2) 資産状況 

平成 20 年 3 月 31 日現在の流動資産合計金

額 は 46,860,403 円 、 固 定 資 産 合 計 額 は

30,284,808 円、資産合計金額は 77,145,211

円であった。負債金額合計は 35,344,223 円。

正味財産は 41,800,988 円である。 

(3) 資金調達 

介護保険事業に参入する際の初期投資 120

万円、現在の活動場所である「かじまちの

家」（土地、建物）取得に係る費用 2,500 万

円は、特定の出資者や金融機関に頼るのでは

なく、複数の利用会員、その他支援者からの

出資で調達した。 

利用者による出資を得られたことは、それ

までのたすけあい事業が利用者に評価されて

いたことによるものであろう。 

 

４．組織・事業内容から見た「コミュ

ニティビジネス」としての特徴と課題  
(1) コミュニティビジネスとしての特徴 

当事業の活動は、「歳をとっても、障害を

持っていても、自分たちが暮らす地域で安心

して暮らし続けるための活動」であり、困っ

たときにお互いにできることを、できる時間

で支えあうシステムを構築して実施している。
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事例 01 
２．(1)①で示したように、サービスを提供

するのも地域の会員であり、サービスを受け

るのも地域の会員である。 

地域が抱える社会的な課題の一つが、親の

介護である。 

当事業の創業メンバーは、創業時それぞれ

子育ての時期を過ぎ、次第に親の介護の問題

が現実になってきた年齢、50 代であった。 

単に身体介護の課題だけではなく、歳をと

っても、安心して、楽しく誇りを持って暮ら

せる社会を作ることが創業メンバーの目的で

あった。従って介護保険のように、単に身体

的な介護サービスを実施するだけでなく、介

護認定を受けているか、否かに関わらず、人

とのかかわり、楽しみの時間を持てる環境を

与える場として、「かじまちの家」がある。

困ったときには何でも助け合える昔からの近

所づきあいを、システム化したものが、たす

けあい事業である。 

また、法人の資産である「かじまちの家」

を地域のお祭りのイベントとして屏風の展示

場として公開する、市民介護教室を開催して

会員以外の住民に対してもサービスを提供す

るなど、地域への貢献度も高い。 

(2) 継続的、効果的な事業展開 

当事業はサービス事業である。サービス事

業が継続される条件は利用者が継続して存在

することである。 

その条件は、サービスの質の維持と、利用

者の負担の最小化である。 

また、当事業のシステムを継続させるため

には、サービス提供者としての会員の満足度

の維持が挙げられる。 

サービスの質を維持、向上するために、た

すけあいの提供者、介護サービスの提供者で

ある会員に対して、「提供者ミーティング」

により継続的な研修を実施している。また、

新入会者に対する「新入会員ミーティング」

での当事業のミッションや約束事の説明が、

組織の理念を共有するための効果をもたらし

ている。 

その他都合により 24 時間利用できること

も、サービスの付加価値であるといえる。 

たすけあい事業の利用者の負担は、すべて

一律の利用料金による料金で決められている。 

１時間 850 円という料金設定は、主婦が自分

の代わりに依頼するのに妥当な金額はいくら

かという議論から想定されている。料金が高

ければ利用者は利用を躊躇するのである。 

介護保健によるサービスは、国の基準どお

りの自己負担分のみで利用できる。サービス

提供者としての会員の満足度は、利用料を提

供したサービス時間に応じて受け取れること

のみならず、いずれ自分が困ったときに助け

てもらえるという安心感からも、満足を感じ

ていると思われる。 

勿論、地域の社会的な問題を解決するため

の地域活動に参加しているという一体感も、

重要な満足度の一つであろう。また、常勤、

パートの職員は、実務担当者を巻き込んだ運

営委員会のメンバーでもあり、理事としての

立場を持つことなどにより、運営が透明にな

る。これによってそこで働く職員のモチベー

ションを高く維持することができている。こ

れは、企業において従業員の参画意識を高め

る手段をうまく取り入れた一つである。 

(3) 課題 

たすけあい事業から当法人が受け取る収入

は、１時間当たり100円の事務経費である。 

職員の給与、「かじまちの家」の維持費、

広報経費など、一般管理費に充てる収入は、

たすけあい事業からだけでは賄うのは難しい。

介護サービス事業者としての事業からの収益

があることにより、法人全体の収益が黒字に

なっている。 

法律に基づくサービス事業は、その法律の

改正によりサービス事業者の収益が大きく左

右され、また改定そのものが急に決定するこ

ともあり、その改定や法の変化に速やかに対

応できる準備が必要となる。
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事例 02 
株式会社サンフォーレ 
■所在地:本社 神奈川県藤沢市鵠沼石上 1-1-1 

■電話番号： 

■代表者:代表取締役 堀井利修 

■資本金:5,500 万円 

■売上高:90,000 万円 

■従業員数:240 人(2008 年 12月現在) 

■対応者 

 代表取締役 堀井利修 氏 

 取締役   井澤英勝 氏 

 

1.組織設立の経緯と事業内容  
(1) 設立からの経緯 

①創業への経緯 

代表者の堀井氏は、かねてよりご自身の介

護経験から家庭での介護には限界があると感

じていた。一方、当時行政の措置として実施

されていた施設介護の運営方法は、税金によ

るサービスで平等が原則であり、個人の尊厳

という観点からこれにも疑問を感じていた。

社会福祉法人による運営は法律の枠に縛られ

たものであった。身体的介護が第一の目的で

あり、こころの介護が十分ではなく、また、

運営の効率性は 200 床以上の大規模な老人施

設でしか実現できないと考えられていた。そ

れら施設では、入所と同時に入所者にとって

の生活環境が一変し、身体的には介護を受け

られるようにはなるが、自由、尊厳、こころ

の満足度が得られる環境とは大きく異なる環

境に変わるものであった。 

そこで運営側の効率性重視よりも、入居者

にとっての質の重視に価値観を転換し、それ

を実現させるために 1988 年に株式会社東京

サンフォーレが設立された。一人ひとりの異

なる老後を支えることができ、かつ小規模な

ホームでも黒字運営を可能とする事業構想を

構築し、1992 年に「サンフォーレ鎌倉」を

開設、5 年間の公開実験を開始した。1994 年

に社名を株式会社サンフォーレに変更。1996

年には、第一回かながわ新企業創出オーディ

ション優秀賞を受賞し、1997 年にはニュー

ビジネス大賞(旧通産省中小企業庁後援)優秀

賞を受賞。当初の事業構想が社会が求めるビ

ジネスとして認められた。これを受け、同年

二つ目のホーム「サンフォーレ鵠沼」を開設、

以後の拡大に継げた。 

経営理念として、「地域社会との調和の中

で新しいシニアサービスを創造し、自由で活

性化された高齢者社会の実現を目指します」

をかかげている。 

 

②発展期 

さらに多様な小規模ホームのモデルを創出

してきた。 

1997 年から 2005 年まで、毎年有料老人ホ

ーム、グループホームを新規に開設してきた。

2000 年には公的介護保険適用事業所の認定

を受けている。2001 年には施設の設計・建

築を行う「株式会社リーラの家」を設立した。 

2006 年には、小規模多機能型居宅介護サ

ービスを開始するために、「まちかどメンバ

ーズ倶楽部」を開始。現在三ヶ所でサービス

を提供している。 
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事例 02 
(2) 事業概要 

①小規模シニアホームの運営 

以下のとおり 4 つのコンセプトに分類され

る施設を運営している。 

●コミュニティでの老後シリーズ 

施設名 類型 居室
数 

居室 
面積 

(平米) 

サンフォー
レ鎌倉 

シニアホーム 19
室 

9.45 ～
32.45 

サンフォー
レ鵠沼 

有料老人ホー
ム（介護付） 

35
室 

14～27 

サンフォー
レ南林間 

シニアホーム 26
室 

18 ～
18.55 

サンフォー
レ材木座 

シニアホーム 22
室 

18.36 ～
27.39 

 

●仲間との老後シリーズ 

施設名 類型 居室
数 

居室 
面積 

(平米)

神の庭サン
フォーレ 

シニアホーム 30 室 16.8 ～
33.6 

リーラの家
鵠沼鵠洋 

シニアホーム 12 室 13.5 

街 角 の 家 
南林間 

グループホー
ム 

18 室 17.8 ～
18.4 

街 角 の 家 
秦野 

グループホー
ム 

9 室 16.8 

神の庭サンフォーレは、キリスト教を軸に

シニアが理解しささえあって自分らしく暮ら

す新しい老後のあり方を実践している。信仰

を持つ人もそうでない人も、ともに共通の倫

理観や理解のうえにたって暮らすことができ

る。リーラの家鵠沼鵠洋は住宅街にある小ぢ

んまりとしたホームで、自宅とホームを行き

来しながらそれまでの交流を続けることがで

きる。街角の家は、認知症対応共同生活介護

の事業所であり、一人ひとりの状況に合わせ

たサポートを家庭的な雰囲気の中で実施して

いる。 

●まちかどメンバーズ倶楽部 

施設名 類型 

まちかどメンバーズ倶
楽部大船 

小規模多機能型居宅
介護 

まちかどメンバーズ倶
楽部鵠洋 

小規模多機能型居宅
介護 

まちかどメンバーズ倶
楽部秦野 

小規模多機能型居宅
介護 

まちかどメンバーズ倶楽部では、デイサー

ビス、訪問介護、短期宿泊を組み合わせて、

その地域に暮らすシニアを 365 日 24 時間、

切れ目なくサポートしている。 

 

●ターミナルホーム 

施設名 類型 居室
数 

居室 
面積 

(平米)

サンフォー
レ鎌倉栗田

シニアホーム 10 室 13.5 ～
18.0 

24 時間の介護体制に看護、医療を充実さ

せ、ホームでの簡単な医療的行為を可能とし

た施設である。複数の総合病院と提携し、日

常的な診療については定期的に訪問診療を行

います。 

 

②シニアホームの設計・建設、運営コンサ

ルティング 

自社で培ったノウハウをもとに、運営のコ

ンサルティングを実施している。 

③地域同業者への食材の提供 

地域同業者への食材の提供等、オペレーシ

ョンサポートサービスを実施している。 

 

 

※当社パンフレットより 
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事例 02 
2．事業内容  
(1) 基本方針/それを実現させる具体的な

手法 

先に紹介した経営理念を実現させるため

に、二つの基本方針を掲げている。 

1.シニアルネッサンス 

シニアは一人ひとり固有の人生を歩んで

います。年老いてからも他から束縛された

生活を強いられることなく、自分なりの人

生を貫き、自らの人生を完成されたいと望

んでいます。これを支えるのが、サンフォ

ーレの人生完成期における慈しみの思草

（しぐさ）です。 

2.街角ルネッサンス 

21 世紀の超高齢者社会はシニアの増大

で社会全体を重い社会にしてはならない。

老いも若きも自己実現の可能性を持つ、フ

レキシブルな社会でありたい。その為には

高齢者の増大を“負”の概念から“正”の

概念の構築、即ち市場の創造に結びつけた

い。市場の原点は雇用であり、地域社会の

活性化です。サンフォーレはシニアサービ

スを通じてコミニュニティビジネスを創造

し、地域社会の活性化に力を注ぎ続けま

す。 

「一人ひとりの異なる老後を支える」とい

うサービスを実現させるために、サンフォー

レの各ホームでは、契約時に「無くしたくな

い 5 つの生活習慣」を入所者から対面面談に

より確認し、それをホームでの生活の中でも

実現することをモットーとしている。契約時

に本人から 5 つの要望が出てこないこともあ

るが、ご利用後 1～2 ヶ月でホームのスタッ

フがそれらを見つけ出していくこともあると

いう。これらの中には子供にヒヤリングして

も気がついていないようなこともあり、本人

と直接話しをしながらホームのスタッフが確

認してわかっていくことが必要であるとして

いる。これをサンフォーレでは「ＶＩ５」(5

つの Very important)という。 

また、サンフォーレのご利用者は3キロ圏

内で大半を占める。家族が訪問する回数も増

え、家族とのコミュニケーションが生きる意

欲を失わせないようにする要因となっている。

支える人も近隣地域のスタッフが多い。多く

の地域の主婦がヘルパーなどとして働いてい

る。また地域のボランティア、特に有償ボラ

ンティアの支援も受けている。特に身体介護

以外の部分において、入居者を楽しませるた

めの活動は、ボランティアによる活動が大き

な割合を占めている。 

 

(2) 分散と集中の経営 

企業として運営している以上、効率化を求

めるべきところと、個別対応する部分を明確

に分けて考えている。 

例えば、食事のメニューについては本社で

一括管理し、食材を一括購入して効率性を追

及している。しかし調理をホーム別に実施す

ることで、家庭の台所そのものを実現させて

いる。セントラルキッチン方式やレトルト食

品を利用していない。これは入所者個人の好

みに合わせた調理方法への対応、できたての

食事の提供、台所の雰囲気を実現するために

も必要なことである。 

 

(3) 教育研修 

高い専門性をもって人を大切にし、幸せに

するサービスを実現することを目指し、独自

の研修カリキュラムを開発して入社時から研

修を実施している。 

また、チャレンジシップ制という階層制の

人事制度を導入し、一人ひとりの意欲と成長

を支援している。ステップアップにより将来

は幹部として活躍することを可能としており、

将来独立する人も支援する。 
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事例 02 
(4) 地域ネットワークによる健康と安心 

ホームの中に医療部門を設けるのではなく、

ホームドクター契約で近隣の医療施設との連

携により医師の往診や定期検診などによって

体調を見守っている。 

医療機関の専門性を熟知し、シニアへの治

療は適正な医療（サービス）機関を選択し継

ぐ。 

 

3．事業の収益構造  
(1) 収益構造 

シニアホームの運営にかかる収入は、入居者

からの利用料である。 

サンフォーレシリーズのホームの場合、短

期入居には年会費と一日あたりの利用料が決

められている。長期入居の場合は、入居一時

金と月額利用料がホームごとに決められてい

る。入居一時金の償却期間は、入居期間、年

齢、部屋等による定められている。利用料に

は、食費、居室清掃費用、下着類洗濯費、居

室に備えつけられた家具の利用料が含まれて

いる。 

公的介護保険利用による介護サービスは全

ホームとも長期入居のみ対応しており、その

際の利用者負担額は介護サービス利用料の 1

割である。介護保険とは別に介護サービスが

必要な場合は有料で提供される。 

 

(2) 資産状況 

不動産を取得してホームを建設するではな

く、地主が建物を建設し、土地と建物を一括

して会社が賃借する形態をとってきた。どう

しても購入しなくてはならなかった物件以外

はすべて賃借により事業を運営している。こ

れにより施設拡大にともなう投資のための資

金調達を減少させ、金利負担も軽減できてき

た。 

 

(3) 資金調達 

金融機関の外にまとまった資金調達の手段

として、これまで私募債を 3 回発行している。

2003 年 3 月に、「サンフォーレ鎌倉」の増

築費用 5000 万円の一部として 4000 万円の私

募債を初めて発行した。償還期間は 3 年、利

率は 3.5%であり、社長の友人、社員、地域

の企業経営者、主婦などが引き受けた。あえ

て利害関係にある取引業者や利用者は対象と

しなかった。この私募債の発行の実績により、

これまでこのようなケアビジネスの信用度が

上がり、取引先銀行が融資の金利引き下げを

提案してくるようにもなった。2006 年 12 月

に 2 回目の私募債を発行し、認知症高齢者向

けの研究所設立のための費用 4500 万円を調

達した。利率は年 3%、償還期限は 2 年であ

った。この発行の際には取引先やサービス利

用者の家族からの申し出もあり引き受け先と

して加わった。2008 年 12 月にも第三回目を

計画実行した。 

私募債を発行することにより資金を調達で

きるだけでなく、引き受け者である地域住民、

知人から事業を客観的にチェックして下さる

様要請し、企業経営で重要な危機管理の一つ

の手段にできると社長は考えていたのである。 

 

4．「コミュニティビジネス」としての

特徴と課題  
(1) 「コミュニティビジネス」としての特

徴 

当社は湘南エリアに直営事業を展開してお

り、シニアがいきいきと生活できる地域コミ

ニュニティーを創出することを目指している。

高齢者向け施設サービス事業を全国に展開す

る企業と異なり、直営でのホーム運営の展開

は限られた地域に限定し、その中での成功の

ビジネスモデルを構築してきた。 

シニアがホームでの生活に移る場合も、家

から近隣 3 キロ以内のホームであることで継

続的な地域での人間関係、家族関係を維持で

きると考えており、入居者の多くがもともと

その地域に在住していたシニアである。 
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事業におけるサービスの担い手であるヘル

パーの多くは地域の主婦、地域住民であり、

このビジネスにより地域に雇用を創出してい

ることになる。また地域ボランティアもこの

事業の大きな鍵となっており、特に楽しみの

ための活動支援は地域によるボランティアに

よる部分が大きい。 

一方、当社代表の堀井氏は、当初から 20

年間に蓄積してきた小規模ホームに特化した

シニアの生活をシニアが支えるビジネスモデ

ルを、湘南の地域だけではなく、他の地域で

同じ思いを持つ賛同者にも提供していきたい

と考えている。地域により文化は異なる。湘

南には湘南のカルチャーがある。介護保険の

ように全国全く同じ基準でサービスを定義し

ただけでは身体介護はできたとしても、「一

人ひとり異なる老後を支える」ことはできな

い。しかし、ビジネスの根幹にあるノウハウ、

ビジネスモデルは全国共通に活用できるもの

であり、このノウハウを「サンフォーレウェ

イ」と呼び、このビジネスモデルをＳｕｎＮ

ＥＴ1を通じて自ら事業を手がけたいと志す

人へ提供したいと考えている。 

 

 

※当社パンフレットより 

 

                             
1
ＳｕｎＮＥＴで経営指導、ニューサービスの供給、食材、

介護用品等供給 

(2) 継続的、効果的な事業展開 

湘南地域をベースとする当社の事業について

は、私募債による資金調達、介護保険だけに

頼らない独自のサービス提供の仕組み、家族、

地域ボランティア、地域医療機関、地域での

雇用創出をベースとして、順調に運営されて

いる。 

先に述べたように、分散と集中の考え方から、

効率化を求めるべきところと、個別対応する

部分を明確に分けて考えることにより、効果

的な経営と、一人ひとりに対応した個別サー

ビスの実施の両方を実現している。また継続

的な利用者がいるということは、これらの事

業運営方法が顧客が求めているものに合致し

ているからである。常に企業として、スタッ

フとして「こうしたらもっと良くなる」と考

える姿勢を重視し、社内で意見を出し合って

改善する努力を継続していることが、サービ

スの質を高く維持しているのであろう。 

 

(3) 課題 

①施設土地 

サンフォーレでは、ホームを拡大するに際

し資金調達需要、金利負担を抑えるために、

土地建物の賃借という形体でホーム数を拡大

してきた。しかし近年の金融不況により、土

地オーナーが倒産するなどの理由で賃借して

いた土地のオーナーが土地を売却せざるを得

なくなり、当社で買い取らなければ事業継続

が困難となるケースがでてきた。これらの資

金は借り入れにより調達しているが、これら

の金利負担が増大している。これらを証券化

するなどの方法により別の資金調達手段が必

要となってきているが、具体的な手段が現状

では見つかっていない。 
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事例 02 
②ＳｕｎＮＥＴを通し「サンフォーレウェ

イ」を実践者へ手渡しする具体化のため

の仕掛け 

ショーウィンドウビジネスモデルとしての

ホーム事業の拡大のための資金調達はできた

としても、このノウハウを全国に展開させる

ための構想「ＳｕｎＮＥＴ」の具体的な仕掛

け、手段、またそれを支援してもらえる公的

な資金的支援を得にくい。コミュニティビジ

ネスとしてある地域で成功したそのノウハウ

を、全国に展開させるための施策について、

管轄する公的機関、省庁が曖昧である。ある

地域でのコミュニティビジネスを支援する施

策は、各省庁でモデル事業支援などを行って

いる。しかし、全国にそのノウハウを伝授す

るための施策についての行政の支援を得にく

いのが現状である。地域の金融機関は、その

地域のための事業には支援をするが、全国展

開のために支援を得ることがなかなか困難で

ある。今後、行政でもすでに確立されたコミ

ュニティビジネスのノウハウを、その企業の

事業展開としてのために限らず、全国に伝授

するための支援を行う体制作りが必要である。 
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事例 03 
特定非営利活動法人 いのちの応援舎 
■所在地：香川県高松市春日町 1176 番地 

■電話番号：087-843-8255 

■代表者：理事長 山本文子 

■従業員数 

○ 常勤 10 人 

○ パート 25 人 

■対応者：理事長 山本文子 氏 

 

1．組織設立の経緯と事業内容  
「ＮＰＯ法人いのちの応援舎」は、出産・子

育て支援・高齢者支援を三本の柱として設立

された組織で、2006 年 2 月には現在の高松

市春日町の施設を開所している。 

 

(1) 「いのちの応援舎」立ち上げ 

当ＮＰＯを立ち上げた理事長の山本文子氏

は、ＮＴＴ高松病院で助産師として働くとと

もに、関連のある様々な活動も積極的にこな

してきていた。病院勤務時の 1985 年には、

出産した母子とその家族対象の「ママサンフ

ェスティバル」を企画し、毎年母の日に開催

していた2が、1991 年からは香川県看護協会

のイベントとして開催されるようになり、

1995 年まで続けられた。1989 年には香川県

内の助産師に呼び掛け妊婦のエアロビクスエ

クササイズ研究会を主宰し、1992 年には同

病院産婦人科病棟の出産の感動記録を『いの

ちの記念日』という本にまとめて出版してい

る。続編も 1998 年に出版されている。また、

1996 年にはＮＨＫテレビの「ホリデーにっ

ぽん」で「山本文子ドキュメント いのちの

重さ伝えて」が放映されている。 

このように、病院時代から積極的に出産と

子育て支援の活動に従事してきていたが、

                             
2 ＮＴＴ高松病院が逓信病院時代に、ＮＴＴの民営化に

伴い閉鎖の危機に陥った時、高松病院の良さをアピール

して存続すべき病院としての価値を高めようと、山本文

子氏は先頭になって活動されている。特に、「この病院

は日本一看護の良い病院にしよう」と考え、ありとあら

ゆる試みを実行している。この「ママサンフェスティバ

ル」の企画もそのひとつである。 

1986 年からは、現在も続いている中学生や

高校生、更に大人も対象にした「いのちと

性」についての講演活動も開始している。

「性を大切にすること」は「いのちを大切に

すること」だという信念のもと、毎年数十回

にわたる講演をこなしてきており、1998 年

に『いのちの応援団』として出版、2004 年

には『いのちの応援団 2』も出版している。 

ところが、性に関わる講演内容などがテレ

ビ放映されると、その内容を過激と考える一

部の人からの嫌がらせもあり、職場に迷惑を

かけないためにと、1997 年にＮＴＴ高松病

院を退職し、講演・相談活動に専念するため、

他県の医院勤めもしながら準備を進め、1999

年の 8 月に「いのちの応援舎」を設立してい

る。設立当初は、山本氏の講演・相談活動が

中心で、マンションの一室で始められた。 

「いのちの応援舎」設立を山本氏はホーム

ページの中の「21 世紀へ伝えたい助産婦の

愛」で以下のように記している。 

「そんなかで平成 8 年、ＮＨＫテレビが『助

産婦 山本文子』というドキュメント番組を

つくって全国放送をしてくれたとき、いろん

な方からの励ましのお手紙の中に広島県の男

の方から「君はいのちの応援団だ」と、たっ

た一言書かれたはがきをいただいたのでした。

かれのはがきは私に決断を促してくれました。

『いのちの応援団』に徹していこうと決意し

た私は、長年勤めた病院を退職し今までの講
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事例 03 
演と、子供たちの感想文をまとめた『いのち

の応援団』を上梓しました。そして、1998

年 8 月に念願だった“相談できる駆け込み寺

”を『いのちの応援舎』と命名して設立しま

した。」 

 

(2) 複合施設の開設 

山本文子氏の講演・相談活動中心に始まっ

た「いのちの応援舎」であったが、その後、

夫の隆夫氏も定年前に会社を辞め、文子氏の

活動を手伝うようになった。手伝いを始めた

隆夫氏はヘルパーの資格取得に向け勉強を始

めた。その実習先の香川県さぬき市にある大

川老人看護ステーションで高齢者ケアの理想

像を見出し、夫婦で高齢者ケアも含めた活動

を始めようということになった。そこで、同

看護ステーションの阿部美知子氏のもとに相

談に行ったところ、さぬき市民病院に勤務し

ていた旧知の真鍋由紀子氏(当ＮＰＯ法人の

副理事長)と再会したのである。定年を 1 年

後に控えていた真鍋氏から助産院を開きたい

という話を聞き、それなら助産院と高齢者ケ

アも兼ねた赤ちゃんからお年寄りまでの支援

をする施設を作ろうということになったので

ある。 

2003 年の秋から同じ志を持った看護師仲

間が集まり、「赤ちゃんの誕生から豊かな老

後まで、みんなが集まれる施設を創りたい」

3という事で、「看護職だからできる施設、

利用していただく方本位の施設を目指した勉

強会」4を開始した。この勉強会は次第に開

催密度を高めるとともに、理想実現のための

準備にも取り掛かりはじめた。「いのちの応

援舎」を 2005 年 8 月にＮＰＯ法人に改組し、

施設は 700 坪の土地に建設することになった。

しかし、その資金調達が大変であった。詳し

                             
3
山本理事長と真鍋副理事長の連名で、パンフレットやホ

ームページに記載されている「いのちの誕生から健やか

な老後まで、生き生きとした人生を…」から。 
4 同上 

くは第 3 項で記載するが、山本氏と真鍋氏の

ネットワークで、全国の有志からの借入金で

賄い、2006 年 2 月に開所にこぎつけている。 

 

(3) 事業概要 

開設された施設では、出産と子育て支援、

高齢者福祉を複合化した活動が進められてい

る。出産は「ぼっこ助産院」として、子育て

支援はおやこ広場「ひなたぼっこ」と病後児

保育の「もも」、「かがわ緊急サポートネッ

トワーク事業」、そして高齢者福祉はデイサ

ービス「ひなた」として実施されている。そ

の他、子供や保護者や高齢者を対象にした講

演活動、保健師・助産師・看護師・養護教諭

を対象にした「いのちの応援塾」等が開催さ

れており、複合施設としてのメリットが生か

されている。 

 

2．事業内容と施設・活動の特徴  
(1) 事業内容 

①デイサービス「ひなた」 

通所介護施設で、定員が 15 名である。一

人ひとりに合った介護メニューを作成・実施

する方法で、専門の講師によるレクリエーシ

ョン文化活動も行われている。有能なケアマ

ネージャーやヘルパーに加え、病院を定年退

職された看護師 2 名も従事しているので、体

調変化にも素早く対応できるようになってい

る。また、前述の一人ひとりに合った介護メ

ニュー作りにおいても大きな戦力になってい

る。 

一人ひとりにあったメニューによる介護は、
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事例 03 
一人ひとりの「らしさ」を大切にする当ＮＰ

Ｏの理念を反映したものであり、③の「ぼっ

こ助産院」が両親の希望に合わせたお産を基

本としているのと同じ考え方である。当然、

職員もこのような考え方を理解し、その実践

に努めている。 

また、このサービスを受けられる高齢者の

方は、専門家による指導だけでなく、高齢者

相互で教えあうということも積極的に進めて

いる。何も高度なことでなくても、他人の知

らないことをお互いが教え合うことで、それ

ぞれの方の生きがいが更に増すようにしてい

る。また、ボランティアの方が来て、例えば

銭太鼓の指導をするといった事も行われてい

る。 

 

 

②おやこ広場「ひなたぼっこ」 

0 歳～3 歳までの子供と親(祖父母も可)が

利用するサービスである。水曜日と日曜日を

除く毎日、10:00～15:00 の都合のよい時間

に利用できる。年間登録料と保険料、利用料

が必要になる。 

子供と親が一緒にこの施設に来て、核家族

の下では経験できない子供同士の交流、親同

士の交流を図っている。親も四六時中子供の

面倒を見ているのでは疲れてしまうが、預け

ている間は子供の面倒を見ないで済むわけで、

ここに来ることでほっと一息つけている。母

親の癒しの場・憩いの場なのである。必要な

らば食事の提供も受けることができる(有

料・予約制)。本格的なコーヒーの提供が行

われている喫茶「ひなた」は親同士のコミュ

ニケーションが図られる場となっているので

ある。 

 

 

③ぼっこ助産院 

当助産院は、家族とともに自然なお産をす

るのを手助けする助産院として運営されてい

る。赤ちゃんの持っている産み出る力と母親

の産み出す力を最大限発揮できるように手助

けする場と考えている。よって、香川大学医

学部付属病院の総合周産期医療センターと連

携しており、自然なお産が困難な場合は同セ

ンターに引き受けてもらい、適切な医療を受

けてもらうシステムとなっている。 

例えば、健診は、初期と中期と後期の 3 回

は産婦人科専門医での受診とし、36 週目は

香川大学医学部付属病院周産期科での受診を

義務付け、その間の受診をぼっこ助産院で実
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事例 03 
施することにしている。36 週目の健診で、

ぼっこ助産院での出産が無理ということにな

った場合や 37 週以前あるいは 42 週を過ぎて

からは、ぼっこ助産院での出産はできない。 

自然なお産の手助けという事で、出産につ

いては、「フリースタイル出産」「家族立会

い出産」「カンガルーケア5」「母児同床」

「おっぱいに優しい食事」といった事が実践

されている。 

 

「ぼっこ」という名称は、「ひなたぼっ

こ」からきている。隆夫氏が主宰する「さぬ

き傾聴ボランティアグループ陽(ひなた)」6

にちなんだもので、「ひなたぼっこをするよ

うに人々が集まる場所」という意味が込めら

れている。 

 

④病後児保育「もも」 

病気回復期に、保護者がそばにいられない

とき、保護者に代わって昼間の育児を支援す

る事業である。保育園に通っていてもいなく

ても利用できる。症状が急変した際には、主

治医または協力医師と連携して対応するよう

にしている。登録制で、0 歳児～小学生まで

を対象にしている。原則、前日までに申し込

む必要があるが、定員に余裕があれば当日で

も受け付ける。定員は 6 名で、看護師や保育

                             
5 母親が生まれてすぐに赤ちゃんを胸に抱くのを手助け

すること。このような行為は自然な行為であり、肌のぬ

くもりを通して出産の喜びを感じられるとのことであっ

た。 
6 ＮＰＯ法人ホールファミリーケア協会主催で行われて

いる「シニア・ピア・カウンセリング養成講座」を 2003

年の 3 月に受講した香川県在住のメンバーが中心に進め

られている。高齢者に他人と話す機会を提供し、悩みを

持つお年寄りの話し相手となる活動をしている。 

士が担当する。 

国では、「乳幼児健康支援一時預かり事

業」として、実施施設等の指定と運営施設へ

の補助金の交付などを行っているが、当施設

は指定を受けていない7。 

 

⑤かがわ緊急サポートネットワーク事業 

厚生労働省委託事業8の「かがわ緊急サポ

ートネットワーク事業」は、当ＮＰＯでは 2

007 年の 9 月から始めている。この事業は、

「子供が熱を出したと保育所から連絡があっ

たが、仕事があるから迎えに行けない」とか

「急な残業や出張で家を留守にするが、子供

だけでは心配」といった利用会員をスタッフ

会員がサポートする登録制の会員組織である。

スタッフ会員は、保健師・助産師・看護師・

保育士・介護福祉士・ヘルパー等の有資格者

で、自宅で子供を預かることのできるスタッ

フ会員研修を修了した方がスタッフ会員にな

っている。脚注のように、2008 年度で終了

予定である。 

 

⑥その他の活動 

従来から進めてきた講演・相談活動に加え、

研修事業なども実施している。 

ア．講演活動 

主に、山本理事長が全国の様々な機関から

の依頼で実施している活動である。思春期の

子供たちには「いのちと性の話」を、保護者

には「出産の感動を子供に伝えて」もらうこ

とを、そして高齢者には「いきいき健康法」

をテーマに実施している。2008 年 12 月の予

                             
7 高松市では、3 診療所と高松市の保育所が指定を受け

ている(平成 19 年 2 月 28 日現在、厚生労働省)。訪問型

一時保育の形もあり、香川県では丸亀市が実施している。 
8 「緊急サポートネットワーク事業」は厚生労働省が

2005 年度から始めた委託事業で、全国 40 都道府県で、

委託を受けた団体により実施されている。労働者が育児

等をしながら働き続けるのを可能にするため、病児や病

後児など集団保育になじまない子供の預かりや、急な出

張等の際の宿泊を伴う子供の預かり等、育児等に係る臨

時的、突発的、専門的なニーズに確実に対応するために

設けられた。しかし、平成 20 年度で廃止し、ファミリー

サポートセンターに業務を統合する計画となっている。 
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事例 03 
定を見ても、四国だけでなく広島や島根も含

め 12 回の講演が組まれており、精力的に活

動されていることがわかる。 

イ．いのちの応援塾「性教育セミナー」 

前期・後期各々3 日間行われる保健師、助

産師、看護師、養護教員対象のセミナーで、

「いのちと性」の語り部を全国に育てること

を目指している。前期(5 月)は「いのち」と

「性」の教育について学習、後期(10 月)は

思春期や子供たちを対象にした実際の講演を

体験し、実践に向けてのグループワークトレ

ーニングを実施する。定員 30 名で、2008 年

度で 9 回目の開催となっている。 

講師には、四国地域で様々な形でいのちの

応援をしている方々を迎えている。定員は

30 名で、旅費・宿泊費は別途個人負担で、

前期・後期各々参加費は 5 万円である。 

ウ．その他 

介護技術講座やボランティア養成講座、子

育て講座などが開催されている。 

 

(2) 施設・活動の特徴 

あらゆる家族が大家族のように支える場所、

それが当施設である。出産・子育て・高齢者

介護をひとり一人の希望と状況に合わせて実

施するとともに、そこに多くの世代が集う事

のメリットを生かし、相互の交流を自然な形

で行っている。このような、自然な形での提

供機能の相乗効果は随所に見られ、開設前に

山本理事長が想い描いていた以上の結果が出

ているとのことであった。 

デイサービスの折り紙教室におやこ広場に

訪れた子供たちが参加することもある。助産

院で赤ちゃんが生まれたとき、母親の了解を

得て、高齢者に赤ちゃんのお披露目をすると

いったこともされており、認知症や脳梗塞の

後遺症を抱える人にとても喜ばれている。高

齢者の楽しい過ごし方というと、すぐにゲー

ムやカラオケを思い浮かべるが、そんなもの

がなくても、この施設に来れば様々な過ごし

方ができている。遊ぶ仲間づくりとして、写

真やパソコン、生け花、花つくり、自分史作

り、グルメの会、映画の会等の募集も行われ

ているが、このような活動をデイサービス利

用者も活用している。 

サービスを受ける方ばかりでない。当施設

で働いている人も、複合施設としてのメリッ

トを生かしている。例えば、看護師の中には

子連れで働く人もいるが、施設では子供の面

倒も見ているので安心して働くことができて

いる。 

このような複合施設の試みは、スウェーデ

ンのある施設で行われた事があるということ

である。しかし、子供と高齢者をただ一緒に

しただけだったようで、結局失敗したとのこ

とである。ここでは、四六時中一緒にするの

ではなく、あくまで各サービスを提供する中

で、自然な形で相乗効果が生み出されている

のである。この事が重要なポイントであると

山本理事長は語っている。 

 

年 2 回、「デイサービス」と「親子広場」

の各々の家族も参加して、イベントを開催し

ている。施設ではどのような事が推進されて

いるかを知ってもらうためである。その時に

はバザーも開催している。 

尚、マンションの一室で「いのちの応援

舎」を立ち上げたとき、助産師会高松支部の

事務所も置いたが、現在も施設内に設置して

いる。支部としては、電話相談を受ける業務

が中心で、担当の助産師の方が当番でやって

くる。不在の時はＮＰＯ法人の助産師が担当

している。代わりに、電話当番で来た助産師

がＮＰＯ法人の手伝いをすることもある。こ

んなところでも支えあいの精神が発揮されて
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いる。 

 

3．事業の収益構造と課題  
現在の土地・建物を取得・建設するにあた

っては多額の資金を必要とした。そこで、理

事長・副理事長が看護師の仲間や講演で知り

合った人に呼びかけ、2 カ月で 60 人を超え

る人から 1 億数千万円を集めている。 

 

人によっては寄付のつもりで拠出したとい

う人もいたが、あくまで借入金として期日

(借入から 5 年後)までに返済する予定である。 

複合施設ではあるが、それぞれの機能ごと

に細かな規格が定められており、施設整備に

際して予定よりもコストがかさんでいる。ト

イレも、デイサービス用のものもあれば、子

育て支援の基準に沿ったものも設置している。 

土地建物の取得・建設の返済原資は、一般

の企業ならば事業活動の収益から積み立てて

いくのであるが、以下に述べるように、「ぼ

っこ助産院」やセミナー等を除くとなかなか

収益がとれていない。その結果、山本理事長

と真鍋副理事長は無給でＮＰＯ法人の業務に

従事している。本人たちは年金で生計を立て

ているのである。講演活動の謝金等々もすべ

てＮＰＯ法人に入れて、返済原資を確保して

いる。このような苦労の末、期日までの返済

ができる予定となっている。 

次に、個々の事業の収益をみていこう。 

1 番目のデイサービスの「ひなた」事業は、

一人ひとりのメニューを綿密に作成し対応し

ている。そのためというわけでもないが、人

件費を賄うのが精一杯という事で、ギリギリ

収支トントンとなっている。定員は 15 名で

あるが、一日の利用が 4 名～7 名ということ

で、利用者を増やすのが当面の課題である。

尚、食材はトレーサビリティのはっきりした

ものでなくてはならず、その結果、その日の

買い物でいいものを見つけるというよりも業

者に依頼して持ってきてもらわなくてはなら

ない。コスト的にも高くなる要因ではある。 

2 番目のおやこ広場「ひなたぼっこ」は、

施設充実費を含む年間登録料が 2,000 円で、

年間保険料が 500 円、そして参加費が一家族

一日 200 円で、初回の 1 日は体験として無料

となっている。施設利用者が喫茶や食事の提

供を受けることもあるので、他の収入もある。

この事業は、当該施設が複合施設として様々

な相乗効果を生む一つのキーとなっているの

で単独での採算を評価するのは困難かもしれ

ないが、一番目の事業同様、収益的にはトン

トンの状況である。尚、高松市から子育て支

援の補助金を受けている事業でもある。 

3 番目の「ぼっこ助産院」は、分娩に際し

複数の助産師が立ち会う体制を維持する等き

めの細かな対応をしているが、収益的にもう

まくいっている事業である。最初の二年間で、

当助産院で 250 件のお産の手伝いをしてきた

が、3 年目もほぼ同じペースで実施している。

月に 2 回程度お産が多いと施設容量と人員的

には最適とのことであった。それでも、当助

産院ができたことで、香川県では助産師によ

るお産の比率が 1％から 2％に伸びたとのこ

とである。 

4 番目の病後児保育の「もも」事業は、厚

生労働省の指定施設になると助成金が取れ、

利用者の負担が下がる。しかし、厚生労働省

の指定は診療所や保育所が中心になっており、

当施設は指定を受けることができていない。

このため、指定施設では 2,000 円／日が標準

であるのに対し、当施設では 800 円／時とな

っているので、当施設の利用者は少なくなっ

ている。専用の部屋を整備していることもあ

り、事業的には赤字である。 

5 番目の「かがわ緊急サポートネットワー

ク事業」は、厚生労働省の委託事業で、香川
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県での拠点として依頼され始めた補助事業で

ある。サポートする人材の育成も行い、順調

に推移してきたが、他の地域で目的に沿って

事業が推進されなかったため、2008 年度で

打ち切りになる9。 

この他、実修生の受け入れやセミナー開催、

後援会活動等を通して、細かな収入の積み上

げで日常活動の収支に加え施設建設の返済原

資を確保している状況である。 

 

4．組織・事業内容から見た「コミュニ

ティビジネス」としての特徴と課題  
出産・子育て・介護の複合施設として相乗

効果も発揮され、地域にとってなくてはなら

ない施設に成長してきている。子育て支援や

高齢者介護の充実は、少子高齢化の進む日本

にとって全国的な社会的課題であるが、ひと

り一人の要望や状況に合わせ、きめの細かな

サービスを提供していくには、地域の文化や

風土に根ざしたサービスの提供が求められる。

よって、具体的な運営面では、全国一律とい

うよりも個々の施設で特徴ある展開が必要で

あり、それを実践しているといえる。 

もちろん、基本的な考え方はどこでも有効

であり、その事はセミナーを通して各地の専

門家に受け継がれ、各地の地域特性に合わせ

て実践されていくことになる。法人として関

                             
9 病児、病後児保育を推進しているＮＰＯ法人フローレ

ンスの駒崎弘樹代表理事によると、厚生労働省の乳幼児

健康支援一時預かり事業として運営されている病後児保

育施設には、交付金が支給される代わりに価格設定につ

いての行政指導があるためなかなか採算が合わず、新規

参入も少ない状況にあり、そこで、「脱施設型」と「保

険型」という特徴を持つ「フローレンス・モデル」で事

業を進めているとのことである。（『ソーシャル・アン

トレプレナーシップ』[ＮＴＴ出版、谷本寛治・唐木宏

一・ＳＩＪ(ＮＰＯ法人ソーシャル・イノベーション・ジ

ャパン)編著]P.60～P.66）これは、2007年3月現在の話で

あるが、既存指定施設の場合、当該事業についてはその

多くが採算面で厳しい事を考えると、脱施設型としては

「フローレンス・モデル」のようなものの実践が始まっ

ているが、施設型としては、ＮＰＯ法人いのちの応援舎

のような複合施設による取り組みの中にも一つの解決策

があるとも考えられる。 

係があるわけではなくても、セミナーの教え

子が各地の施設で「いのちの応援舎」の名称

を使う事を認めている。実際、「いのちの応

援舎」○○支部とうたっている施設もあると

のことであった。 

もちろん、課題も山積している。正副理事

長が常勤で従事していながら無給という事は

改善しなくてはならないし、この事と合わせ、

他の従業員の中でも暗黙のうちにサービス残

業が多くなっていることも改めなくてはなら

ない。もちろん、組織の使命に関わる基本的

な考え方の共有は必要であるが、長く組織・

施設が存続し、期待される社会的要請を充足

させていくには、仕事に携わる人々の給与等

待遇面の改善も求められる。この事は、経営

陣も十分に認識しており、借入金の返済が終

わる 5 年後をめどに改善していきたいと考え

ている。 

更に、特別養護老人ホームの建設も考えて

いる。これは、デイサービス利用者等からの

要望もあり、必要な事と考えているが、将来

構想の段階となっている。まずは、土地・建

物の取得・建設に際しての借入金の返済にめ

どをつける事となっている。 

後継者の育成については、現在の中心メン

バーは 60 歳代であるが、若い人も従事して

きており、また看護師仲間のネットワークが

充実していることもあり問題はないといえる。

ただ、複合施設のため、多様な能力とリーダ

ーシップが求められるので、組織的な対応を

強めておく必要がある。といっても、マニュ

アル化された施設のように、人間ひとりひと

りの個性を無視したような運営では当施設の

理念に反してしまう。それを超えられるリー

ダーの育成も念頭に置いておく必要があるよ

うだ。
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事例 04 
特定非営利活動法人循環型社会創造 
ネットワーク （ＣＲＯＳＳ） 
■所在地：青森県八戸市柏崎２丁目７－１４ 

オフィスＲ 1Ｆ 

■電話：0178-41-2400 

■代表者：理事長 類家伸一 

■従業員数：事務局長１名、事務局員１名 

（うち、専従３名） 

■対応者：専務理事 福田明良 氏 

 

 

１．組織設立の経緯と事業概要 
(1) ＮＰＯ法人の設立 

ＮＰＯ法人設立に当たっては、八戸市内の地

元企業で、特に地場系の企業に会員となっても

らっている。会員としては、法人会員が多く、

年１２万円の負担をいただいている。その他、

個人会員として議員の方とか個人の方が参画し

ている。中心は若手（50 代）経営者を中心に地

域興しの観点から設立した。特にビジネス的に

地域興しを行おうと考えた。 

もともと、八戸港がＦＡＺ指定10を受けている

貿易港だったことから、商社的な企業を設立し、

地域コミュニティラジオ、移動電話、プロバイ

ダー等の事業を行ってきた。しかし、今後は、

青森県及び八戸港では、環境をベースにビジネ

ス化して地域興しをしようと考えた。任意団体

はあったが、法人格を持っている団体がなかっ

たため、ＮＰＯ法人で設立した。また、環境は

行政との結び付けが大きかったこともＮＰＯ法

人を選択した理由である。 

                             
10
ＦＡＺは、「輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する

臨時措置法（ＦＡＺ法）」に基づき各地に輸入促進地域

（Foreign Access Zone；ＦＡＺ）を設定して、輸入貨物が集中

している地域における輸入関連インフラの整備の促進（「混雑

地のかさ上げ」）及び輸入貨物を分散させていく地域における

輸入関連インフラの先行的な整備（「地域分散」）を図り、か

つ、国際交流の拠点となる地域を育成していくことによって効

果的に我が国の輸入の促進を図ろうとするものである。 

ＦＡＺ法は平成 4 年に制定され、平成 18 年の法期限に廃止され

ている。 
 

環境と経済と地域を結びつける、経済的に環

境を守る、環境を活かして地域経済を活発化さ

せるといったことを目指している。 

 

(2) ＣＲＯＳＳのこれまでの取り組み 

2003.7.30 特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）

の認証 

2003.8.4 法人設立 

2003.8.9 「新エネルギーフォーラム」開催 

2003.10.31 「北国の循環型社会創造フォーラ

ム」を主催 

2003.11.25 「自然エネルギーメッセ in はちの

へ 2003」を主催 

2004.2.29 青森県主催「あおもり省エネルギー

フォーラム 2004」を主管 

2004.5  資源循環型住宅の研究着手(ゼロエミ

ッション住宅研究会) 

2004.7.30 経済産業省「平成 16 年度環境コミ

ュニティビジネスモデル事業」受託 

2004.7.30 ふるさと財団「平成 16 年度ｅ－地

域ビジネス事業」受託 

2004.8.9 八戸市柏崎に事務所を移転 

2004.11.13-14 青森県主催「エネルギーと環 in

八戸 2004」を主管 

2004.12.11 エコプロダクツ 2004 にて｢環境コ

ミュニティビジネスモデル事業｣活動報告 

2005.1.22 「環境フォーラム 2005in 八戸」を

開催（ＣＲＯＳＳ、田子町、ＮＰＯ法人環
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境会議所東北共催） 

2005.7.3-10 「環境・エネルギー先進地視察

（アイスランド・デンマーク）」の実施 

2005.11.28 新著「水素社会宣言」刊行記念

「最首公司氏と語るトークセッシヨン」開

催 

2005.12.1-3.31「家庭でエコエコ」！環境家計

簿でエコファミリーin 白山台」八戸市白山

台地区住民の皆さんと、環境家計簿普及啓

発事業を長期間実施。 

2006.5.18-19 第 1 回「新エネルギー国内視察

セミナー」開催 

2006.6 青森県「平成 18 年度エコスクール事

業」受託 

2006.7 青森県「平成 18 年度あおもり型バイオ

マス・チャレンジ事業」受託 

2006.11.11 「第 3 回全国エコタウン大会 in あ

おもり」内市民参加型イベント開催 

2007.2.19-20 「マイクログリットフォーラム

in 八戸 2007」「マイクログリットメッセ in

八戸 2007」「環境エネルギー産業視察ツア

ー」開催 

2007.6 青森県「青森県循環型社会推進地域連

携ネットワーク構築事業委託 

2007.6 内閣府「平成 19 年度都市再生モデル調

査事業」受託 

2007.6 青森県「平成 19 年度環境学習会（エコ

スクール）事業」受託 

2007.10.18 環境大臣賞受賞（循環型社会形成

推進について） 

2008.7 経済産業省「平成 20 年度環境負荷低減

国民運動支援ビジネス推進事業」受託 

 

２．事業内容と活動の特徴 
(1) エコの旅ナビ事業 

平成 16 年度くらいから産業観光という機運が

高まり、平成 18 年度に国の産業観光を振興する

ための事業が取れたことにより、青森通リズム

（株）が設立された。このことによって、青森

通リズム㈱を中心にエコツアーなどのガイドを

実施している。 

当初実は、全てＮＰＯ法人で産業観光の企画

から実施まで行いたかったが、エコツアーは、

環境コミュニティビジネスとしてＮＰＯ法人で

行うには、旅行業法において資本金と供託金の

制限があり、ＮＰＯ法人は資本金という概念が

なく、ツアー全てをコーディネートすることは

法律において出来ないこととなっている。そこ

で、八戸市と共同して、国の特区を申請したが

認定されなかった。 

また、青森通リズム㈱は、①環境系の視察需

要、②産業観光需要、③八戸の屋台村を活性化

するといった 3つの目的で設立されている。 

 
このような背景から、ＣＲＯＳＳにおいては、

金額の問題から一般の申し込みはお断りしてお

り、企業の視察を中心に環境系の視察を実施し

ている。さらに、視察受け入れ企業の許可の問

題もあり、事前に見学者のエビデンスを出せる

方に限っている。内容は、①身元がはっきりし

ている。②視察目的がはっきりしている。③競

合他社ではないことを証明しなくてはならない。

このため、一般の方の受け入れは難しくなって

いる。 

また、視察受け入れ側の理由で中止になるこ

とも考えられ、キャンセルのトラブルを避ける

ためにも企業の方の視察に限らせていただいて

いる。 

年間の収入としては、約 100 万円程度の事業

収入となっている。 

平成 20 年 3 月までは、ＮＥＤＯ11の新エネ実

                             
11 NEDO:独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
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証実験事業があったので、そこを視察に訪れる

企業者が多かった。しかし、3 月に終わったので、

現在は、原子力燃料のサイクル事業や世界初の

蓄電式風力発電を約 80 基、1600kw 級の能力機が

集積している六ヶ所村を視察してもらうことや、

八戸市内では、民間が全国で初の取り組みをし

ている熱をコンテナで運ぶトランスヒートコン

テナ事業を見てもらっている。これは、ごみ焼

却場の廃棄物廃熱を特殊な油みたいなものに 130

度前後の低熱源として蓄熱し、温水プール、お

風呂、養殖（あわびの稚魚、ぶりの稚魚など）

の熱源として利用している。熱をタンクローリ

ーのような車を利用し、10 キロ範囲くらいまで

であればオフラインで運んでいる。 

しかし、八戸から六ヶ所村は来るまで片道 1

時間半程度掛かりかなり遠いのと、トランスヒ

ートコンテナ事業はボリューム的な問題もあっ

て余りお金が取れないので、視察の目的である

内外にＰＲすることを考え、視察の組み換え等

を実施している。 

 

                                             
NEDO は、日本の産業技術とエネルギー・環境技術の研究開発及

びその普及を推進する我が国最大規模の中核的な研究開発実施

機関である（NEDOホームページより） 

 

 

 

計画中のモデルコース例 

 

 

 
� 上記は現在、計画準備中のコースです。コース毎の施設側と

の調整後完了後、正式に公開いたします。 

� 視察先の時間や移動時間については、あくまで予定時間とな

っております。 

� 実際の道路の状況により、時間が変わりますので、ご注意く

ださい。 
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(2) グリーン電力証書事業 

事業イメージとしては、排出権取引みたいな

ものであり、風力発電や太陽光などで発電した

環境にやさしい電力を買うといった考えを取り

入れている。しかし、実際には、電力会社の送

電線を使うことから、環境にやさしい電力が運

ばれているのかどうかは不明であり、新たに電

線を引くことは考えられない。そこで、電力に

は名前が付いていないことから、発電の生産を

委託するという考えを取り入れ、ある一定の金
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額を払って応援してもらい、その見返りとして

グリーン電力証書を発行する。既に、ソニーの

工場や本社、イベント、コンサート会場などで

活用しており、需要が拡大してきている。さら

に、六ヶ所村に多数、風力発電を設置したこと

から、青森県内はグリーン電力がある。このた

め、日本風力開発と組み、一緒に販売すること

に取り組もうとしている。 

証書は「ソラベア」という白熊をマークにし

て証書を発行している。今後、工場などへの発

行のみではなく、できれば青森県産品の商品等

に展開していきたい。「ソラベア」のマークが

ついていることによって、青森の商品だ。また

は、青森の風力発電のグリーン電力を使って製

造しているということを周知していきたい。 

本事業の証書発行は、日本風力開発であり、

発電事業者と証書発行を兼ねている。ＣＲＯＳ

Ｓは代理店として販売していくことやイベント

等の仕掛けを実施していこうと考えている。全

国では、証書発行等を手がけている企業は 17 社

程度ある。 

購入企業は電力会社には通常料金を払ってい

ただき、その電力量に応じて、kwh 当たり、12

円～15 円くらいを日本風力発電に支払ってもら

う。その見返りとしては、グリーン電力を使っ

ていることを、マークや環境報告書などにアピ

ールできる。これは、自社で太陽光発電や風力

発電の設備を設置するよりも安くすることが出

来る。さらに、企業によっては、CO2 削減に換算

して公開している場合もある。証書発行の最小

単位としては、1,000kwh からとしている。 

この考えを家庭に適用して実施すれば、自宅

に太陽光発電等の設備を設置しないでも、個人

として環境保全に協力することが出来る。 

証書発行の問題は、買いたい企業や個人がい

ればいくらでも発行することが可能なので、そ

れを管理する機関が必要になってくるのではな

いか。 

また、風力発電設置者の問題は、風力発電の

設備が海外製であるので、メンテナンスコスト

が非常に高いことがネックであるとしていた。 

現在では、ソニーなど以外にも、サーバーの

ホスティングセンター、カゴメの野菜生活ジュ

ースのパック印刷、ナビタイムなどが導入して

いるが、個人に対しては、今後、仕組みの構築

が必要であろう。 

いろいろなところが参入してくると、環境オ

フセットにも使えますよとか怪しい企業が入っ

てくる可能性がある。 

 

(3) バイオマス事業 

バイオマス事業については、民間と実施した

が、民間の設備投資が必要で、止まってしまっ

ている。バイオマス事業は農水省の管轄で、八

戸市がバイオマスタウンとして手を挙げてもら

わないと大きく出来ないので、中断している。 

他の地域でもバイオマス事業を実施している

が、中断しているところが多いと思うが、スタ

ート時点で出口を考えないで実施しているとこ

ろが多いことが原因と考えられる。 

環境でコミュニティビジネスはバイオマスは

多いと思うが、上手く言っているところは本当

に少ないのではないか。 

廃食油なども、そのままボイラー燃料として

燃やしてしまうのが効率がよいが、バイオディ

ーゼル燃料にするとグリセリンが出てしまう。

車などに使うのであれば必要であるが、ボイラ

ーなどでは直接のほうが効率がよい。このよう

に、環境によいとのことで、効率をあまり考え

ずに実施すると失敗が多くなってしまう。 

 

３．事業の収益構造と課題 
収入は 1,000 万円で、30％～35％が会費収入、

残りの 65％～70％が事業収入で、行政からの補

助金も活用している。一般補助金というよりも

モデル事業として国の先進事業補助金の活用で

ある。 

営利事業として進めるのは難しいと考えてい

る。それは、半歩先のところに手を付けること

を実施しているからである。 
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事例 04 
 

４．組織・事業内容から見た 
「コミュニティビジネス」としての特徴

と今後の展開・課題 
 

(1) 他の機関との取り組み 

市民向け、子供向けなどの親子川下りについ

ては、インストラクターなど資格を持っている

人が必要であるが、通常仕事を持っているので、

ＣＲＯＳＳが事務を行い、川を管理しているＮ

ＰＯが川の生態系を教えたりしている。また、

障害者施設で、バイオディーゼル燃料を使った

イベント、地球温暖化防止センターのイベント

などはＣＲＯＳＳが企画して他のＮＰＯと組ん

だりしている。さらに、ＣＲＯＳＳは、ラジオ

番組を持っているので、他のＮＰＯの紹介など

も行うとともに、話に来てもらっている。ラジ

オ番組は、月当たり１週間で 15 分の枠をもらっ

ている。 

他のＮＰＯは安全面などのマニュアル作りが

難しく、作成していないところが多いので、Ｃ

ＲＯＳＳがマニュアル作成を手伝うなどで協力

もしている。 

 

(2) 会員 

５年経ち、当初の会員の入れ替えを行わなけ

ればならないのではないか。会員企業と個人の

方に負担していただいている状況で、メリット

を受けている会員と特にメリットを受けていな

い会員が混在している。ＣＲＯＳＳとしては会

員が多いほうがよいが、経済状況が停滞する中、

メリットの少ない会員は抜けていくのではない

か。 

 

(3) 資金調達 

資金繰り対策が必要。会員が減ることによっ

て年度当初の会費収入が減ってしまう。会費収

入は、事前にいただける資金として非常に重要

であり、国の資金などは使用した状況に応じて

交付されるので、会費収入は重要である。 

 

(4) 事業収入の安定化 

グリーン電力証書事業を上手に利用したい。

会費収入減は、今後、確実に起きることなので、

その分を賄える規模に発展させていきたい。さ

らには、現在にも増して、いろいろな助成事業

を獲得して事業収入を増やして行きたい。 

 

(5) 人材の育成 

人を育てていくことが必要である。以上のよ

うな関係から、事業等を増加していくには、そ

の事業を申請できる能力や遂行する能力が必要

なので、人を育てていき、拡大していきたい。 
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事例 05 
特定非営利活動法人南畑ダム
貯水する会 
 

■所在地：福岡県福岡市城南区樋井川 5－34－2 

■電話番号：092-211-1556 

■代表者：理事長 山下輝和 

■応対者：理事長 山下輝和 氏 

 

 

 

 

１ .組織設立の経緯と事業内容  
ＮＰＯ法人南畑ダム貯水する会では、「家

庭に小さなダムを！雨水と水のリサイクル利

用で大きなダム一つ分の効果を発揮」すると

し、リユース雨水タンク『あメリっと』事業

を進めている。 

 

(1) 事業実施の理由 

福岡県筑紫郡那珂川町に実在するダムが

『南畑ダム』で、博多湾に注ぐ那珂川の上流

にあたる。家庭に雨水タンクを設置する小さ

な貯水の多くの集まりによって南畑ダム１つ

分の効果を発揮しようとしたことからこの名

称を使用している。 

当ＮＰＯは、福岡県が推進し、助成金まで

出していた雨水利用推進事業が終了すること

になったことから、独自にＮＰＯを設立して

実施することとした。 

福岡県は平成 11 年から 15 年の５年間、1

世帯 25 万円の助成金を出し、雨水利用を促

進させていた。この取り組みは非常に良く、

1 トン以上貯められる仕組みであり、トイレ

などにも活用していた。 

非常に良い事業であったが福岡県は終了を

決めた。良い事業なので続けて欲しいことを

メーカーを通じて福岡県にお願いしたが、一

企業のためにやっているのではないと退けら

れた。このことから、企業でも行政でもない

ものが行なえるＮＰＯという組織を知ったこ

とにより、ＮＰＯ法人を設立してやっていこ

うと考えた。 

当初は、この福岡県の雨水助成金事業に賛

同したユーザー、設備事業者、取付事業者の

仲間等と始めた。この３名は、今でも理事と

して活動を続けている。 

 

(2) 当初の取り組み内容 

福岡県の事業は平成 15 年で事業終了とな

南畑ダム貯水する会という、この NPO の名前の由来は、雨水・水のリサイクル利用を５万戸の家庭が
取り入れれば、一年間で南畑ダムの貯水量（約 600 万トン）の水道水を節水できるという、目標・シンボ
ルから命名しています。（下の絵は、福岡県節水型住宅のパンフレットより）、 
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り、当時福岡市では雨水利用の助成金等の制

度はなかった。このことから、次の２つをま

ず行なうことから始めた。 

１つは、福岡市議会に請願書を提出し、雨

水利用を促した。 

２つ目は安く雨水を貯めるタンクを流通で

きないのかを考えた。 

このときは、家庭用雨水タンクが 200 リッ

トル６万円くらいしていた。関心のある市民

も「助成金があればね」という反応が多くこ

のままでは普及は進まないと思い、各地の情

報を集めた。 

すると、香川県高松市において雨水利用普

及の事業を市民、業者、行政が連携して行な

っていることを知り、現地を訪ねてみると、

ピクルスの輸入に使われた樽を再利用した雨

水タンクに、雨水をためていた。高松市では、

助成金も作っており、水道局や行政が一緒に

行なっていた。高松市では、雨水タンクの費

用約３万円の半額である１万５千円を助成し、

住民負担は半分の１万５千円だった。 

現理事長は、福岡市に帰ってきて福岡中の

漬物屋等に樽はないか調査したが、そんな樽

はなかった。なぜ高松市が沢山樽があったの

かは、たまたまピクルスの場合はあの港に輸

入業者がいてピクルスの輸入拠点になってい

たからと思われる。 

リユースタンクが困難であれば、ではなぜ、

雨水タンクは高いのかについて考えた。それ

にはそれなりの理由があった。雨水タンクは

光が当たってはいけない。光が当たると藻が

生える。藻が生えればそれを食べる虫が卵を

産み、蚊などのボウフラが沸く。光を通さず

にしっかり蓋がキチッとできることと、充分

な大きさ（200 ㍑くらいの容量）があること

が条件となっていた。しかし、このような製

品を企業が樹脂で一から作るとなると金型を

作製するので高くなる。さらに樽は運搬や保

管時にスペースの問題があり、運ぶのも空気

を運ぶ、置いておくにも余計なコストが掛か

るため、事業自身が難しかった。 

そんな折、たまたま当ＮＰＯの取り組みが

地元新聞に載ったところ、「雨水を貯めてい

る樽に蛇口をつけたい」という問い合わせが

あった。その家へ出向いてみると、まさに雨

水を貯めた樽があり蛇口がなかった。その樽

を手に入れた工場のことを聞き、早速訪問し

て「雨水タンクにリユースしたい」と申し入

れたところ樽の処分は産業廃棄物としてお金

を払って持っていってもらっていたので、こ

の樽を活用してくれるのは、ありがたいこと

だといわれた。 

これで雨水タンクのもととなる廃樽の確保

ができ、当事業展開に向け平成 16 年 1 月に

名前を公募し、『あメリっと』と命名した。

このような公募の仕方は話題性があり効果的

で、雨水利用事業は口コミから広がっていっ

た。雨水利用をはじめたお客はみな喜んでく

れたが、１人だけ喜んでくれなかった人がい

た。事業開始時は、当時の理事が経営する会

社の一事業として始めたのだが、企業ベース

では成り立たなかった。 

たしかに担当者 1 人付けてもらって、樽

10 個/月のペースで１万５千円の雨水タンク

売上は３ヶ月 45 万円程度にしかならないの

で、企業じゃ出来ないことは理解できること

だった。そのため、現理事長が専従となり、

ＮＰＯで収益事業を開始し、ビジネスとして

挑戦をはじめた。 

 

(3) 環境コミュニティビジネスへ、しかし、

課題山積 

このころ、ある人から、当ＮＰＯが実施し

ていた『あメリっと』事業は、環境コミニュ

ティビジネスだよといわれ、17 年度の経済

産業省環境コミュニティビジネスモデル事業

を紹介され、申請したところ採択された。ち

ょうどこの年に請願した福岡市の雨水利用助

成制度が始まったことも重なったため、『あ

メリっと』は売れすぎて品切れとなり、福岡
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市の 1 社から出る樽では数が間に合わなくな

っていた。このため、事業の拡大には安定的

に樽を確保することが課題となった。大分県

日田市の方からの情報が入り、北九州の工場

にもいい樽があったとの情報があり、実際に

供給源となった。 

しかし、考えてみれば遠くの廃樽の入手は、

多くのエネルギーを使ってるものであり、

「これって環境にいいのか」と自問するよう

になり、遠くから集めるビジネスモデルは適

切ではないとの結論になった。 

「さて、樽の確保をどうしよう？」と考え

ている頃に、「うちのタンクを売ってくれな

いか」というタンクメーカーからの申し出が

あった。塩ビの加工を行なっているメーカー

で、ISO14001 を認証取得し、今まで廃棄し

ていた端材を塩ビ板に再生していた。リユー

ス素材を用いた貯水タンクの開発がはじまっ

た。輸送と保管のコストを考えると、タンク

に成型してしまうとかさばるので、組み立て

式の貯水タンクのアイデアを実現させるため

設計等を行なった。メーカーと協議を重ねた

が、水漏れの危険性が解決できなかった。塩

ビ溶接は熟練のいる作業であり、組み立て式

では水漏れの可能性をゼロにすることはでき

ず、製造した商品に責任をとるメーカーとし

て、組み立て式雨水タンクの実現は無理であ

るという結論となった。 

 

(4) 組み立て式タンクとの出会い 

いろいろと悩んでいるときに、イギリスの

ガーデン関係のパンフレットをとある理事が

持ってきた。「かっこよくいい製品なので、

樽に代えて、これにしないか」という軽い提

案だったのだが、調べてみると組み立て式で、

輸送、保管時のコスト減が可能な商品だった。

インターネットを通じてイギリスの業者と商

談を行うと、ＮＰＯの体力で仕入のできるな

ど、諸条件が整い、輸入を開始した。 

イギリスでの商品名は『レインメイト』で

あったが、日本では商標を取られていたので、

雨水タンク『エリザベス』の外観 
大きさ:直径 50cm、高さ 150cm 
・ 販売価格 30,000 円 
・ 雨水取水部品（3,000 円） 
・ 配送料（福岡市内 1,500 円） 
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独自に『エリザベス』という商品名に決めた。 

エリザベスの価格設定は、『あメリっと』

とは異なり、1 万円が原価・倉庫代・輸送代、

1 万円がＮＰＯの利益、残りの 1 万円が取り

扱ってくれた団体の利益として配分するとい

う、「賛同して伝えた人、団体と連携したマ

ーケティング」の意図を込めて、定価を３万

円とした。 

その後、この利益配分のしくみがあること

から、他の環境コミュニティビジネスを行っ

ている団体、乳がん検診運動の団体や防災関

係のＮＰＯなどとの連携が始まっている。し

かし、最初から 1 台売れたら 1 万円の利益が

団体に入ることを宣伝して仲間を集めたので

はない。このように関係団体が増えていった

のは、「地球の水の環境の課題を解決する」

というＮＰＯ活動への賛同から、少しずつ協

働し、理解し、利益の共有へと至ったのでは

ないかと考える。 

この場合、自分のＮＰＯでの直接の販売で

は２万円の粗利となる。他団体が売ってくれ

た場合、販促費が 1 万円となり、ＮＰＯ自身

の利益は確保されている。 

 

(5)福岡市で助成金制度開始 

福岡市では平成 15 年に、直接の雨水利用

が主旨ではないが、節水のための条例を作っ

ていた。この条例文書の中に「福岡市民は節

水の義務を負う」となっており、また「雨水

なども使って」といった文章が条例に入って

いたことから、福岡市議会に請願書を提出し

た。その後、平成 16 年には市議会委員会で

直接陳情する機会を得、その結果、福岡市で

は平成 17 年から助成金制度を始めた。 

この制度では福岡市は国土交通省の補助を

受けており、例えば、『エリザベス』を購入

した場合、国 4 分の 1、市 4 分の 1、住民 2

分の 1 の負担となっている。住民負担は『あ

メリっと』の販売時と同じ、1 万 5 千円とな

った。このまま助成制度がいつまで続くか分

からないが、この価格は他社商品に対して充

分競争力がある。本来は、助成金がなくても

売れるのが良い。しかし、水の循環という環

境を考えると、現在、流域自治体では取り組

みが出来ていない。福岡市では助成金制度が

あるが上流域の自治体にはない。 

今後、助成金がなくなった場合は、企業で

あれば、製造をコストダウンして対応してい

くが、輸入のため、今回のケースは難しいと

考えられるが、沢山売れてくれば価格低減は

可能である。 

平成 19 年度中で、『エリザベス』は 100

個くらい売れている。この年度は、ほとんど

か直販であり、売上 300 万円、粗利 200 万円

に輸送費、取り付け代などが収入となった。 

 

(6)もう一つの製品展開 

水を貯めると言う方向性から、もう一つの

製品販売も手がけることとした。それは、保

水型土系ブロック『あめつち』であり、その

地に水を持たせることを考え、保水を行なう。 
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開発は、Ｓコンサルタントが複数のメーカ

ーに技術供与を行い、製品化している。当Ｎ

ＰＯが契約しているのはＤコンクリートから

仕入れている。非常に優れた保水性がある。 

しかし、今まで１個単位で買えるところが

なかったので、その役を、当ＮＰＯが担うこ

とこととした。この事業を実施できたのは、

Ｄコンクリートの協力を得られたことによる

ことが大きく、１個からでも売れるビジネス

モデルとなっている。 

価格設定は、１個 175 円、55 円原価、65

円ＮＰＯ、55 円売ってくれた団体となって

おり、1/3 ずつに分配した『エリザベス』の

価格姿勢と同じ意図がある。現在まで、30

万円くらいは売れているが、当初考えていた

よりも、まとめて買ってもらっている。 

 

２ .他組織とのつながりが大きな特徴と

なっている「コミュニティビジネス」  
(1) 他の環境コミュニティビジネスとの 

連携 

他の環境コミュニティビジネスを実施して

いる別のＮＰＯグループにおいては、例えば、

①生ごみの堆肥化、②紙の再資源化は、住民

と売っただけの付き合いではなく、継続取引

のある環境コミュニティビジネスを行なって

いる。 

これらのＮＰＯグループと協力して、『ベ

ッタ会』を３つのＮＰＯと２つの大学とで交

流して３者が共に上手く行なっていけるよう

な取り組みをしている。ベッタは地べたと

Better（ベター）のことを指している。 

このグループが協力し、平成 20 年度経済

産業省環境負荷低減国民運動支援地域振興事

業費補助金事業を獲得し、『ベッタプロジェ

クト』として補助金を獲得した。環境コミニ

ュティビジネスの交流を実施している。 

その資金を利用して『雨水の本』『歩く

森』『ダンボールコンポストの本』の３つの

冊子をつくっている。これを題材に環境教育

を実施し、それが営業となっている。そして、

いいなと思ってくれる人が買ってくれる。講

習会の参加者は、主に年配の人や主婦の人が

多い。 

 

(2) 雨水だけではない環境運動の広がり 

環境ＮＰＯは、通常、補助金を取るために、

競合になってしまうが、３つのＮＰＯとは上

手くいっており、このようなケースは少ない。

１つのＮＰＯでは小さいけれども３つが協力

していくことで、小さな回るサイクルを廻し

ていけばビジネスの基盤は強くなっていくと

考えている。 

今後は、ベッタ会の取り組みを大きくし、

雨水のみの取り組みを理解してもらうのでは

なく、紙、生ごみ、水を一緒に取り組んでい

くという住民を増やし、それによって広がり

が生まれる運動を作って行きたい。そして、

参加者を募っていく。 

 

(3) 垣根を越えた知恵の連携 

３つのＮＰＯが一緒にやるに当たって、一

緒のＴシャツを作って活動することが非常に

仲間意識を強くした。３つのＮＰＯがまとま

ることによって閾値を越えることが出来るの

ではないか。小さな循環を沢山作ることによ

って皆の喜びを作って行きたい。このような

事例は、行政では環境関係部と水道局との間

でもめてまとまらず出来ない。だから、環境

コミュニティビジネスとしてＮＰＯが実施し

ているのだ。 

今後は、生産の連携から知恵の連携へむけ

て頑張っていきたい。 

 

３ .事業の今後の展開と課題  
(1) 理事長が考える今後の展開 

理事長である山下氏は、農学部（土壌生物

化学のバイオ系）を卒業し、環境に良いこと

を仕事としたかったが、環境では、お金をも
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うけることが出来ないと考え、東京でＩＴ業

界の職についていた。その後合わずに帰郷し

家業の建築屋である住宅の仕事を手伝った。

そして、福岡県の事業を行うこととなり、3

名の理事と知り合った。 

雨水利用は、大切な事なので、続くから手

がけるのではなく、事業が続くような仕組み

づくりが任務なのだと考えている。 

今後は、①続く仕組みを自ら完成させる、

②続く仕組み作りを誰かに引き継ぐ、③続く

仕組みができなくても、次の誰かがチャレン

ジしたくなるようにもっていく、の３つの方

向を考えているが、雨水利用は大切なことな

ので、続けなければいけないと強い信念を持

っている。 

また、いろいろな大学と今後は取り組んで

生きたい。既に、九州大学、福岡大学の先生

とは一緒に実施してきている。 

 

(2) 今後の課題 

課題としては、雨水タンクを購入したお客

はとても喜び、環境意識を高めるのに、一度

売ってしまうとそれで設置してくれた住民と

の関係が終わってしまって、継続取引につな

がっていないことが、一番大きな課題である。 

継続取引のできる水商品というと飲み水関

連となるが、この関係の商材にはＮＰＯが筋

を通して商品にできるものがまだなく、かえ

って怪しいものも多く、体に良いとか、雨水

タンクにこれを入れると活性化し、トマトが

良く育つなど怪しい話が多く、気をつけない

といけないと感じている。 

日本のように飲めるほどきれいな水をトイ

レで使っている国は非常に少ない。本来は、

トイレなどに使える雨水タンクレベルのもの

なら節水効果は大きいが、100 万円程度のシ

ステムとなる。市民意識の高まりを伴わない

と普及は難しく、販売のハードルも高い。し

かし、このように大きいものであれば、治水、

利水、環境面の効果は高く、ポンプや汚れた

水をろ過するための装置を交換するなどメン

テナンスでの付き合いが顧客と生まれるが、

現状の段階ではまだそこまで至っていない。 

商品としての『あメリっと』『エリザベ

ス』は雨水市場の入口商品であり、雨水を貯

める実感からの市場拡大を期待しており、雨

水タンクを購入しているのは女性が多いため、

環境ネットワークや生活系の市場が期待され

る。今、理事長が考えていることは、水の環

境を住民が雨水と接していることから実感し、

住民は環境に対して理想とするものをさらに

行えるムーブメントをつくり出し、みんなで

環境に良い社会になれるということが、当Ｎ

ＰＯが目指している方向であると考えている。 
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特定非営利活動法人 
スペース・ふう 
 

■所在地：山梨県南巨摩郡増穂町天神中条 177 

■電話番号：0556-22-1150 

■代表者：理事長 永井寛子 

■収入：34,000 千円 

■従業員数 

○ 常勤 1 人 

○ 非常勤 25 人 

■対応者 

 理事長  永井寛子 氏 

 副理事長 市川淳子 氏 

 理事   志村湖野美 氏 

 理事   窪田真弓 氏 

 

 

１．組織設立の経緯と事業概要  
「ＮＰＯ法人スペース・ふう」は、社会的

問題に関心があり、地域のことはできるだけ

地域の者がやっていこうという、意欲ある女

性が集まり結成されている。事業活動は、イ

ベント等のときに用いられるリユース食器の

レンタルを実施している。甲府駅からＪＲ身

延線で約 45 分の鰍沢口駅で降り、そこから

車で約 10 分の増穂町に拠点を置いている。 

 

(1) 組織設立とリサイクルショップの開始 

当ＮＰＯは、山梨県議会議員の選挙で、南

巨摩郡地区が無投票選挙になりそうになった

とき、急遽立候補した永井寛子氏（現理事

長）を応援したメンバーが中心に組織されて

いる。永井氏は、増穂町議会議員からの立候

補であったが、選挙そのものは落選という結

果になった。しかし、その反省会の席で、選

挙活動で集まったメンバーの地域への思いを

何等かの活動として継続していこうという事

になり、地域活性化のための組織が結成され

たのである。永井氏が町会議員の頃、その後

援組織が「風の会」ということもあり、組織

も即座に「スペース・ふう」と名付けられた。 

環境・福祉・教育・文化をキーワードに活

動を進める事となり、最初の活動はリサイク

ルショップの運営ということになった。まず、
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ひとり 1 万円以上ならいくらでも構わないと

いう形で出資金集めが行われた。出資金以外

に外部からの寄付金もあり、最終的には数百

万円規模の資金を集める事ができ、開設にこ

ぎつけたのである。出資した人はスタッフと

なり、スタッフ会で運営に関わる様々な検討

と決定を行っていった。スタッフ会は 10 人

の構成であったが、実際に業務に携わってい

たのは 5～6 人で、スタッフ会に属するが他

に仕事があるので日常的な活動には携わらな

い人もいた。このようにして事業を始めるた

めの資金と人が集まり、無料で借りた工場の

廃屋で事業は始められた。 

無料で借りた最初の施設は、借りてから 1

か月が経過したときに買い手が見つかり、移

転しなくてはならなくなった。そこで、1999

年に鉄工所の跡地であった現在の場所を借り、

本格的に事業を始めたのである。「地域の社

会的課題についてはできるだけ地域の者がや

っていこう」という考えから、地域の人々か

ら情報を集め、必要な情報を発信していく拠

点としてリサイクルショップを位置づけてい

た。また、独居老人や子育てで悩みごとのあ

る母親が立ち寄り、相談ができ、元気になっ

て帰っていけるような、そんな拠点にしよう

と、喫茶店も併設した。喫茶店では、地産地

消の考え方から、夫婦焼き(おやき)やオーガ

ニックな手作り弁当が提供された。 

 

(2) リユース食器のレンタル事業の 

情報入手 

リサイクルショップでは、最初は衣料品を

取り扱っていたが、地域の方が様々な物を持

って来るので、次第に何でも取り扱うように

なっていった。開設当時、大都市には民間事

業者によるリサイクルショップもかなり開設

されていたが、県内にはそれほど多くのリサ

イクル事業者がいたわけではなかった。しか

し、開設から 2 年を経過する頃になると、増

穂町を対象エリアとするリサイクル事業者が

出て来るようになっていた。そこで、リサイ

クル事業は、そろそろ一般の事業者に任せて

もいいのではないかと考えるようになってい

た。そんな折、リユース食器の情報がもたら

されたのである。2002 年にはサッカーのワ

ールドカップが日韓共同で開催されることに

なっていたが、そのサッカーの盛んなドイツ

では、食器のリユース事業が行われていると

いう事を永井氏が講演会12で聞きつけてきた

のである。リユース食器のレンタルは、特に

使い捨てが大量につかわれるイベントなど臨

時の催し物がターゲットであった。常設店舗

ならば、使い捨てでない食器を導入するとい

う事も考えられたが、臨時の催し物の場合、

回収が難しいことから使い捨てが多く、特に

安価な発砲スチロール製のものが多く使われ

ていた。 

増穂町にも、3,000 食のほうとうが配られ

る年一回の「ほうとう祭り」というイベント

が催されていた。最初は、一個 10 円程度の

発砲スチロール製のものが使われていたが、

これも永井氏が町に提案し、トウモロコシを

用いた生分解性の食器が使われるようになっ

ていた。一個 230 円くらいするので、次の年

に持参してほしいと呼び掛けていたが、それ

に応えてくれる人は少なかった。町としては

経費がかかるので、できれば元の発泡スチロ

ール製に戻したかったが、環境の事を考える

となかなか決断できないでいた。提案した手

前、責任を感じていた永井氏であったが、そ

こにドイツのリユース食器の話を聞いたので

ある。 

 

(3) リユース食器のレンタル事業の検討 

リユース食器事業の話は、即座に理事会に

かけられた。しかし、すんなりとは決まらな

かった。初期投資に充てる資金の蓄えがなか

ったのである。参加者は、地域を活性化した

                             
12 2001 年の今泉みね子氏の講演。氏には『ここが違う、

ドイツの環境政策』等の著書がある。 
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いという情熱から取り組んでおり、事業で利

益を確保するという事に疎かった。金銭の出

入りは明朗なのだが、利益を残すという事を

考えていなかった。給料をたくさんもらって

いたわけではない。事実、時給 500 円の給料

でさえ、分割払いを余儀なくされた事が多々

あったのである。その上、実際は、手弁当に

近かったが、リサイクルの手数料を低く抑え

ており、蓄積する利益が出ていなかったので

ある。こんな状況で、貸し出す食器の購入費

と返却された食器を洗浄する設備を整えるの

は難しい話であった。最初は提案者以外の全

員が反対したのである。 

しかし、理事会は多数決ではなく、皆が納

得するまでとことん話し合うという姿勢を貫

いていた。これからの時代、絶対必要な事業

だと考え、永井氏は粘った。他の理事も頭か

ら否定していたわけではなかった。といって

も、金がない。そこで、実現可能かどうか、

もっと調査検討してからやるかどうかを決め

ようという事になり、1 年間の検討期間をお

くことになった。 

確信を持っていた永井氏は、そこから必死

になって様々な調査を始めた。専門家の話を

聞いたりアンケートをとったりして、どのよ

うな仕組みでやればイベントで飲食販売をす

る方の賛同を得られるのか、イベントに参加

するどのくらいの人がリユース食器を評価し

てくれるのか、といった事を調べていった。

その結果、多くの人がイベントとごみの問題

については高い関心があることがわかり、確

信を強めていった。他の理事の方々も、喫茶

店で多くの町の人と話す中から、イベントと

ごみについての関心の高さを認識していった。 

このような検討・調査のプロセスを経て、

最終的には食器リユースの事業を実施するこ

とになった。理事の一人の方は、このような

検討過程を弁証法として捉え、止揚に至る本

音の議論が当ＮＰＯの真骨頂であると話され

ていた。 

(4) リユース食器のレンタル事業のための

資金調達とＮＰＯ法人化 

リユース食器のレンタル事業に確信を持ち、

始めることにしたものの、やはり資金調達が

課題であった。資金調達の問題に悩んでいた

時、日経ビジネスの「ＮＰＯが企業を変え

る」という特集記事13がヒントとなった。企

業は社会貢献活動の一環として、自社で実際

の貢献活動をやるだけでなく、ＮＰＯ等の団

体に寄付することで間接的に社会貢献の活動

をしているという事である。事業の趣旨に賛

同してくれる企業に協力を依頼して資金を集

めようという事になったのである。 

そこで、主だったメンバー5～6 人で山梨

大学工学部長の伊藤洋教授に相談に行き、環

境に関心のある企業経営者の方々を紹介して

もらうことにした。街づくりの審議会で知り

合った先生で、「スペ―スふう」の活動にも

関心を寄せており、今回のリユース食器事業

にも賛同してくれた。そして、「諦めずに進

めるべきです」と励まし、増穂町に本社のあ

る「(株)はくばく」を紹介してくれたのであ

る。「善は急げ」とばかりに、企画書も持た

ず同社の社長のところにメンバー3 人で行き、

説明と協力の依頼を行ったのである。ただ、

ＮＰＯ化する事は決めており、その前提で協

力を求めに行ったのである。 

同社はヴァンフォーレ甲府のスポンサー企

業であり、社長(現在は会長)の長澤利久氏は

山梨県の経済同友会の会長でもあった。話を

聴かれた社長も、熱意は分かるものの事業的

には難しいのではないかと、当初は感じたよ

うである。しかし、志の高さと熱意に胸を打

たれ、協力を約束した。そして、早速、「ス

ペース・ふうの活動を支援する会」を 5 人の

発起人14を集め設立したのである。そして、

                             
13 「ＮＰＯが企業を変える—グローバル経済の大株主」

2002 年 7 月 29 日号の日経ビジネスの特集記事 
14 次に記載するように、山梨県内の主要企業の代表者が

発起人となっている。（株）吉字屋本店・代表取締役会
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この支援する会が中心となって資金集めが行

われ、当面必要とされた食器製作用の金型と

材料費の 300 万円を調達し、事業開始のめど

が立ったのである。 

また、金型製作や成型を担当した製造業者

も地元の企業で、この活動に共感し、全面協

力をしてくれている。支払いが遅くなること

もよくあり、実際、2007 年になってやっと、

これまでの金型製作の費用を支払えたといっ

た状況であった。 

尚、2002 年 9 月にはＮＰＯ法人化してい

る。このＮＰＯ法人設立に際しては、同じ山

梨県の「ＮＰＯ法人えがおつなげて」(北杜

市)の曽根原理事長15の指導・支援を受けて

いる。そして、2002 年秋の増穂町の「ほう

とう祭り」でＮＰＯ法人としてデビューした

のである。 

 

(5) リユース食器のレンタル事業に集中 

リユース食器のレンタル事業を開始して間

もなく、2003 年には経済産業省の「環境コ

ミュニティ・ビジネス事業」のモデル事業に

リユース食器のレンタル事業が採択され、関

連のある委託事業が実施された。詳細は、後

述するが、このような中で、リサイクル事業

を止め、食器リユース事業に集中しようとい

う考え方がメンバー内部から起こってきてい

た。しかし、補助金の対象ではないため自ら

の資金で洗浄設備の導入や施設の改善整備、

食器アイテムの増加等を実施する必要があっ

た。必要とする資金はまだかなりあった。そ

こで、理事クラスについては、最初の一年間

は無給で事業をしていこうという決意を固め

                                             
長・高野孫左ヱ門氏、印伝屋上原勇七代表取締役社長上

原勇七氏、（株）アピオ代表取締役会長秋山章氏、山梨

貨物自動車(株)代表取締役社長石澤道雄氏、そして

（株）はくばく代表取締役会長長澤利久氏である。 
15 曽根原久司は「やまなしコミュニティビジネス推進協

議会」の会長でもあり、山梨県におけるコミュニティビ

ジネスやＮＰＯ法人の活動を自らが推進するとともに支

援もされている。同協議会の年一回のイベントに際して

もリユース食器のレンタルを活用している。 

てリユース食器事業に絞る事となった。退路

を断つことで、理念にかなった最適の事業を

確立していこうという強い意志の表れである。 

 

 

２．事業内容と活動の特徴  
(1) 事業の仕組み 

リユース食器のレンタル事業は以下のよう

な仕組みで行われている(図も参照)。基本は

「借りる・使う･返す！洗浄不要で簡単便利

のリユースシステム」で、貸し出した食器の

洗浄は当ＮＰＯが行い、借用組織が行う必要

はない。借用する際にリユース食器が梱包さ

れていたコンテナに入れて戻せばいい形とな

っている。洗浄はあくまで当ＮＰＯが行う。

借りたまま使いまわされると衛生上の責任が

持てないこともあり、返却されない食器は買

い取ってもらうことにしている。 

注文に際し、送料は利用者の負担であるが、

サンプルで食器の確認もできる。注文に応じ

て届けられたリユース食器は、借用したとこ

ろのやり方で使えばよいが、多くは、紛失し
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た際の補償金額に合わせてデポジット（預か

り金）方式を採用している。デポジット方式

とは、容器代を上乗せして食品や飲料などを

販売し、容器を返却すればその上乗せ代金を

戻す仕組みで、このことで容器の回収率を上

げるのである。基本的に、紛失については一

個 100 円の補償としているので 100 円を商品

代金に上乗せして販売しているところが多い。

スポンサーロゴ入りの容器のため、返却せず、

記念に持ち帰る人もいるので、借用したとこ

ろとしては相殺できる金額設定にしているの

である。 

尚、リユース食器のレンタルだけでなく、

リユース食器の導入に係る相談やイベント当

日の手伝いも行っている。ヴァンフォーレ甲

府の試合当日は、学生ボランティア等も参加

し、当ＮＰＯが回収等の業務を請け負ってい

る。更に、ごみの減量化に係るプランニング

も実施している。 

 

(2) リユース食器の種類と料金体系 

様々なイベントやお祭りに対応すべく、大

皿からコーヒーカップやビアカップまで用意

している。ほとんどの食器の貸し出し単価は

25 円/個であるが、200ml のカップは 13 円/

個、箸やスプーンは 6 円/組となっている。

配送料は別料金で、直接受け取りに来てもら

うことも可能となっている。紛失・破損に際

しては一律 100 円/個の弁償金を支払っても

らっている。食器は滅菌梱包されているので、

開封した場合はすべて正規の料金がかかり、

未開封の場合は半額となる。 

企業広告の入っているものとしてはペタル

カップ（700mlのＬサイズと500mlのＭサイ

ズ）とアドプレート（270mmサイズのＬ皿）

がある。その他企業広告が入っていないもの

で、220mmサイズのＭ皿、190mmサイズのＳ皿、

どんぶり、おわん、カップ、箸、スプーンが

ある。 

 

(3) 委託事業の導入や数々の表彰で受賞 

既述の経済産業省の「環境コミュニティ・

ビジネス事業」には、2003 年度と 2005 年度

の二回、採択されている。山梨大学や山梨県
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デザインセンター、山梨県、増穂町、㈱はく

ばくと連携し実施している。 

2003 年度の事業は、①リユース食器事業

に供する食器の製作と洗浄システムの導入、

②リユース食器事業の試行実施、③普及・啓

発活動の実施、④環境負荷軽減効果の検証で

あった。 

まず①の新たな食器製作の一つには、スポ

ンサー名入りのリユース食器製作があった。

リユース食器の製作は補助金ではできないの

で、スポンサーの名入りで進めようと考えて

いたのである。 

もともとは大分県の大分公園総合競技場

(ビッグアイ)を中心にリユースカップシステ

ムが導入されているとの情報をききつけ、環

境省に増穂町での取り組みを伝えたことがき

っかけであった。先方が詳しい話を聴きたい

というので、数名で連れ立って環境省を訪問

し、当ＮＰＯの活動を報告した。そのとき、

大分トリニータが導入予定のリユースカップ

をお土産にくれたのである。このカップを参

考に、ヴァンフォーレ甲府のカップも製作し

ようということになっていたのである。スポ

ンサーの一つとして(株)はくばくも協力を約

束してくれていた。 

②の一つとして、エコサッカースタジアム

小瀬で行われるヴァンフォーレ甲府のホーム

ゲームでの試験利用を開始した。増穂町の

「ほうとう祭り」で始まった事業を広めるの

に、やはり地元のサッカーゲームからと考え

ての事であった。 

③としては、全国への情報発信とネットワ

ーク化を目的に「第一回全国リユース食器フ

ォーラム in ますほ」を開催している。増穂

町も共催で、申し込みの受付窓口は増穂町が

担当した。第一回にも関わらず 350 人もの

方々が参集した。この結果、考えていたより

も早く、リユース食器のレンタル事業は全国

に広まっていった。第二回が行われた新潟市

は、この第一回の時に市役所の職員が参加し

ていたのがきっかけであるが、地元サッカー

チームのアルビレックス新潟を熱烈に支援し

ている地域ということでは甲府・増穂の地域

と似ている。第三回は京都市で開催されてい

る。 

そして、2007 年 10 月には、全国商工会連

合会の推薦で環境大臣賞を、2008 年 6 月に

は内閣府の「男女共同参画社会づくり 女性

のチャレンジ賞特別部門賞(環境)」に選ばれ

ている。 

 

(4) 「リユース食器ふうネット」の組織化 

当初、このようなリユース食器のレンタル

事業が山梨県で普及し、それを足がかりに全

国に普及すればと考えていたが、前項で述べ

た「第一回全国リユース食器フォーラム in

ますほ」の開催で、各地から当ＮＰＯ法人に

注文が舞い込むとともに、各地でリユース食

器の取り組みが始められた。並行して「財団

法人地球・人間環境フォーラム」16が他での

取り組みも含め「リユース食器ネットワー

ク」17の事務局を担うようになり、運動は更

に広がりを見せていった。 

当ＮＰＯ法人としても独自のネットワーク

を組織している。「リユース食器ふうネッ

ト」である。基本的に、それほどの専門知識

はいらない。地球環境に対する意識があれば

だれでも事業を始められるはずではある。当

地に来て元気になり、やってみようという人

や団体は結構あるが、なかなか立ち上がらな

いとのことである。そこで、リユース食器の

提供や具体的なアドバイス、ノウハウの提供

をしようということで、ネットワーク化を考

えだした。 

後述するが、リユース食器レンタル事業が

広域化してくると遠距離輸送による環境負荷

                             
16 環境省所管の公益法人で、リユースカップ導入の実証

実験等も実施している。 
17 平成 20 年 12 月 9 日現在、36 の拠点団体のネットワ

ークとなっている。 
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の弊害や輸送コストの増大といった問題があ

った。また、イベントが集中すると、多くの

団体でリユース食器を抱えていないと困ると

いったことも起きていた。そこで、各地に事

業所の拠点を設け、それをネットワークしよ

うということになり設立したのである。ノウ

ハウの提供や立ち上げ支援等々も行い、それ

ぞれの地域の団体が拠点を運営するネットワ

ーク方式を採用している。参加第一号は福岡

のＮＰＯで、2005 年から連携している。既

にこの福岡をはじめ、東京や中国地方では事

業が軌道に乗りつつあるが、まだこれからと

いう地域もある。 

 

 

３．事業の収益構造と課題  
(1) 立ち上げ資金の調達 

リサイクル事業の立ち上げ時とリユース食

器レンタル事業の立ち上げ時とに分けて考え

なくてはならない。前者は、他の多くの場合

のように、実際に事業に携わる有志自らが資

金を拠出して立ち上げている。もちろん、施

設を提供してくれる賛同者もいたが、資金調

達の中心は活動に参画した人たちであった。 

後者の場合は、活動拠点そのものは既にあ

ったが蓄えがないので、更なる資金調達が必

要となった。ただ、前回よりも多額の資金が

必要なことと事業そのもののリスクが高いこ

とから慎重な検討がなされている。その慎重

な検討の中でＮＰＯ法人化とパートナーを確

保するという方法が見出され、採用されてい

る。一般の民間金融機関からの借り入れも必

要であったが、その保証は賛同する企業経営

者にしてもらっている。 

更に、リユース食器のアイテムを増やす際

には、スポンサー方式を導入している。日本

でもＮＰＯの活動が認知されだしたころであ

るが、やはり先進的な事例と言える。このよ

うな事業者と賛同企業の関係が広く認知され

ることで、後に続くコミュニティ・ビジネス

にとっては立ち上げしやすい環境が整備され

てきていると言える。 

 

(2) リユース食器レンタル事業 

リユース食器のレンタル件数とレンタル個

数は下表のようになっている。順調に件数と

個数を伸ばしており、リユース食器のレンタ

ル事業も採算的に安定する方向にはある。後

述することであるが、レンタル時期が偏って

いたり地域的に遠方だったりと、平準化や対

象地域の限定で改善しなくてはならないこと

は残っている。 

 

全国でのレンタル回数及び個数 

 
 

年次 
2005 
年 

2006 
年 

2007 
年 

2008 
年 

レンタ

ル件数
150 件 280 件 385 件 502 件

レンタ

ル個数
34 万個 47 万個 68 万個 98 万個

このような改善課題を克服することを通し

て、次項で述べる給料単価等の課題も解決す

る必要がある。 
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(3) 課題 

課題の一つ目は、実際に事業に従事してい

る方々にふさわしい給料の支払いができてい

ない事である。リサイクルショップの時も、

給料は分割払いということもあり、十分な支

払いができていたわけではなかった。更に、

既述のように、食器リユース事業に集中して

からは、理事クラスのスタッフは最初の年(2

003 年)が無給で、2 年目が 200 円/時、3 年

目が 400 円/時、4 年目が 500 円/時、5 年目

が 600 円/時、そして 2008 年になってやっと

山梨県の最低賃金18レベルが見えてきたとい

うところである。理事クラス以外のスタッフ

については当初から 600 円/時であったが、

最低賃金レベルは割っていた。事業の継続は

利用者にとっても必要な事である。それが社

会的に意味のあるものなら、一層強く求めら

れる事である。そのためにも、働きに応じて

最低限の賃金補償を確立する事が一つの課題

といえる。 

屋外イベントが中心の事業であるが、冬季

はスポーツやお祭りなどのイベントが少ない

ということを考慮すると、他の利用を促進す

ることが第二の課題である。現在、県内の映

画館での利用等を進めているとのことである。

屋外イベントと異なり常設店舗での利用の場

合、洗浄設備のない、使い捨て食器前提の店

舗への導入という意味で、映画館などは可能

性の高い対象といえる。ただ、環境意識が高

まっているとはいえ、デポジットを煩わしい

と考える客もいるので、施設側としては導入

をためらうことも考えられる。販売店舗から

実際の飲食エリアがどの程度あるのかを検討

してデポジット形式に限定しない方法の開発

も必要であろう。 

                             
18 平成 20 年 10 月 20 日現在の山梨県における一般的な

最低賃金は 676 円/時である。 

４．組織・事業内容から見た  
「コミュニティ・ビジネス」としての

特徴と課題  
(1) 地球環境への配慮と事業展開 

地球環境にやさしいことは人間社会の持続

からいっても重要な事であるが、それは多面

的であり、様々な場面で求められる事である。

そのため、一つの行動が地球環境にやさしい

といっても、そのための手段の中には地球環

境にとって反ってマイナスとなる場合がある。

リユース食器のレンタル事業の場合もこのよ

うな事が起こり得る。 

 

例えば、リユース食器の利用場所が余りに

遠方である場合には、輸送に係るエネルギー

コストを考えなければならないし、特にその

エネルギー源としてガソリンが使われる場合

などに地球環境への負荷を考慮すると、必ず

しもリユース食器をレンタルする選択がよい

とは限らない。使い捨て食器の場合でも往き

の輸送は必要であるし、廃棄に係る輸送や処

分作業のエネルギーコスト等々もかなりかか

る事と比較しなくてはならない。利用される

場所によって、この使い捨て食器を活用した

場合の環境負荷の程度も異なるであろう。簡

単な判断は難しいが、少なくとも余りに遠方

の場合は、その地域に拠点を設けていく必要

がある。このような事は、地球環境に留意せ

ず、経済的コストだけを比較した場合でも考

慮される。例えば空気の占める割合が大きい

段ボールなどは、ある程度の圏域ごとに工場
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を整備する必要があり、実際にそのように立

地させている。 

リユース食器のレンタル事業のように、経

済的コストだけでなく地球環境への配慮も考

えると、多様な要因を計量化して検討しなく

てはならず、標準的な判断基準を設けるには

専門家による研究が必要となる。当ＮＰＯ法

人の活動を一つの切っ掛けにして、リユース

食器の運動は大きな広がりを持ち始めている

ので、このような標準的な判断基準、適切な

拠点のあり方についての公的な研究が求めら

れる。 

 

(2) コミュニティ・ビジネスとしての展開 

前項で述べたような事業だからこそ、「コ

ミュニティ・ビジネス」として最適な事業で

あるともいえる。他の面での環境負荷を考慮

すると、ある程度の圏域内で完結した仕組み

を有する必要があるし、地域ごとに発信する

メッセージの違いやスポンサーの違いもある

ので、これもまた、地域性の重視が求められ

る要因といえる。サッカーの試合で先導的に

活用されている事は、プロサッカーチームの

地域性を重視したシステムと相性の良い活動

であるといえる。 

もちろん、リユース食器の提供・回収・洗

浄の拠点があれば、申込受付やリユース食器

の企画・生産発注は本部で実施することも可

能である。リユース用食器の生産などは量産

効果を考慮すれば集中する必要もあるわけで、

後は実際の食器の移動に関わる部分だけ各拠

点で実施すればいいのである。しかし、現状

は、リユース食器を社会に認識・定着させて

いき、市場を広げるという活動が基本となっ

ている。将来的には、今述べたような形での

大掛かりな事業にすることも考えられるが、

当面はコミュニティ・ビジネスとしての展開

が最適といえる。 

 

(3) 若者のボランティアとしての参加 

サッカーは野球と伍するプロスポーツに成

長してきている。とりわけ、若年層ほど野球

よりもサッカーという傾向が強い。そのサッ

カーゲームで先導的に取り組まれていること

もあり、若者の参加を呼び掛けやすい面があ

るが、この活動においても山梨県立大学や山

梨学院大学といった地元の多くの大学生がボ

ランティアとして参加している。また、事業

開始に際し大学の先生とも連携してきたこと

から、先生自らが大学生に呼び掛け、一緒に

参加することも多いとのことである。 

このような大学生との協働経験を生かし、

2007 年には学生等の若者が中心に開催され

た「山梨エコ・ユースフォーラム」19の立ち

上げに際し、当ＮＰＯ法人も仲立ちの活動を

実施している。 

                             
19 高校生・大学生などの若者が、環境に対する興味や活

動を起こすきっかけ、更には情報等を共有するきっかけ

を発見する目的で実施されたフォーラムで、学生自身で

実施した環境イベントである。 
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事例 07 
特定非営利活動法人 バリアフリー協会 
■所在地：東京都品川区東中延 2-6-1

9 

■電話番号：03-3782-8802 

■代表者：理事長 沢田 藤司之 

■収入：24,000 千円（平成 19 年度） 

■従業員数 

○ 職員 6 名 

■対応者 

 理事長 沢田 藤司之 氏 

 

 

１．組織設立の経緯と事業内容  
(1) 設立の経緯と事業内容 

街のコンシェルジェ事業は「ＮＰＯバリア

フリー協会」が2004年から東京都品川区の中

延商店街に本拠地を置いて始めた事業である。 

「ＮＰＯバリアフリー協会」は 1995 年に設

立された団体で、2001 年に特定非営利活動

法人（ＮＰＯ）として法人格を取得している。

「元気な高齢者」を対象にしたバリアフリー

商品及びサービス、ユニバーサル商品及びサ

ービスの開発、普及を通じた街づくりを目指

すことを目的としたＮＰＯ法人で、発足以来

各種の研究調査を受託し事業を展開してきた。 

2004 年に中延商店街と提携し、商店街の

空き店舗を利用して「街中サロン」を開設し、

ここを拠点として「街のコンシェルジェ事

業」に着手した。 

 

(2) コミュニティ・ビジネスを始めた背

景・目的とその内容 

「コンシェルジェ」とはホテルなどで客の

あらゆる要望に応える経験豊かなサービス係

を意味する言葉であり、多様なリクエストに

もっとも相応しいスタッフを派遣し、顧客が

十分に満足できるサービスを提供できる人物

を指している。 

「街のコンシェルジェ事業」はこのイメージ

を基として、中高年齢層が各々の得意技術を

生かして困りごとを抱えた高齢世帯の問題を

解決するための出会いの場を提供する「街づ

くり事業」（プラットホーム事業）と、「地

域商店街の活性化」を結びつけることを目的

とした事業を実施している。 

 

２．事業内容［詳細］  
(1) 使命の社会性 

地域社会（コミュニティ）を単位として中

高齢者を組織して、中高齢者自身の活力を引

き出すことと、さまざまな困難を抱えている

高齢世帯の問題解決にこの組織化された中高

齢者の持つ得意技術を活用していくというこ

の考え方は、中高齢者の生きがい創造すると

同時に、コミュニティ活動を通じて高齢者世

帯を守ってゆくという点で大きな社会性を持

っている。また、このような活動がコミュニ

ティとしての活動を刺激し、ひいては地域商

店街の活性化と結びつくことによって、地域

社会全体の再構築を視野に入れていることに

大きな意味があると思われる。 

 

(2) 提供している商品・サービスの内容 

事業内容は、①高齢者を対象とした「街の

コンシェルジェ事業」、②「街中サロンの設

置」、③サロンにおける各種教室等の開催で
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ある。 

① 「街のコンシェルジェ事業」の内容と仕

組み 

 

〔サービス内容〕 

・ 家事支援（食事作り、掃除・洗濯、買い

物代行等） 

・ 軽作業（電球交換、パッキン交換、家具

移動等） 

・ 軽修理 

・ 話し相手 

・ 外出支援 

・ パソコン指導・携帯電話指導 

・ 送迎サービス 

・ 植物の世話・ガーデニング 

・ 趣味の支援 等 

〔仕組み〕 

1)利用希望者は「街中サロン」に利用者登

録をする。（サービスを利用できるのは、

「街中サロン」から半径 700ｍ圏内の 50

歳以上の住民。年会費 1,000 円とクーポン

券[地域通貨]を購入。） 

2)コンシェルジェとして活動を希望するも

のは「街中サロン」にコンシェルジェと

して登録する。（年会費 1,000 円、「街

中サロン」から概ね半径１㎞圏内に居住

する者） 

3)利用申し込みがあると、「街中サロン」

は希望するサービス内容に応じて最適な

コンシェルジェを選定し、コンシェルジ

ェがサービスを実施する。 

4)利用者は（あらかじめ購入した）クーポ

ン券でサービスの対価を支払う。利用料

は１時間 800 円、送迎サービスは 30 分

800 円。 

5)コンシェルジェはクーポン券を精算し

（毎月 15 日）、500 円分の区内共通商品

券（品川区の共通商品券で、区内の参加

商店で買い物ができる）と交換できる。 

 

② 「街中サロン」と各種教室 

平成 16 年（2004 年）11 月に、商店街の空

き店舗を改造しオープンしている。また、高

齢者同士の交流を活発化させるために各種イ

ベントや教室（「楽習教室」）を開催してい

る。平成 17 年３月には現在地に移転してい

る。 

運営は６名のスタッフがシフトを組んで常

駐するようにしており、１時間 800 円の有償

ボランティアで行っている。（有償ボランテ

ィアは 50～60 名登録）。 

 

③ 「コンシェルジェ事業」の「水平展開」 

中延商店街の「街のコンシェルジェ事業」、

「街中サロン」はあくまでも「１号店」であ

る。第２号店としては、平成 20 年 6 月に岩

手県花巻市にオープンし、現在は千葉県の市

川市内の商店街と契約交渉に入っている。フ

ランチャイズ方式を採用し、「ＮＰＯバリア

フリー協会」がフランチャイザーでビジネス

モデルと運営ノウハウを提供し、これと契約

を結んで「コンシェルジェ事業」を実施する

団体がフランチャイジーという関係になる。

フランチャイザーはフランチャイジーからフ

ランチャイズフィーを受け取ることになり、

これが「ＮＰＯバリアフリー協会」の収益事

業となる仕組みである（加盟店募集要項）。 

 

３．事業の収益構造と課題  
(1) 資金調達 

2004 年 11 月にスタートしたが、2004 年か

ら 2006 年までの 3 年間は国から補助金がつ
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いていた。2007 年度は収入が 2,400 万円、

支出が 2,500 万円で 100 万円の赤字であった。

収入の内訳は、補助金 0 円、事業収入 2,000

万円、寄付金 400 万円であった。（2007 年

度の会員数は 900 人） 

事業収入としては、会費が 900 人×1,000

円＝90 万円、商品（蜂蜜、コーヒー等の自

主開発商品）、サービス事業収入である。サ

ービス事業収入はクーポン券と区内共通商品

券の差額、すなわち 800 円－500 円＝300 円

であり、これを増やしてゆくことが収入の増

加につながる。このことから、「街のコンシ

ェルジェ事業」の損益分岐点を迎えるまでは

約 2 年半を要すると考えている。 

 

４．組織・事業内容から見た  
「コミュニティ・ビジネス」としての

特徴と課題  
(1) 成果をあげているコミュニティ・ビジ

ネスとしての特徴 

商店街の商圏内に居住する元気な高齢者を

コンシェルジェとして登録し、同じ地域の高

齢者の生活を支援することが基本の事業であ

る。そして、「街中サロン」は高齢者のコミ

ュニケーションの場であるとともに、各種教

室の開催によって、高齢者の活力を引き出す

ことにつながっている。また、コンシェルジ

ェがその労働の対価として得た商品券の商店

街での利用と、商店街の中に位置している

｢街中サロン｣への来訪者の増加は商店街の活

性化にも結びついている。更に、新製品の開

発によって、商店街内の個別商店に特徴ある

商品の提供の機会を提供するなど、商店なら

びに商店街との連携強化を図っている点でも

大きな成果を生んでいる。 

これらの中でも、地域の人がサービスの提

供者であるとともにサービスの受給者にもな

るということがクーポン券や商品券を媒介に

なされているが、このような事は介護に限っ

て実施されているケースはあるものの、多様

なサービスの中で実施されていることは少な

く、この事業の大きな特徴といえる。 

 

(2) 効率的・安定的・継続的な活動の維持

に向けての課題 

前項で述べたような特徴のあるコミュニテ

ィ・ビジネスは、経済産業省や厚生労働省等

からの注目度も高く、公的委託事業や補助金

の獲得につながっており、試験的な取り組み

を経ての事業展開へと結実している。 

また、本事業を推進しているＮＰＯ法人は、

慶応大学関係の経営学者を始めとする理事メ

ンバーがバックアップしているとともに、理

事長の沢田藤司之氏もこの分野では知名度の

高い方であり、各種報道機関や出版物でも紹

介されている。沢田氏自身も著書20を出して

おり、「コンシェルジェ事業」の「水平展

開」という広がりにも結びついている。 

もちろん課題は残されている。国の補助金

は主にサロンの家賃に充てられていたが、補

助金の期限が切れた初年度は赤字となってお

り、サービス事業や新商品開発による事業収

入の拡大が求められている。さらに、中延商

店街における「コンシェルジェ事業」は沢田

理事長個人の能力と強力なリーダーシップに

よるところが大きく、人材の育成と将来的な

後継者の育成が求められている。このような

課題は日本におけるＮＰＯ活動が約十年を経

過したばかりで日が浅いということもあって、

他のＮＰＯの事例、とりわけ事業型のＮＰＯ

に共通した課題であり、その解決に向けた情

報交換を活発化していくことが必要である。 

この事は、いずれ本事業の広がりから生ま

れてきている他の地域での取り組みでも起き

る事であるから、持てるネットワークを活用

して人材育成などに取り組んでいくことも一

つの方法であろう。 

                             
20 『街のコンシェルジェ～地域の住民が喜び、商店街が

潤い、ＮＰＯが満足する～』(2007 年 3 月、東峰書房、

沢田藤司之著、慶応義塾大学名誉教授井関利明監修) 
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株式会社イーエスプランニング 
■所在地：神戸市中央区栄町通６丁目１－１９ 

■電話番号：078-362-2512 

■代表者：代表取締役 藤岡 義己 

■収入：800,000 千円 

■従業員数 

○ 常勤 15 名（本社） 

○ パーキングパートナー40 名 

(場外部・駐車場) 

■対応者 

 代表取締役 藤岡 義己 氏 

 

 

 

１．組織設立の経緯と事業概要  
(1) イーエスプラニングの事業 

（株）イーエスプラニング（以下ＥＳＰ21）

の事業は現在、次の３つの分野から成り立っ

ている。 

① 駐車場運営のサポート（時間貸駐車場・

月極駐車場の運営受託） 

② 賃貸事業のサポート （賃貸マンショ

ン・賃貸店舗の管理受託） 

③ アセットマネジメント（不動産有効利用、

不動産仲介、建築企画等） 

 

ＥＳＰは 1989 年設立の企業で、当初は建

築設計事務所として出発した。1995 年の神

戸大地震の復興期には仕事がかなり集中した

が、2000 年頃から急減し、新たな事業を起

こす必要に迫られていた。一方、震災復興に

際し大規模な都市設計に基づく地域づくりが

求められたことから、中小企業が連携し相互

にサポートしながら事業を遂行するＮＰＯ法

人神戸ビジネスケアネットの創設に参画して

いた。このＮＰＯでは中小企業の経営革新を

進めるため、国の法認定を受ける支援を行っ

ていたが、自社も経営革新を通じて第２、第

                             
21 ESP=Estate Ｓpace Planning の略称である 

３のビジネスを進めることにした。 

こうして、ＥＳＰの事業は当初の建築設計

事業から、駐車場運営のサポート事業へ、そ

して平成 17 年から始まったパーキングモー

ル事業22へと拡大し、現在では売り上げの７

割が駐車場事業のサポート等の事業となって

いる。 

ＥＳＰの駐車場運営のサポートは主として

神戸市内の中小零細な駐車場経営者からの業

務受託である。従来の有人機械式立体駐車場

が高いランニングコストに苦しめられ、なか

なか収益を上げられていないことから、地域

の活性化と駐車場運営を結合させたビジネス

モデルを推進している。詳しくは後述するが、

神戸市内の駐車場を地域の経営資源と捉え、

特に小規模な駐車場経営を神戸市内の業者が

サポートし、地域の経営資源である駐車場を

地域生活者（市民）が利用するようにしてい

る。このことで、資金が市内で循環するシス

テムを構築している。 

更に駐車場利用者による駐車場周辺の地元

商店街の利用を促進するシステムを導入し、

コミュニティのためのビジネスを行っている

のである。ＥＳＰの事業をコミュニティビジ

                             
22 駐車場駅前商店街事業 
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事例 08 
ネスの事例として取り上げたのは、このよう

なビジネスの仕組みを築いていることによる。

現在、神戸市内を中心として68箇所で駐車場

運営のサポート事業を展開している。 

 

(2) パーキングモール（駐車場駅前商店

街）の提唱と実践 

ＥＳＰが行っている駐車場運営のサポート

事業の中でも、パーキングモール事業は、よ

りコミュニティビジネスとしての特性を有し

ている。現在神戸市と広島市の一部で実施し

ているビジネスモデルである。 

駐車場を「コミュニティの玄関口―駅」と

考えたもので、駐車場を中心とした地域活性

化（商店街の活性化）を提唱している。駐車

場を基点とした地域情報誌（Ｐ－ＣＬＵＢマ

ガジン）を発行し、地域通貨（Ｐ－ＣＬＵＢ

クーポン）を発行し、商店街（商店）で利用

できるようにしたシステムである。このビジ

ネスモデルは、他地域での普及も考えている

が、地域内での資金の循環により地域が活性

化することを基本に据えていることから、他

の地域での展開は当該地域の事業者が行える

よう、フランチャイズ方式を基本にすること

にしている。 

 

２．事業内容  
(1) 使命の社会性 

資金の地域内循環の促進と地域商店街の活

性化を図っているという点から、社会的ニー

ズをとらえた事業である。単なる駐車場の運

営受託であるなら、多くの駐車場の運営を受

託し、規模の経済性で収益を上げるビジネス

モデルということになるが、ＥＳＰの事業は、

とりわけパーキングモール事業は、中小場周

辺の商店街の活性化を一体化しているところ

に、コミュニティビジネスとしての使命の社

会性があるといえるだろう。 

ただ、現状は、ＥＳＰが地域通貨（Ｐ－Ｃ

ＬＵＢクーポン）を発行し、そのリスクを単

独で負っている。複数の駐車場経営の事業者

と当該地域（一定の大きさのあるコミュニテ

ィ）の商店街組織が協力して行う事業にその

システムが深化すれば、よりコミュニティビ

ジネスとしての使命が発揮できるようになる

と考えられる。しかし、藤岡社長も述べてい

るように、活性化していない商店街では、飲

食店が食材購入に自分の属する商店街を利用

せず大型店を利用するといったように、共有

設備の更新やイベントでは協力するものの、

日々の事業活動ではばらばらという状況があ

る。このような状況からみると、商店街構成

員への働きかけを強めていく必要がある。Ｅ

ＳＰだけでなく商店街の個々の店もリスクを

負うようにすることで、より一体化したコミ

ュニティのビジネスが構築できるであろう。

一筋縄ではいかないことであろうが、ＥＳＰ

による深化したシステム開発が望まれる。 

 

(2) 提供している商品・サービスの内容 

① 駐車場運営のサポート 

ＥＳＰの主たる事業は駐車場経営者（中小

零細事業者が中心）からの業務受託事業であ

る。ＥＳＰが運営を受託することで収益性の

改善を図れるとしている。それ故、駐車場オ

ーナーに対して前年度の売り上げを必ず保障

することを提示しているのである。 

すべての形態の駐車場運営を対象としてい

るが、最も力を入れているのは「有人の時間

貸駐車場」・「機械式立体駐車場」である。

神戸市（特に中心部）でも震災以降コインパ

ーキング（機械式無人駐車場）が拡大し、従

来型の有人機械式立体駐車場（タワー式駐車

場）は高いランニングコストのせいもあり、

収益性の悪化が具体化している。このような

中で、ＥＳＰは「有人」であるからこそ出来

るサービスの開発を通じて受託先の開拓と駐

車場利用者の獲得、従業員の確保のための

様々なサービスや仕組みの開発を行っている。 

受託先の開拓では、開業サポート・再生サ
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事例 08 
ポート・不動産有効利用等に関するアセット

マネジメントの事業を通じて、収益性の向上

をアピールしている。駐車場利用者の増加の

ため、「とめ放題」・「１分精算」・「キャ

ッシュレス精算」などの新しい駐車場料金体

系を生み出すとともにＩＴ化を進め、ＰＯＳ

レジの導入（ＰＰＯＳＳ＝ピーポス）や月極

駐車場を利用する車のナンバーのＩＤ化も進

めている。また、従業員の確保と労働意欲の

向上のために、｢パーキングパートナー制度｣

を導入し、コアパートナー（自給 1,000 円以

上、月 176 時間以上働ける者、正社員と同じ

考え方で働く）、パーキングパートナー（月

176 時間まで働ける者、40 歳～60 歳）、ア

ルバイトパーク（月 130 日以上働ける者）に

分け、働く人の事情に応じて選択させる方式

を採用している。 

 

② パーキングモール（駐車場前商店街） 

ＥＳＰが提唱しているビジネスモデルのパ

ーキングモールは、試行段階を終え、実施段

階に入っている。このシステムは「駐車場は、

コミュニティの玄関口であり、消費のスター

トライン」であると言う考え方から生まれた

ものであり、ＥＳＰとして商標を取得してい

る。駐車場（特に時間貸し駐車場）の利用者

は、駐車場からせいぜい 300 メートルの距離

の中に目的地を持っている。駐車場に車を留

めて歩いて目的地まで行く。そういう意味で

は「駅」と同じ機能を持っている。そこで、

駐車場を中心とした地域商業の活性化のモデ

ルとしてパーキングモールが提唱されたので

ある。 

この事業はまだ始まったばかりであるが、

駐車料金に連動したポイント制（パーキング

ポイント）と、そのポイントの地域通貨化に

特徴がある。このパーキングポイントで商店

街等の商店や飲食店で利用できるようにして

いるもので、現在はＥＳＰが発行し、個別の

商店は利用されたポイントをＥＳＰから現金

で受け取る形となっている。 

このように、代金の決済はクーポン券を利

用された商店とＥＳＰとの間で行われている

ので、現時点では地域通貨というよりはＥＳ

Ｐのサービスクーポン券となっている。ＥＳ

Ｐとしては、駐車場利用者に対する販売促進

事業、あるいは広告宣伝事業の一つとなって

いる。 

 

３．事業の収益構造と課題  
(1) 駐車場運営のサポート事業 

ＥＳＰの社員は現在 15 名、経営者として

は毎年新入社員を採用してゆきたいと考えて

いる。 

現在の年商は約 8 億円であるが、これを将

来は 15 億円にまで伸ばすことを計画してい

る。収益構造は、一般の企業と同じで、駐車
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事例 08 
場経営のシステムとノウハウを規模の経済性

の中で活かして利益をあげている。 

 

(2) パーキングモール（駐車場前商店街） 

基本的には他の駐車場運営受託事業と同じ

であるが、Ｐ－ＣＬＵＢクーポン発行に伴う

コストがかかっている。しかし、このクーポ

ン発行が利用増につながれば収益に寄与する

ことになる。現在は、この形態を広げている

段階であり、一般形態よりも収益が大きいわ

けではないが、この形態の駐車場が増え、知

名度が向上すれば、利用者も増加し収益に大

きく寄与すると考えられる。 

 

４．組織・事業内容から見た「コミュ

ニティビジネス」としての特徴と課題  
(1) 駐車場運営のサポート 

企業（株式会社）として事業を行っている

ことから、組織としては確立されており、効

率的・継続的・安定的な事業展開が行われて

いる。事業内容もその結果として、基本的に

は収益獲得事業となっている。ソーシャルビ

ジネスとしての社会性は、金銭の社会還元面

からは、土地あるいは駐車場のオーナーへの

賃料支払いの金額や従業員、特に正社員以外

のパートやアルバイターへの支払い賃金の額

によって評価されなければならない。ただ、

収益の上がっていない駐車場の収益構造を改

善してきているので、多くのオーナーにはプ

ラスになっている。また、多様な雇用形態を

準備することで、働く人の事情に合わせた仕

事の場を提供しているシステムであり、その

面については明確に社会性を確保している。 

更に、「地域資源（この場合は土地）」を

「地域の資本・企業」が活用し、「地域内で

循環」させるというコミュニティレベルの事

業（ビジネス）という意味ではコミュニティ

ビジネスとしての特徴を有している。特に、

経営に困難をきたしている地域内の中小零細

駐車場経営者に一定以上の収益を保障する仕

組み作りを実践している点は高く評価される。 

 

(2) パーキングモール（駐車場前商店街） 

駐車場を結節点として、地域商業活動を活

性化してゆこうというアイデアは高く評価で

きる。ただ、前述したことであるが、これを

深化させていくには、地域の商業者の組織

（商店街等）や他の駐車場経営者との協力関

係の構築、あるいはそのための組織作りが必

要と考えられる。現時点ではＥＳＰの単独事

業として、駐車場利用者に対する販促活動に

留まっているので、さらなるシステムの開発

を期待したい。 
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事例 09 
特定非営利活動法人 工房おのみち帆布 
■所在地：広島県尾道市土堂2-1-16 

■電話番号：0848-24-0807 

■代表者：理事長 木織雅子 

■収入：50,000千円（平成20年度） 

■従業員数 

○ 正社員6人 

○ アルバイト1人 

■対応者 

 理事長 木織雅子 氏 

１．組織設立の経緯と事業概要  
「工房おのみち帆布」は、地元の帆布製造

業者から帆布を調達し、ショルダーバッグや

トートバッグ、あるいはペンケースや小銭入

れなどの小物アイテムを企画・製造し、直営

店を中心に販売しているＮＰＯ法人である。

地元に残った唯一の帆布工場を維持活性化す

るとともに、尾道の伝統的な商品であった帆

布を文化・芸術として普及するための事業を

推進することで、地域における文化・芸術の

振興、街づくりの推進、環境の保全といった

地域社会全体の利益増進に寄与する事を目指

している。 

 

(1) 工場見学が活動のきっかけ 

広島県中小企業家同友会に帆布工場の企業

が入会した際、同工場の見学を女性部で行っ

たのが帆布を用いた地域活性化に取り組むき

っかけであった。1998 年の事である。新規

の入会があると、製造業者の場合は工場見学

を兼ねて企業訪問する事がある。先に訪問し

た男性会員の場合は、斜陽産業である繊維の

一工場としてしか見なかったようであるが、

女性会員の場合は、帆布とその生産工程をみ

て、「なんだか素敵じゃない！なにかつくろ

うよ！」という思いにかきたてられたのであ

る。 

尾道は、かつては海上交通の要衝で、北前

船の寄港地であった。そんなことから、帆船

の帆に使われる帆布の工場も多かった。また、

帆布がテントやシートあるいは作業服の生地

としても使われるようになったことから、昭

和初期には尾道市内だけでも 10 の帆布工場

が立地していた。しかし、戦後は合成繊維に

とって代わられ、市内の工場も、今回見学し

た工場の一つとなっている。 
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事例 09 
そのようにして残った工場なので、中の雰

囲気は明治時代にタイムスリップしたようで、

織機も 50 年以上前のものばかり、それがか

えって想像力を膨らませたようだ。「鶴の恩

返し」のような宝物を連想したとのことであ

る。以前から、尾道は観光客の多い地域であ

るが、食品以外のお土産物があまりなく、何

かいいお土産品を開発したいと考えていた事

もあり、何かを創ろうということになったの

である。 

 

(2) 帆布を使った商品の企画・販売の開始 

参加した 6 人のメンバーは 2 万円ずつ出し

合い、それで帆布を買い、商品製作を始めた。

ところが、帆布は厚く、普通の家庭用ミシン

では縫うことができない。近所で縫製をされ

ている方に頼み、やっとイメージのものを完

成させることができたのである。動力ミシン

でないとだめだということで、見学先の工場

から動力ミシンを一台借り、その後はクリー

ニング店の片隅で製作を始めた。必死になっ

てポーチや小銭入れ、ペンケース等の小物類

を製作し、商店街の雑貨屋等 3 店舗に委託し

て販売した。最初から尾道のブランドを考え、

北前船をモチーフにしたデザインのタグを創

り、「工房おのみち帆布」として売り出した。 

 

商品は観光客の目にとまり、結構売れるよ

うになった。そこで、消費者と直に接触でき

るように小さくても自分たちの店を持とうと、

2002 年 4 月に 6 坪の店を商店街の中に開い

たのである。販売 2 年目で 800 万円の売り上

げを達成したこともあり、更に本格的な店舗

ということで、2004 年 10 月には現在の店舗

に移り、工房と帆布資料室を併設した本拠地

を構えている。 

 

(3) ＮＰＯ法人化 

帆布を利用して何か創りたいということで

始めた活動であったが、商店街の活性化にも

結びついてきたことから、広くまちづくりの

活動に広げていこうということでＮＰＯ法人

化することにした。既に、美術系の大学生が

参加するアートイベント「尾道帆布展」を

2000 年から開催してきており、これに賛同

して協力してくれていた方々の意見も踏まえ

てのことであった。 

組織は役員が 12 人で、理事長の木織雅子

氏、専務理事の山北篤氏氏、理事 9 人、監事

1 人からなる。他に、特別顧問として尾道大

学芸術文化学部美術科の稲田全示教授が就任

している。理事は女性部から参加した当初の

メンバーと地元で会社を経営している人が中

心である。理事長以外のスタッフは理事では

なく、6 人の正職員と学生アルバイト 1 人で、

帆布商品の企画・製作・販売をしている。学

生アルバイトといっても、しっかり仕事を覚

えてもらう必要があり、固定で 1 人となって

いる。 

 

２．事業内容  
当ＮＰＯ法人の事業の中心は、帆布商品の

企画・製作と販売であるが、2005 年に開設
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事例 09 
した店舗 2 階の「スペース帆（はん）」を利

用した文化・芸術の振興等、様々な地域社会

にとって意義のある活動が進められている。

定款には以下の事業活動が記載されている。 

・ 福祉の増進を図る活動 

・ まちづくりの増進を図る活動 

・ 国際協力を図る活動 

・ 子どもの健全育成を図る活動 

・ 社会教育の推進に関する活動 

・ 環境の保全を図る活動 

・ 文化、芸術の振興を図る活動 

・ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又

は活動に関する連絡、助言又は援助の活

動 

 

(1) 尾道帆布商品の企画・製作と販売 

帆布は工場から購入し、企画・デザイン・

縫製を工房内で行い、当法人の店舗を中心に

販売している。染色については倉敷市の企業

等 4 か所に外注している。柿渋染や藍染め、

あるいはベガら染と様々な染色が必要なため

外注先も多くなっている。販売の約 7 割は当

法人の店舗での販売で、約 2 割がホームペー

ジ利用の通信販売である。残りの約 1 割が、

最初に販売の委託をした商店街の 3 店舗と尾

道駅前の福屋と東急ハンズ広島店での卸販売

である。 

 

当法人の店舗販売の半分は店舗に陳列して

ある商品の購入であるが、半分は特注品を受

けて製作販売している。既製品と大きさや付

属品が異なるので特注する人、自分の頭の中

に思い描いているイメージを話し注文する人

と様々である。特に、後者の場合、実際に会

って話してみないとわからないので、やはり

店舗販売を柱にしなくてはならないと考えて

いる。また、その方が商店街や地域の活性化

につながるのである。ホームページでは既製

品の販売だけで、特注品は受け付けていない。

それでも、特注品は 2 か月程度待ってもらわ

ないと製作できない状態である。特注品とし

て、報道関係者から三脚袋やカメラ袋を頼ま

れたこともある。 

 

既製品の企画・デザイン開発は顧客のニー

ズをよく掴んだうえで行っていて、自店舗販

売の強みでもある。顧客の特注品が製品デザ

インの基礎になるものもあり、その場合は顧

客から了解を得て既製品のアイテムに組み込

むようにしている。 

受注製作も行っている。例えば、プロ野球

の広島カープグッズである。これは、広島カ

ープのグッズを取り扱っている商社からの注

文で、当法人としては量産の部類に入るグッ

ズであった。2008 年は新球場オープン記念

ということもありトートバッグを受注してい

る。既製品の主な商品としては、学生カバン、
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トートバッグ、2 ウェイバッグ、ショルダー

バッグ、ブックカバー、ペンケース、ポーチ、

ＰＣ収納可能なビジネスバッグ等が挙げられ

る。 

企画・製作に当たっては、京都の帆布専門

業者の指導を仰いだ。そこの帆布製品はブラ

ンドが確立しているので、当ＮＰＯ法人の製

品の方が価格的には安くなっている。ＮＰＯ

化やタグ導入前から指導を受けており、現在

もご子息との交流を続けている。 

 

(2) アートイベント「尾道帆布展」の開催 

１.(3)で、美術系大学生が参加するアート

イベント「尾道帆布展」が 2000 年から開催

されている事を述べた。このイベントはその

後も毎年開催されており、当ＮＰＯ法人の重

要な活動の一つに成長してきている。 

尾道帆布を使って商品開

発をしていたメンバーが帆

布を使った芸術作品の展示

会を開催しようと呼び掛け

たところ、美術系大学の学

生がすぐに呼応したことか

ら、このアートイベント開

催が始まっている。この学

生は、現理事長の木織雅子氏も刊行委員とし

て参画していた『尾道学寮物語（浜っこの記

録）』に関心を持っていた新聞記者のご子息

であった。この本は、尾道・吉和漁港の家船

で育った子供達を預かる「尾道学寮」の記録

本で、木織氏はここで保育士経験があったの

である。 

第一回は廃校となっていた筒湯小学校で開

催された。以後、百島や尾道商店街空き店舗、

県営上屋倉庫等々で開催されている。 

参加する美大生は全国からきているが、宣

伝をしなくても自然に希望者から問い合わせ

が来る。一度参加した事のある先輩などから

の口コミによるもので、作品制作以上の様々

な体験、異なった地域・大学生との交流等、

得るものが大きいのである。期間は夏休み中

の 1 か月で、空き店舗等に一人ずつのアトリ

エがあてがわれる。宿泊は一軒家を借り切り、

合宿形式である。お寺が宿泊場所を提供して

くれることもある。 

帆布を用いた作品作りという以外制約はない。

完成しなくても構わないとしているが、今ま

での参加者は必ず何らかの作品を完成させ、

展示会に間に合わせている。好きにやっても

らっている事が、かえって責任感を持つよう

になるようである。マスコミなどの取材には

しっかり対応してもらう事、

社会人としてわきまえた行

動をする事、こういった事

が主催者に対する恩返しだ

と思ってもらっている。ま

た、制作期間には尾道市民

との交流、参加者同士での

熱い芸術論議など貴重な体

験をしている。 

このイベントに尾道大学

の学生は、展示会開催の手

伝いやサポート、記録本の

制作などはしているが、帆

布作品の制作には参加しな

い。尾道大学の学生には店

舗 2 階の「スペース帆」を、

自主制作展や卒業制作展に

際し、無料で利用してもら

っている。 

参加者は、毎日の食事代等の生活費以外は
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必要ない。全体の運営費は一回で 100 万円く

らいであるが、そのうち 6 割近くは一口

1,000 円の市民カンパで賄われている。残り

は当ＮＰＯ法人が負担している。市民の中に

は毎年カンパに応じてくれる人も多く、地域

のアートイベントとして定着している。 

 

(3) その他の主な活動 

①綿花栽培の推進 

瀬戸内海の気候は綿栽培に適していること

から、綿栽培を推進している。現在は、市内

の 4 つの小学校に依頼し、校庭で栽培してい

るが、この運動を広め、市内の様々なところ

で綿花が見られるようにし、「綿の花を見に

行こう」という企画も考えている。 

 

②帆布の用途開発 

尾道駅前の傘屋と連携し日傘を製作し限定

販売を行ったことがある。7,000 円とそれほ

ど安価な傘でなかったがすぐに売り切れた。

今後も、連携を進めていく予定である。 

同じ広島東部の府中市の靴屋とも連携しス

ニーカーも製作した。2 万円前後の価格であ

るが、かなり売れている。現在は、その靴屋

での販売分しか製作できないほどに売れてお

り、当ＮＰＯの店では販売はしていない。帆

布の供給は当ＮＰＯが行っている。 

他に、帆布の製造工程で出てくる糸屑を用

いて和紙を製作している。糸屑に古紙を混ぜ、

ペースト状にしてから作るもので、東北の製

紙会社に依頼している。名刺や絵ハガキある

いはＡ４サイズの用紙にしている。 

 

③綿商品の産地とのコラボレーションの展

開 

瀬戸内海を横断する今治・尾道ルートは

「しまなみ海道」と名付けられているが、対

岸の今治市は日本有数のタオルの産地であり、

帆布と同じ綿が原料となっている。また、隣

接する福山市と岡山県の井原市から倉敷市に

かけてはデニムとジーンズの産地で、これも

綿を原料としている。そこで、綿を媒介に地

域間でのコラボレーションができればと考え

ている。取り敢えずは、今治市でタオルマフ

ラー等を製造している工房型の事業者と交流

を始めており、尾道市の自店でタオルマフラ

ーの販売も行うようになっている。将来的に

は、これらの地域で「綿綿サミット」等を開

催したいと考えている。尚、2004 年に「し

まなみプロデュースコンペ」に参加し、発表

した「しまなみ海道活性化企画」が最優秀の

金賞を受賞している。 

 

④オーガニックコットン製帆布商品の開発 

2007 年からはメキシコ政府認定の綿花を

原料にした帆布での商品開発も進め、製造・

販売をしている。価格的には通常品の 2.5 倍

近くするが、消費者のエコ意識もあり、順調

に売り上げている。量的には少ないが、今後

は拡大していきた

いと考えている。 
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３．事業の収益構造と課題  
(1) 最初の資金調達 

既述のように、最初は 6 人メンバーが 2 万

円ずつ出し合って帆布を購入し始めている。

動力ミシンも無償で借りているのでそれほど

初期投資はかかっていない。しかし、2004

年に現在の店舗で本格的な活動を始めるに当

たってはそれなりの資金調達が必要となった。

当然、一般の金融機関からの借り入れは難し

く、有志に借金の申し込みをしたが、短期間

で 500 万円を集めることができている。一人

30 万円から 100 万円で、中には自分の会社

の経営も苦しいが、帆布を通して同じ夢を見

たいと言って貸してくれた方もいたとのこと

である。5 年間で返済することになっている

が、2008 年までに 300 万円の返済が終わっ

ている。後は、役員クラスの方からの借金な

ので、ある意味目途が立っている。 

 

(2) 帆布商品の販売収入が柱 

収入の大半は帆布商品の売り上げによる。

2001 年に 100 万円の売り上げから始まり、

以降、商店街に出店を始めた 2002 年が 800

万円、2003 年が 1,400 万円、現在の店舗に

10 月に移転した 2004 年が 2,290 万円、2005

年が 3,900 万円、2006 年が 4,400 万円、

2007 年が 5,300 万円、そして 2008 年が

5,000 万円の見込みとなっている。 

その他、当ＮＰＯ法人では会員制をとって

おり、会費収入がある。正会員は入会金が

2,000 円、年会費が 2,000 円、賛助会員は年

会費だけで 2,000 円となっている。大学生の

会員の場合、入会金も年会費も無料である。

会費を支払う会員が約 60 人いるので、12 万

円程の収入となっている。 

助成金や補助金は受けた事がなく、逆に、

公的なイベントに参加や商品提供を求められ

ることが多い。コンペ応募も「しまなみプロ

デュースコンペ」で金賞を受賞し実施した以

外は、事業収入があるので他の応募者に譲っ

ている。 

このように、当ＮＰＯ法人の活動は、収支

面は帆布商品の企画・製作・販売により支え

られており、その事で多様な社会活動が推進

されている。よって、多くの人に期待されて

いる社会活動の推進・継続には帆布商品事業

の収益の維持が必要となる。もちろん、この

帆布商品事業も単に他の社会活動の原資とし

ているわけでなく、帆布商品事業そのものが

尾道文化の発信でありまちづくりの一環をな

している。 

 

(3) 帆布商品事業の安定的拡大の必要性 

京都の帆布ほどにはブランド化が確立され

ているわけではないが、知名度も上がり、顧

客ニーズに合わせた丁寧な手作りバッグ類へ

の支持も高くなってきている。収益事業の柱

は順調に伸びてきているといえる。また、今

後の消費者の嗜好等を考慮すると、個別オリ

ジナル性と環境への配等があり、売上拡大の

潜在力は高いと考えられる。 

ただ、特注品による来街者増加策だけでな

く、既製品のある程度の市場拡大も志向する

必要がある。そのとき、ＮＰＯとしての使命

と事業とのバランスを経営主体の方々がどの

ように判断するかという問題もある。収益だ

けを一義的に追求するのは本意ではなく、尾

道文化の発信となる帆布商品の企画・製作・

販売を通してまちづくり等の社会的な使命を

遂行することにＮＰＯの使命はあるからだ。

しかし、今後、競争相手の出現なども考慮す

ると、強いブランド力構築に向けた方策も進

めていくことも必要と考える。 

 

(4) 尾道帆布工場の維持 

この活動が始まるきっかけとなった尾道帆

布工場の操業維持も今後の課題となっている。

尾道帆布の工場があったからこそこの活動が

生まれ、育ってきたわけだが、帆布需要の減

少に歯止めがかからず、当ＮＰＯ法人からの



～伝統の帆布で織りなす世代を超えた協働～ 

ＮＰＯ法人 工房おのみち帆布 

 97

 

事例 09 
注文が約 3 割を占めるまで比率が上がってし

まっている。当ＮＰＯ法人が製作するものは

大きくなく、量的に少ないはずであるが、そ

の比率が高くなっているという事は生産量が

かなり落ち込んでいるということである。稼

働中の機械の仕様にもよるが、尾道帆布の火

を消さないようにすることも大きな課題にな

ってきている。 

 

ＮＰＯの事業活動で工場の稼働を維持しな

くてはならないことも想定すると、現在のバ

ッグ等の販売量の拡大を狙う事と並行して、

他の企業や大学・研究機関と連携して新たな

帆布の用途開発を行い、その需要を尾道帆布

工場に向けるといった活動が必要となる。 

前者の場合、(2)で述べた社会的使命と収

益事業とのバランスをどうとるかという経営

主体の方々の関わり方にも関係してくる。と

いっても、尾道文化の発信という本来使命の

根幹である事を踏まえれば、また、これまで

の積極的な活動の展開から見る限り、バラン

スは取っていけるものと考えられる。後者に

ついては、既述のように、地域企業などとも

連携し、傘やスニーカーの開発・販売を行っ

ている。地域活性化にもつながる試みであり、

綿々連携等の構想を具現化する中で、更に拡

大していくことが望まれている。 

 

４．組織・事業内容から見た  
「コミュニティ・ビジネス」としての

特徴と課題  
(1) 社会的な使命が収益事業と直接結びつ

いたコミュニティ・ビジネス 

「コミュニティ・ビジネス」のタイプとし

ては、地域資源活用型といえるが、単に地場

産業の維持活性化というのではなく、地域に

おける伝統的な素材と文化・芸術に対する地

域の思いを結び付け、尾道という地域の情報

発信を目指して帆布商品の企画・製作・販売

が行われている。長く連なる商店街があり、

観光地でもある尾道にとって、地域イメージ

を多様な形で発信していく事が求められてい

るが、それを、帆布商品事業を中核に、関連

する様々な社会的な活動を推進する中で実施

している。 

中核の事業の収益はしっかりしてきており、

商品そのもののブランド力も高まってきてお

り、順調に運営されている「コミュニティ・

ビジネス」といえる。 

また、中核の事業だけでなく、尾道のまち

づくりに係る多様な活動が、地域住民主体に

積極的に展開されており、「コミュニティ・

ビジネス」の一つの理想形を作り上げている。 

 

(2) 高齢者と若者との協働 

地域活性化での高齢者と若者との協働が、

ある意味、新たな社会教育的側面を持つ事が

ある。アートイベントの「尾道帆布展」の活

動もこのような側面を持っている。 

理事長の木織氏は 69 歳で、美大生とは二

世代の差がある。といっても、理事長の活動

力は若者に劣ることなく、その事が年齢差を
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感じないものにしているが、やはり人生の先

輩としての直接・間接的な影響には大きなも

のがある。 

地域・家庭における子育て力・教育力の低

下が過度の学校教育への依存をもたらしてき

ているが、その弊害が様々な社会問題を引き

起こしている。新しい時代に適合した地域社

会による子育て支援・若者教育支援が求めら

れているが、その一つのあり方が、高齢者と

若者の協働と考えられる。 

 

 

 

尾道帆布の商品企画・製造・販売というコ

ミュニティ・ビジネスが、アートイベントや

店舗 2 階「スペース帆」での作品展示等、高

齢者と若者の協働を生み出し、社会教育的側

面でも意義のある成果を出している事例とい

える。 

 

 

(3) 後継者育成 

上述のように、主要メンバーは元気に活動

しているが、高齢ということもあり早目の後

継者育成が求められている。また、ＮＰＯ法

人の後継者だけでなく、尾道帆布の工場も両

親と同友会メンバーでＮＰＯの理事でもある

息子さんの 3 人に、従業員が 2～3 人といっ

たところである。既に 2008 年からはＮＰＯ

から一人派遣し、操業面での後継育成も進め

ている。 

いずれの場合も、若い人を入れて育ててい

かなければならないと考えている。今までの

やり方で悪いところは悪いところで改善し、

積極的に新しいものを創っていくには若い人

がやらなくてはならないと木織理事長は考え

ている。 
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朝日村まゆの花の会 
■所在地：新潟県村上市猿沢 1215 

■電話番号：0254-72-0387 

■代表者：運営統括責任者 横井栄子 

■収入：9,000 千円 

■対応者 統括運営責任者 横井栄子 氏 

 

 

１．組織設立の経緯と事業概要  
(1) 日本の養蚕業と旧・朝日村 

「朝日村まゆの花の会」の拠点が立地する

新潟県村上市朝日地区は、県北部の旧・朝日

村のエリアで、かつては養蚕業が盛んであっ

た。四季折々の自然が豊かなところで、平成

20 年 4 月に村上市、荒川町、神林村、山北

町と朝日村が合併し、新設の村上市となって

いる。合併以前は奈良県の十津川村に次ぐ国

内で 2 番目に広い村としても知られていた。 

日本における養蚕技術は弥生時代に中国か

ら伝えられたとされる。明治時代に入ると、

ヨーロッパから近代的な技術を学び、生糸や

絹織物が輸出されるようになった。第二次世

界大戦前までは、生糸が日本の輸出総額の中

に占める割合は大きく、1922（大正 11）年

には 49.8％にも達していた。しかし、第二

次大戦中に輸出が停止された上、アメリカで

軍需用に化学繊維やナイロンの生産が発展し、

その市場を奪われてしまった。また、日本国

内の農家も大戦中は食糧生産に専念せざるを

得ず、養蚕業はいったん衰退の途をたどる。

23 

戦後、昭和 40 年代をピークに和服の需要

が大きく伸び、日本の養蚕業も再び規模を大

きくしてきた。加えて、省力化も進められ、

朝日村の養蚕業は県下一の生産量を誇るよう

になった。しかし、その後ライフスタイルの

洋式化から和服の需要は減少し、まゆの生産

                             
23 食と農の科学館 (つくばリサーチギャラリー)農業技

術ヴァーチャルミュージアム「養蚕技術発達史」より 

も減少基調に陥ったのである。 

そこで、昭和 50 年代からは消費者ニーズ

の多様化に対応し、和装だけでなく洋装に適

した蚕品種の改良も進められた。洋装衣料向

けの新形質生糸や絹糸の開発、化学加工によ

る絹の改質技術の開発などが行われた。この

ようにして、洋装分野への進出とともに養蚕

業もその生産内容を大きく変えてきたが、そ

の後、安価な輸入品に押され、国内の養蚕農

家数と桑の栽培面積は著しく減少してきてい

る。 

朝日村の養蚕業も輸入自由化の影響は避け

られず、2,500 円/kg で出荷されていた生ま

ゆも 1,400 円/kg 程度にまで落ち込んでしま

うのである。昭和 50 年代の全盛期には村内

に約 700 戸以上あった養蚕農家が昭和 61 年

当時は約 100 戸、現在では生糸を生産する群

馬県の業者に生まゆを出荷しているのが 3 戸

だけで、その他、当会に生まゆを納めている

だけの農家が 9 戸と、合計 12 戸にまで減少

している。 

このような養蚕業の衰退の中で、生まゆを

出荷する兼業農家であった代表の横井氏は、

この地における養蚕業を存続させるには単価

の低い生まゆの生産だけではなく、付加価値

を高めた「製品」を世に送り出す必要がある

と危機感を募らせていた。 
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(2) まゆクラフトとの出会いから 

会の結成へ 

そのような折、農協系の雑誌「家の光」に

山形県天童市の養蚕農家が「まゆ」を使った

フラワーアレンジメントを行っていることが

掲載されていた。フラワーアレンジメントな

らひょっとしたら自分たちでもできるかもし

れないし面白そうだからといった軽い気持ち

で、昭和 60 年 11 月、朝日村養蚕婦人部のメ

ンバーで作り方を習いに出向いたのである。

２時間程度教えてもらった結果、作ってみよ

うということになった。ちょうどその頃、村

営の物産会館がオープンしたこともあり、そ

こでの委託販売をやろうということでフラワ

ーアレンジメントの作品製作は始められた。 

生まゆは、生糸を紡ぐために出荷されてい

た群馬県の業者に一度出荷され24、乾繭した

後買戻しを行う。一部は染色を施して材料に

した。基本的には、乾燥したまゆを半分に切

り、半分に切られたものを 6 層程度に割いて

薄くし、花弁などに使う。慣れれば、材料を

素材にするところまではそれほどでもないが、

やはり、どのような作品にするか、製作者の

感性と工夫が必要になる作業である。 

製作は婦人部のメンバー19 名で創め、現

在は 17 名となっている。昭和 61 年 4 月には

朝日みどりの里（道の駅朝日）内の物産会館

で委託販売が開始されたが、その際に「朝日

村まゆの花の会」も結成された。 

当初はアレンジメントの基礎的な指導を引

き続き受けつつ、作品作りを楽しみながら各

地のクラフト展に出向き勉強していった。作

品の企画を練ることや製作技術の向上に注力

していった結果、翌年の昭和 62 年、新潟市

で開かれた「シルクフェアにいがた」に出展

し作品が高い評価を受けたのである。このこ

とが契機となり、各地から講習会や販売の依

                             
24 現在は、新潟県の養蚕試験場から譲り受けた試験機器

レベルの乾燥機があるので、各自が機器を操作して乾燥

まゆに仕上げている。 

頼が殺到するようになり、新潟県推薦品の認

定も受けるまでになったのである。 

更に、昭和 63 年の「社団法人 家の光協

会」25の大会において、くず繭や羽毛を使っ

た花の作品が“農産物に付加価値を付ける”

という発想が評価され、「農林水産大臣賞」

を受賞した。また、平成 4 年には第 3 回まゆ

クラフトコンテストでグランプリ受賞するな

どして、技術力や企画力に加え、その知名度

も徐々に上げていくようになった。 

 

(3) 工房の立ち上げ 

このような実績が実を結び、平成8年には

「朝日みどりの里」の一画に「シルクフラワ

ー製作工房」が建設され、その運営を建設し

た朝日村（当時）から受託することになった。

活動の拠点ができたのである。「朝日みどり

の里」には「道の駅朝日」に加え「物産会

館」や「宿泊施設」、「温泉施設」、「日本

玩具歴史館」、「またぎの家」等の各種施設

が併設されており、様々な人が訪れるエリア

                             
25
ＪＡグループに属し、出版文化活動を通じて農村文化

の向上に寄与することを目的とした公益法人 
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である。そこで、この工房を活用し、体験製

作や講習会を開催できるようになり、活動の

幅はいっきに広がっていった。 

工房には、基本的には代表の横井氏のみが

専従としており、土曜、日曜などの繁忙時に

はメンバーが交代で勤務する形となっている。 

工房完成後の平成 11 年から 3 年間、中間

支援組織であるＮＰＯ法人都岐沙羅パートナ

ーズセンターが行った「都岐沙羅（つきさ

ら）元気づくり支援事業」26に申請し、助成

を受けている。この申請に際し、自分たちが

行っている会の目的や意義を見直し、地域社

会の求める意義のある事業として会員も認識

することとなった。養蚕業をこの地域に残し

ていこうという社会的責任を負った、コミュ

ニティ・ビジネスとしての活動として把握し

たのである。 

この事業では、新潟県のネスパス27での消

費者動向調査、コンピュータによる経営の効

率化、クラフトキットのカタログ販売などを

実現し、まゆの消費拡大を進めてた。また、

同時期に「都岐沙羅元気づくり支援事業」に

申請した他組織と委託販売やクラフト体験教

室の開催を行うなど、連携、交流も積極的に

行うようになった。 

 

２．事業内容  
(1) まゆ玉を使ったまゆアートの販売 

活動の拠点でもある朝日みどりの里内の

「朝日村シルクフラワー制作工房」でまゆ玉

を使ったまゆアートの製作と販売を行ってい

る。工房で販売されるアート作品はすべて会

員が作ったもので、その場で購入できる。 

                             
26 新潟県と岩船広域圏が実施した「岩船地域二ユーにい

がた里創プラン」の一環の支援事業である。 
27 N ’ESPASE（ネスパス）とは「新潟」又は「ネットワー

ク」を意味する“N”とフランス語で「空間」や「スペー

ス」を意味する“ESPACE”を組み合わせた造語で、東京

都渋谷区表参道から“食”を中心とした新潟県産品の販

売、イベント、観光情報、Ｕターン就職情報の提供など

により、新潟の最新情報を発信するアンテナショップで

ある。 

 

会員は養蚕農家であるので、製作に必要な

玉まゆは各自で当会に設置された乾燥機で乾

燥させ、染色まで行っている。まゆ玉以外の

材料は当会から購入している。 

作品のデザインは基本的に作者が各々工夫

しているが、代表の横井氏が購入者の反応を

伝えたり、セット販売できるデザインなどの

ヒントを与えることもあるようだ。ただし、

隣接する物産館での委託販売は会員が個人で

納入しており、当会での管理は行っていない。 

工房と物産館以外での販売については特に

制限をしているわけではないが、現在のとこ

ろ会員の中には販路を拡大しようとする動き

はないようだ。 

会員の企画品以外に、オーダーメイドで各

種アレンジメント、コサージュ、ブーケの製

作も行っている。これは、センターに会員が

勤務して製作する形を採用しているので、人

件費が支払われている。 

当会の発足当初は公平性を重視して会員全

員が同じ数量を製作することとしていたが、

実際には作品によって売り上げに差が生じて

きたので、現在では売り上げに合わせて製作

するようにしたとのことである。売り上げ代

金については販売代金から当会の手数料を差

し引き、製作者に支払われる。ただし、研修

旅行などの積立金は売り上げ代金から充てて

いる。 
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(2) 製作体験工房 

工房では、まゆクラフトの製作風景を見学

したり、製作キットを購入してその場で教え

てもらったりしながら製作を体験することが

できる。工房に通いながらオリジナルブーケ

を自分で製作する事もできる。工房内には必

要な材料が全て揃っているので、極端に不器

用な人でなければ完成させることができると

のことである。 

 

(3) 桑の葉の出荷 

養蚕に必要な桑の葉は会員農家の生産量で

必要な分をまかなえている。余剰分の桑の葉

は廃棄処分していたが、新潟県食品研究セン

ターの働きかけにより、県内の食品メーカー

が当会の桑の葉を仕入れて加工し「桑の葉パ

ウダー」として発売し、当会でも商品として

扱っている。 

メーカーのホームページによると、『桑の

葉はたんぱく質やミネラル類が豊富で、食物

繊維やカルシウムといった栄養素を多く含ん

でおり、血中のコレステロール値や中性脂肪

値を改善するなど昨今、話題になっている

「メタボリックシンドローム」にも効果が期

待できるという研究成果も発表されていま

す。』とあり、さらに『食物繊維はごぼうの

約 8 倍、カルシウムは牛乳の約 5 倍、カリウ

ムはバナナの約 5 倍、βｰカロテンはブロッ

コリーの約 10 倍、鉄分はしじみの約 2 倍、

ビタミン E はほうれん草の約 8 倍』と高い栄

養価をアピールしている。 

桑の葉は本来水に溶けにくい性質であるが、

「桑の葉パウダー」はメーカー独自の製法に

より顆粒状にしたものをお湯に溶かし、抹茶

状にして飲むものである。昨年当会からは 2

トンの桑の葉を出荷しており、メーカーから

の代金は当会の手数料を差し引いて、納入し

た農家に支払われる。 

 

(4) まゆ、桑の葉関連商品の販売 

前出の桑の葉パウダー以外にも「くわ茶」、

絹糸で作られた「ボディータオル」、「絹石

鹸」、顔のマッサージ効果と古い角質除去が

同時にできる「エステまゆ」、ラベンダーの

花穂をまゆ玉の中に入れた「ラベンダーま

ゆ」など、「美容と健康」、「癒し」といっ

た最近のヒット商品に共通の要素を備えた商

品群の開発が行われている。また、これら商

品群に使われている桑の葉やまゆは朝日地区

産であるので、トレーサビリティが極めて明

確であることも重要なポイントである。 

まゆ関連商品のうち「ボディータオル」と

「絹石鹸」は朝日地区産のまゆを仕入れてい
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る製糸メーカーの製品の小売であるが、「エ

ステまゆ」、「ラベンダーまゆ」はともにま

ゆ玉の原形を残した比較的加工度の低い製品

であり、人件費のかからない利益率の高い商

品である。「エステまゆ」についてはテレビ

番組でタレントがまゆ玉の良さを紹介したこ

ともあり人気も高く、安定した売り上げを維

持しているとのことである。 

 

(5) 教育活動及び出張講習会の開催 

代表の横井氏は地元中学校の家庭科の授業

で講師としてまゆクラフトについて教えるほ

か、小学校の総合学習でも朝日地区の養蚕業

を通じてふるさとを知ってもらうための授業

を行っている。また、高校でも地域経済学の

講師を勤める。 

これ以外にも、近隣の宿泊施設等に出向い

て、まゆクラフトの製作指導を行うこともあ

り、地域との連携による事業の認知度向上に、

活発に取り組んでいる。 

３．事業の収益構造と課題  
(1) 収支構造 

収入の多くは、まゆアートの委託販売から

得られる手数料、オーダーメイド作品やまゆ

単品の売り上げ、桑の葉などの販売手数料、

講師謝金が占め、売り上げは年間約 900 万円

である。 

その他、平成 8 年より「特産品開発助成

金」といった名目で村からの助成金があり、

初年度が 150 万円で、その後毎年 10％ずつ

減額し、現在は支給されていない。 

主な支出は人件費が約 400 万円、その他は

まゆの仕入れ、材料費、市に支払う工房の賃

料などである。工房の賃料は月額 3 万円であ

り、平成 21 年 4 月からは別途光熱費負担が

発生している。 

 

(2) 収支バランス 

収支のバランスに関しては工房の賃料が低

く抑えられていることもあり、赤字が常態化

するほどではないものの決して楽な状態では

ない。利益の獲得が目的ではないとしても、

安定した運営には収益力の向上が課題となっ

ている。 

 

収益力の向上には利益率の高い商品の開発

や、ある程度の取引高を維持することが不可

欠であるが、当会では前出のＮＰＯ法人都岐

沙羅パートナーズセンターが派遣した商品開

発アドバイザーの支援を平成 20 年 4 月より

6 回受けている。 

しかし、当会の専従が代表一人という状態
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では、商品開発や販路拡大のアイデアを実践

するだけの余力がなく、また、大型受注に対

応できる生産体制も整えにくいのが現状であ

る。 

 

４．組織・事業内容から見た  
「コミュニティ・ビジネス」としての

特徴と課題  
軽い気持ちで始めたまゆのアートフラワー

であったが、次第に地域の養蚕業維持という

社会的責任を感じるようになった。更に、最

近はこの事業を継続するためにも地元の養蚕

業が続いてくれなければと思うようになって

きており、双方が一体化してきている。 

まゆを作るのも、それを材料にするのも、

作品を作るのも、販売するのも地元の女性で

あり、地域も村上市の朝日地区に限定されて

いることから、コミュニティ・ビジネスその

ものである。 

ただ、一部で教育活動への参画もあるが、

非営利法人としての性格は弱く、ＮＰＯ法人

化は行えないと考えているようだ。ならば、

営利企業にしたらどうかということになるが、

そこまでの決断はできていない。当初のメン

バーから 2 名が減っているが、新たに入会し

た者はいない。20 年を超える組織でメンバ

ー間入れ替えがないということは、そのまま

高齢化が進んでいることになる。このことが、

前項で述べた収益力の課題ということと関係

している。 

子育ての一段落した年齢層に向けて新たな

会員の獲得も模索しているようであるが、会

の発足当初からメンバーが変わっていないこ

ともあり、肉親が会員にいる人などは入りに

くい状況でもあるようだ。しかし、事業規模

を拡大すれば、若年者にとって魅力のあるビ

ジネスに変貌を遂げる。そうすれば、村上市

朝日地区ばかりか市内の他の地区や市外、県

外からの人材獲得にもつながるのではないだ

ろうか。 

代表は唯一の専従であり、工房の来客対応

以外にも経理や対外的な窓口など、多くの業

務をこなしている。しかし、代表が多くの業

務を担当すると他の会員の参加意識が下がる

傾向もあるため、当会ではこれまで代表が行

ってきた商品開発については他の会員にも参

加してもらい、なるべく多くの会員に分担し

てもらうようにしている。 

現在のメンバー内での活性化と新たなメン

バー獲得が収益の改善に寄与することと考え

られる。 
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有限会社 有アンド長（アリアンドナガ） 
■所在地：神奈川県横浜市都筑区荏田南 

5-18-17-2F 

■電話番号：045-944-1714 

■代表者：代表取締役 有澤つあ子 

■収入：30,000 千円 

■従業員数 

○ 常勤役員 2人 

○ パート 5人 

○ 他にフリーランスのライター等約 20 人 

■対応者：代表取締役 有澤つあ子 氏 

 

１．組織設立の経緯と事業概要 
当社は 1999 年 7 月に設立され、横浜市北部で

地域コミュニティ紙の発行と関連する事業を行

う会社である。広告雑誌的な既存コミュニティ

紙とは異なり、紙面と連動したイベント等を

様々な組織とのコラボレーションで実施してお

り、地域住民が求める情報の提供と地域住民か

ら得た情報の発信を行っている。 

 

(1) 起業 

雑誌やＰＲ誌の編集・制作に携わってきた二

人の女性が地元のコンサートを企画するボラン

ティア活動を通じて知り合い、地元には面白い

方がたくさんいるのに、それを知らせるような

タウン紙がない事に不満を感じて始めたのが地

域コミュニティ紙事業の発端であった。その二

人の女性とは、有澤氏と長沼氏で、二人の名字

からそれぞれ先頭一文字ずつの漢字を使い「有

限会社有アンド長」と名付けた法人を設立する。 

既存の地域情報紙は、広告収益を柱に据えて

いるため、どうしても広告中心の編集になって

いた。これでは折込チラシを冊子にしただけで、

本当に地域の人が望んでいる情報紙になってい

ないと考え「見るだけではなく、地元の人たち

を巻き込んで楽しめるような地域情報紙があっ

た方がいいジャン！」28という思いで始めている。 

                             
28 当社ホームページの『「有アンド長」が目指すこと』から 

(2) 地域コミュニティ紙の創刊 

最初の地域情報紙は「地域ダス」と名付けら

れ、当初の読者層としては、大人も子供も家族

で楽しめる紙面を目指したが、現在では女性を

中心として考えている。更に、自分たちの住ん

でいる横浜市都筑区がこれから創られていく都

市であり、区自体の成長が面白いと考え、都筑

区の人が読んで楽しいもの・面白いものを制作

していこうということで、都筑区の人を対象に

することになった29。 

当初、周囲からは大変だからすぐつぶれると

いわれたが、1999 年 7 月に創刊した「地域ダ

ス」も既に 10 年目を迎えることになった。 

父親とか、高齢者を意識したものも特集し、

特集の面白さから多くの読者が読んでくれるよ

うなものを制作してきたが、広告をとるのが大

変であった。無料配布であるから制作費等は広

告費に頼ることになるが、これがなかなか集め

られない。 

特集中心の、地域の人に楽しんでもらえるタ

ウン誌の発行を何かと心がけてきたが、常に

「広告中心でないとタウン紙は成り立たない」

ことと葛藤してきており、現在も変わらず葛藤

中とのことであった。 

                             
29 現在は横浜市青葉区地域にも配布されている。 
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「地域ダス」創刊号 

 

(3) 第二の情報誌「あら、ステキ！」の創刊 

創業から 6 年目の 10 月、ホームページ上でブ

ログを開始するとともに、第二の情報紙「あら、

ステキ！」を創刊している。「あら、ステ

キ！」は女性の仕事と暮らしを応援する地域情

報誌で、横浜市都筑区と青葉区、緑区、宮前区30

の一部に年 5 回発行で毎回約 12 万部が配布され

ている。 

「地域ダス」で取り上げた地元で活躍してい

る人物の中には都筑区や青葉区に住んでいる女

性が多いことから、この地域の女性を対象に、

カラー版のタウン紙を出そうということになっ

                             
30 都筑区と青葉区は神奈川県横浜市北部の区で、青葉区は東急

田園都市線沿線に位置し、都筑区はあざみ野駅を起点とする横

浜市営地下鉄の沿線に位置する。あざみ野駅は東急田園都市線

の沿線駅でもある。東急田園都市線は東京都世田谷区の二子玉

川を経由し、渋谷から都心へ、更に押上駅から東武線に乗り入

れており、横浜市北部は東京都心へのアクセスが良い。この横

浜市北部の住民は俗に横浜都民といわれるように、港横浜とは

都市形成過程が異なるため文化圏・経済圏的も港横浜とは異な

る都市圏を形成しているといわれる。尚、都筑区は港北ニュー

タウン計画（30万人）の中心エリアとなっている。 

たのである。 

この地域には、高収入家庭で高学歴の女性が

多く、また、そういった女性は自己実現意欲が

高く、その欲求を満たすような仕事を持ちたい

と考えている。そこで、「地域ダス」では 2007

年度より女性の就職支援を一つのテーマにして

いるが、「あら、ステキ！」では、自ら起業す

る女性の応援を一つのテーマとすることにした。 

 

「あら、ステキ！」創刊号 

 

(4) イベントとの連動 

地域の情報提供をより立体的に進めるため、

例えば紙面上で料理の記事と料理の先生を紹介

するだけでなく、料理に係るセミナー等も開催

するようにした。 

もとは読者とのコミュニケーション度を高め

ようとの試みであったが、次第に紙面と連動す

る形が増加し、イベントの企画・運営も当社の

事業の柱に育っている。 
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２．事業内容 
(1) 二つの地域コミュニティ紙の発行 

既述のように、「地域ダス」と「あら、ステ

キ！」の二つの地域コミュニティ紙を発行して

いる。 

「地域ダス」は横浜市都筑区と青葉区に密着

した地域情報紙で、(2)のイベントと連動して女

性の再就職を応援している。 

「あら、ステキ！」は地元の女性たちがつく

る地元女性のためのコミュニティ紙で、年 5 回

発行している。イベント等と連動して、女性の

起業を応援している。 

 

(2) 横浜市と協働で「再就職応援フェスタ」

開催 

仕事をどのようにして見つけたらいいのか、

特別な技能や技術を活かして仕事をするにはど

うしたらいいのか、といった事で悩んでいる女

性をターゲットに「地域ダス」で「女性のお仕

事見本市」という特集を組んだところ反響が大

きかった。そこで、随時女性の就業に関わる特

集を組むとともに、限られた時間の中で子育て

をしながら地域の女性が希望する仕事に就ける

よう、横浜市との協働事業として女性の再就職

を応援するイベントを開催するようになった。

「再就職応援フェスタ」である。 

 

2009 年の「再就職・転職応援フェスタ」出展者募集要項 

2008 年は 9 月 25 日に横浜市営地下鉄と東急田

園都市線の乗換駅である「あざみ野駅」から徒

歩 5 分の「アートフォーラムあざみ野」で開催

されている。この「再就職応援フェスタ」は、

「地域ダス」の発行に際し、毎月地元企業の求

人と再就職に役立つ情報を提供しつつ、9 月の開

催日に集約する。 

 

2008 年「再就職応援フェスタ 2008」告知記事 

 

「再就職応援フェスタ」で求人を行う企業は、

「地域ダス」掲載広告費と当日のブース代金と

して 4 万円を支払い参加する。この場合、紙面

に掲載されるのは単なる求人広告ではなく、求

人企業が求める人材について取材した記事をメ

インにしている。 

多くの求人紙の場合、業種や職種が書かれて

いるだけで、具体的にどのような仕事をするか

が分からないことが多い。例えば、鉄工所の求

人といっても、その中で女性がどのような仕事

を任されるのかが説明されていれば働きたいと

考える人も出てくるが、単に鉄工所とあるだけ

では敬遠してしまう女性が多い。求人広告に職

務内容がわかりやすく説明されていない事が多

いのである。 

一例では、一般的に人気の低い不動産業の営

業を募集する場合に、具体的にどのような営業
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を希望しているのかを募集企業側に取材して掲

載したところ、「再就職応援フェスタ」当日に

は多くの応募があったのである。 

募集企業が小さな企業の場合には、実際の仕

事内容ばかりでなく、「経営者の考え方」とい

ったものも応募先を選択するうえで大きなポイ

ントになっているとのことであった。今後は

「女性の就職促進に取り組む企業」を中心に取

材を進めていくとのことである。 

また、ＮＰＯ等からの求人が多いのもこの事

業の特徴となっている。同社ではＮＰＯとのコ

ラボレーション事業も多く、それが切っ掛けで、

このような形の求人を活用しているのである。 

ＮＰＯというと、費用をかけずにボランティ

アを募集しているように想像するかもしれない

が、それでは必要とする人材を集める事が出来

ないので広告掲載もしている。特に、ＮＰＯに

は地域性の強い団体が多いので、コミュニティ

誌への掲載は多いとのことであった。 

昨年は 40 社が参加し、概ね 600 人位が来場し、

20 件位が成約している。 

 

(3) 他の機関とのコラボレーションによるイ

ベント等の開催 

横浜市といった自治体との協働だけでなく、

様々な組織とコラボレーションをしており、地

域コミュニティ紙の媒体価値を向上させている。 

≪ＪＡとのコラボレーション≫ 

地元の「ＪＡ横浜メルカートきた」とは地場

産野菜の紹介を兼ねて、食材を活かした調理方

法等のセミナーを開催している。講師には、そ

の時の食材に合わせて的確なテーマを選定して

もらえる方に依頼している。 

この催し自体が発行紙の紙面づくりに反映さ

れている。講師には謝金が支払われているが、

講師本人にとっても自身の活動のＰＲになって

いて当社、ＪＡ、講師の三者ともにメリットの

あるコラボレーションといえる。 

開催にかかる費用はＪＡが負担するが、途中

ＪＡのＰＲタイムを設け、参加者にアンケート

調査を行う。アンケート結果についてはＪＡに

フィードバックしている。 

 

2008 年は 11 月 25 日と 26 日のＪＡまつりに合

わせて 11 月 25 日に二人の講師で二つのコース

を同時開催している。テーマは「地元野菜と米

粉でつくるヘルシー！おいしい！秋の味」で、

人参の美肌ジュースや小松菜と米粉のロールケ

ーキ、根菜コロッケなどの作り方が指導された。

ちなみに「あら、ステキ！」の記事によると、

横浜市の小松菜の収穫量は日本で 2 番目と記さ

れている。 

≪ＮＰＯと共同でコンサートの開催≫ 

介護や看護、仕事で疲れている方々を癒そう

と、介護福祉関連のＮＰＯと共同でコンサート

を企画している。 

これには、会場近くの商店街も参画し、都筑

区の庁舎内にある都筑公会堂で 2003 年から毎年

開催している。 
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年配の方が中心ということもあり、2008 年 7

月に開催されたコンサートはマイク眞木氏を招

いて実施されている。 

 
 

≪持ち込み企画の定着≫ 

このようなコラボレーション企画を当社から

持ち込むことも行っている。持ち込み企画でも、

何回か開催して実績がともなうと、毎年、相手

から依頼が来るようになることも多い。神奈川

県内の住宅展示場「ハウスクエア横浜」とのコ

ラボレーションはその一例で、定着してきてい

る企画のひとつである。 

この企画は、ハウスクエア横浜に展示されて

いるモデルハウス内で「おうちカフェ」を二日

間にわたり開催するもので、モデルルームの中

でも実際にガス、上下水道、電気が通った調理

が可能な物件のキッチン等を利用する。 

参加者にとってはモデルハウスの実際の使い

心地が体験できるし、モデルハウスの提供者に

とっては格好のＰＲとなる。ここでもアンケー

ト調査を行っていて、アンケート票に記入して

もらうだけでなく、自然な会話の中で出てくる

リアルな感想を聴き取り、まとめることも行っ

ている。 

なお、ハウスクエア横浜では 30 棟のモデルハ

ウスのうち 10 棟程度に参画してもらっている。 

３．事業の収益構造と課題 
(1) 発行誌の収益 

広告主である企業が広告宣伝費を削減する傾

向が強まる中、地域コミュニティ紙は競争が激

化している業界であるが、女性の就業・起業と

いう特徴ある記事があり、またイベントとの連

動性もあり、広告収入でプラスになっている。

といっても、大きな利益を上げているわけでは

なく、なかなか再投資の資金を蓄積するには至

っていない。 

ただ、極めて地域密着性が高く、コミュニテ

ィ紙の中で独特のポジションを確保しているの

で、基礎的な顧客は確保されている。 

 

(2) イベント開催による収益 

他の組織とのコラボレーションでは基本的に

連携先が費用を負担する。当社でも紙面での告

知（広告料）を極力安くするなど、コラボレー

ションならではの協力をしているが、当社では

少なくとも赤字にならないようにしている。 

コラボレーションによるイベント開催は、そ

のこと自体が地域住民にとって有用な情報提供

であると同時に読者が参加できる紙面作りとい

う意味合いを持っており、当社としては、この

事を重視している。 

 

(3) 課題 

企業にとって不況期の広告費削減は鉄則であ

り、広告依存度が高いメディア事業は存続の危

機に晒されることが多い。その点、当社はイベ

ント連動型というビジネスモデルを有しており、

広告主も単なる広告費とは捉えていないと考え

られるが、事業を安定的に運営するには収入の

多様化をさらに図っていく必要がある。 

例えば、都筑区のような条件を備える住宅地

は他の大都市圏にも少なからず存在するので、

他の地域へノウハウの移転ということも考えら

れる。 

また、地域住民のために、他の地域の情報を

提供していくことも考えられる。もちろん、イ
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ベント連動型、地域女性とのネットワークとい

った強みを活かして、固有の領域を確保して展

開していくことが肝心であろう。 

 

４．組織・事業内容から見た「コミュニテ

ィビジネス」としての特徴と課題 
(1) 潜在的な地域課題に対応 

当社は自らが地域住民として既存コミュニテ

ィ紙に抱いていた不満を解決すべく起業した事

例である。 

最初は個人の抱く不満に過ぎなくても、それ

が地域の人に受け入れられていったという事は、

潜在的に多くの人が同様の不満を抱いていたの

であり、その地域社会には新たなコミュニティ

紙へのニーズがあったのだといえる。潜在的な

地域課題だったのである。しかし、地域課題と

いっても、常に顕在化しているとは限らない。

緊急性のないような課題の場合、なかなか顕在

化しない事が多い。 

当社の場合は実際に会社設立までしているの

で、二人の女性の「軽い気持ちから」というと

語弊があるかもしれないが、少なくとも個人レ

ベルでそれほどの緊急性のなかった不満が、新

たなコミュニティ紙を発行するという試みで、

本質的な地域課題として顕在化したものと考え

られる。 

一例として主婦の生活スタイルに合わせた就

労希望があることは顕在化した課題であった。

しかし、その事を直接的にとらえると、直接的

な解決策しか生まれてこない。例えば、雇用す

る側に雇用形態の変革を要請するといったこと

である。 

ところが、生活スタイルに合わせた就労希望

の中には、自ら起業するという側面もある。そ

のことを地域コミュニティ紙の発行の中で嗅ぎ

分けてきたともいえる。 

 

(2) 地域住民への情報の提供のみならず、地

域住民の声を域外に発信 

他の組織とのコラボレーションで様々なイベ

ントを開催している。このイベント開催はより

良い記事を地域コミュニティ紙に掲載するとい

った目的にも連動している。 

このイベント開催をコラボレーションの相手

組織の立場からみるとどうであろう。できるだ

け効果的な結果が得られるところと連携したい

と考えるのは当然である。では、当社と組むこ

とに他にはないどのようなメリットをみている

のであろうか。 

小さい組織だから小回りがきいて、大きな組

織に依頼するよりもコスト的にメリットがある

のは確かである。しかし、そのような事は多く

の小規模零細企業に当てはまる事であって、そ

ういった事業者は他にも少なからず存在する。

では決定的な違いは何か。それは地元女性との

ネットワークである。 

紙面づくりのための取材などを通して、地域

の様々な女性と知り合い、多様なネットワーク

が築かれている。単なる広告取りではなく、取

材を通してフェイス･トゥ･フェイスの交流があ

るので、信頼関係も醸成される。このことが、

地元の女性の声を聞きたいと考えている依頼者

にとって、当社を選定する大きな理由となって

いるのであろう。 

ネットワークという以上、当社だけが結接点

ということではない。イベントの講師となる先

生は、自分が主宰する教室に多くの生徒を抱え

ている事が多く、その先生のセミナーというこ

とで、多くの生徒も参加するとのことである。

先生も結接点になっているのである。 

加えて、スタッフも女性ということで、女性

の機微を把握し相手に伝えることができるとい

うことも挙げられる。逆に考えるなら、地元の

女性がやっているからこそ、多様な女性とのネ

ットワークが築かれ、地元女性の声を伝える事

が出来ているといえる。 

このようにして、情報を地域住民に提供する

だけでなく、地域住民の声を域外も含めた事業

者に提供しているのがこのコミュニティビジネ

スの大きな特徴となっている。 
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(3) クロスメディア戦略の深化 

本コミュニティビジネスの事例では、イベン

トを実施することでコミュニティ紙の記事の価

値を上げている。また、コミュニティ紙がある

からこそ、イベントそのものの価値も向上し、

相乗効果が発揮されている。つまり、クロスメ

ディア戦略が採用されているのである。 

若い女性向けのファッション誌では、誌面と

イベント（ファッションショー等）の連動に加

え、携帯電話向けサイトも含めたＷｅｂ上の仮

想店舗を組み込んだクロスメディア戦略が採用

されることが多くなっている。 

ファッション誌の発行者としては雑誌が売れ

て多くの広告が掲載されることが収益につなが

るわけだが、広告を出す企業が期待するのは商

品の売り上げである。最近のファッション誌の

発行におけるクロスメディア戦略では、イベン

ト開催期間中に目標の商品がほとんど完売して

しまうこともある。短期集中による商品販売に

雑誌が活用されているのである。当社はこのよ

うな方法をコミュニティビジネスで採用してい

るわけである。 

上述のように、多面手的な情報提供は地域住

民、特に女性との多様なネットワークを築いて

いるからこそ可能な事業である。しかし、この

ようなクロスメディア戦略は、インターネット

や携帯電話の高度化と低価格化による普及で環

境が大きく変化してきている。 

全国展開をしている既存のコミュニティ紙発

行元も、コスト的要請から画一的な面が多かっ

たコミュニティ紙を、ＩＣＴ31を駆使して地域性

をより高める傾向を強めている。実際に当社と

同じ神奈川県内の新聞社系地域コミュニティ紙

は、ほぼ週刊で発行されており、記事執筆能力

を活かした生活情報紙としての側面を際立たせ

                             
31 Information and Communications Technology（ICT）＝「情

報通信技術」と和訳される。移動体通信網の整備、固定通信網

の高速大容量化などのインフラと、それらを支える技術の飛躍

的進歩によって、インターネットを中心とした通信ネットワー

ク網を生活やビジネスなどに活用できるようにしたものを指す。

Information Technology（IT）＝「情報技術」とほぼ同義語。 

てきている。 

こうなってくると、現在の強みがそのまま持

続するとは限らない。もちろん、フェイス・ト

ゥ・フェイスのネットワークであるから一朝一

夕で真似できるわけではないが、ＩＣＴに慣れ

親しんだ若い世代の割合が増加する事を考慮す

るなら、その対応を強化する必要があると言え

よう。 

まずは、Ｗｅｂサイトの双方向性を強化する

ことから始まり、これからの地域住民の生活ス

タイルに合わせたクロスメディア戦略の深化が

求められているといえる。 

この事が、直接的には宣伝広告費の奪い合い

がますます激化しているコミュニティ紙業界の

中で勝ち残り、地域住民が求める情報提供と地

域住民の情報発信を継続していくことにつなが

るものと考える。 
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事例 12 
特定非営利活動法人 ＫＯＭＰＯＳＩＴＩＯＮ 
■所在地：東京都渋谷区南平台町4-8-205 

■電話番号：03-3463-8159 

■代表者：代表理事 寺井元一 

■収入：36,609千円（平成19年度） 

■従業員数 

○ 有償の定期パート 4人 

○ 無償定期パート 1人 

○ 無償不定期パート 5人 

○ 無償イベントボランティア 約50人 

■対応者 

 代表理事 寺井元一 氏 

 ＰＲ担当 佐藤 慎 氏 

      北池智一郎 氏 ほか 

 

 

１ .組織設立の経緯と事業概要  
代表理事を務める寺井氏が大学院生時代に

“社会的メッセージを自分たちが楽しめる形

で発信する”をコンセプトに友人らと創設し

たサークル“komposition”が母体である。 

その後、運営基盤の強化を図るため'02 年

11 月にＮＰＯ法人化、本拠地を東京都渋谷

区に移転し、当初は渋谷区内の落書き問題に

対する解決策として公園管理者の了承のもと

で合法的に壁面アートを描く“リーガルウォ

ール”を行政に提案し、実現する。 

その他にもアーティストに表現の場を提供

する様々な活動を広げながら、ストリートス

ポーツ、マイナースポーツへの支援活動にも

乗り出していく。 

 

(1) サークル“komposition”創設 

代表理事を務める寺井氏は高校生時代に政

治に興味を持ち、大学に進むと知人の紹介で

代議士のボランティアスタッフとして雑務や

広報活動などを行っていた。 

同じ時期に映像制作のサークルを立ち上げ

た寺井氏は、代議士のプロモーション映像を

サークルのスタッフとともに作り上げる活動

の中で、芸術的才能を持つ者が、その道で成

功するための道筋を描けていないことにジレ

ンマを感じていた。また、それらアーティス

トと社会一般の認識には相当のギャップがあ

ることも実感する。 

多くのアーティストが日の目を見ずにその

夢を諦めていく状況を「もったいない」と感

じた寺井氏は、若者といっしょになって道を

拓き、「若者だからこそ見えることを社会に

伝えていくしくみ」を作り上げるためにサー

クルとしての komposition を創設する。 

サークル創設当時の活動資金は参加する各

人の持ち出しであり、打ち合わせも近くの喫

茶店で、といった状態であった。当時の活動

内容は“政治”と“若者”を結びつける様々

なイベント運営が中心であり、経費をかけず

にイベント会場を確保するしくみ作りや、若

者と政治家とのユニークなトークイベントの

企画を行い、企画や運営に関する独自のノウ

ハウを蓄積していった。 

しかし、そこでは事業を継続していけるほ
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事例 12 
どの収入は得られず、メンバーが各々アルバ

イト等で生計を立てながら、活動する時間を

捻出する状態が続いていた。 

 

(2) ＮＰＯ法人“komposition-standard”

設立、そして“KOMPOSITION”へ 

その後、寺井氏はイベント企画を通じて知

り合った会社経営者から様々な仕事を請け負

うようになり、これまでのメンバーが各自で

アルバイトをしながら割り勘で経費を負担す

るやり方から、サークルとして収入を得て活

動資金を増やすやり方へと転換していった。

仕事内容はデータのＰＣ入力作業や着ぐるみ

ショーの荷物運搬など、本来の活動内容とは

関係はないが、若者が大人数でこなすような

仕事内容が中心であった。 

活動資金を増やすと同時に、今後も継続的

に活動することを考えた場合には事業体とし

て法人化し、きちんとした資金計画、管理の

もとに活動することが必要であると考え、

“komposition-standard”の名称でＮＰＯ法

人設立申請に踏み切る。法人設立認証取得と

同じ時期に初期費用なしで六本木に事務所を

借りることができ、念願の活動拠点も確保す

ることができた。 

その後、事情により事務所からの退去を余

儀なくされるが、その頃には敷金や礼金を払

える状態であったので、六本木を離れて自分

たちの“遊び場”でもある渋谷に活動拠点を

移すこととなった。 

移転とともに活動が本格化する時期を迎え、

団体の名称をわかりやすく、活動をもっと大

きくしたい、との思いから大文字表記とした

現在の“KOMPOSITION”へと変更する。 

 

KOMPOSITION ロゴ 

(3) 活動が本格化 

渋谷に移転した頃から本格的にＮＰＯとし

ての活動に取り掛かる。 

その頃はまだ主幹となる活動を探している

時期で、「お金で解決するのではない、今の

自分たちにできること」を模索していた。 

街中を廻って住宅やビルの壁面、シャッタ

ー扉などへの落書きを目にして、リーガルウ

ォール32を思い立つ。 

公共の建造物などに描かれた文字や絵の多

くは管理者に許可なく描かれたものであり、

違法行為として処罰の対象である。しかし、

落書きの中には作者の才能を感じさせるもの

もあり、壁をきれいにしてから管理者の許可

のもとで描くのであれば、それは芸術作品で

あり、その他の無秩序な落書きは減ると考え

た寺井氏は、'03 年 10 月末ごろから、渋谷

区に「落書きを消すから絵を描かせて欲し

い」と提案する。しかし、区からは「消すの

は良いが、描くのはダメ」と絵を描くことへ

の許可は出ず、仕方なく宮下公園内の落書き

を消して廻る活動から開始した。 

ほぼ毎週のように落書きの消去と区役所へ

の報告を繰り返し、約 5 か月後の'04 年 3 月

にようやく宮下公園に絵を描く許可が出たの

である。 

 

                             
32
管理者の許可を得たうえ公園や建造物の壁面に合法的

にペイントアートを施す活動を指す。 
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事例 12 
(4) 活動範囲の拡がり 

宮下公園においては落書きの頻度が従来の

１％未満になるなど抑止効果が実証されたこ

とで、渋谷区内にビルの壁面をキャンバス化

する活動が一気に広がりを見せる。さらに

'07 年は横浜市が桜木町の高架下をアート空

間として運営する実験にも参加、'08 年は渋

谷周辺ビルのオーナーから内壁、外壁を借り

受け、作品発表と修練の場として表現者に提

供する活動や、六本木ヒルズのカフェと連携

してアーティストに活動の場を提供する活動

など、精力的にその事業活動範囲を広げてい

く。 

さらに壁面アートの支援活動と並行して

'05 年からはストリートスポーツ、マイナー

スポーツへの支援も開始する。 

屋外でのバスケットボール“ストリートボ

ール”の最高峰トーナメントを主催するほか、

都心部でランニングをするランナーに、より

充実した“走る環境”を提供する為のドリン

ク類提供やスポーツシューズの貸し出しなど

を行い、ストリートスポーツの底辺拡大を支

援している。 

 

また、世界トップレベルの選手を擁しなが

ら日本国内ではマイナースポーツ的な扱いで

ある「セパタクロー」を盛り上げる為に司会

やＤＪを組み込んでショーアップしたイベン

トを開催するなど、その活動は独創的であり

ながらも非常に的を射ており、活動範囲は拡

大と深化を急速に進めている。 

２.事業内容 

以下、活動内容について KOMPOSITION ホー

ムページより抜粋 

 

(1) リーガルウォール（東京都渋谷区） 

ビルオーナー、公園の管理者から許可を受

け、壁画などをアート作品のキャンバスとし

て運営する活動 

○宮下公園（渋谷区宮下公園） 

 制作：2004/3/25～4/11 

 展示：2004/1/12～現在 

○渋谷川再生（渋谷川護岸） 

 制作：2004/5/8～5/16 

 展示：2004/5/17～2005/4/30（現存せず） 

○宇田川町（渋谷区役所横擁壁） 

 制作：2005/3/24～3/30 

 展示：2005/3/31～現在 

○宮下再生（渋谷区宮下公園） 

 制作：2005/6/29～（一時停止中） 

 展示：2005/9/1～現在 

○ジュネスビル（渋谷区宇田川町） 

 制作：2005/8/4～8/22 

 展示：2005/8/23～現在 

○渋ビルヂング（渋谷区宇田川町） 

 制作：2005/12/15～12/23 

 展示：2005/12/24～2006/9/20 

（現存せず） 

○渋ビルヂング 2006（同上） 

 制作：2006/9/21～9/26 

 展示：2006/9/27～現在 
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事例 12 
(2) 桜木町ON THE WALL（旧桜木町駅・横

浜駅間の高架下壁面） 

国内有数のストリートアートで知られる、

桜木町の高架下壁面について、横浜市からの

依頼によりアート空間として実験的に運営。 

 制作：2007/2/3～3/4 

 展示：2007/3/5～2008/9 

（壁面工事のため展示を停止） 

 

(3) ON THE WALL（2008/4～ 目黒区自由

が丘、渋谷区初台、渋谷区宇田川町） 

新たなアーティストを募って作品を描き変

え続けることで、壁を“アートバトル”の場

に変える活動。従来のリーガルウォールの発

展型と位置づけられている。渋谷周辺のビル

外壁・内壁をオーナーから預かり、ストリー

トアートをはじめとする表現者に作品発表と

切磋琢磨の場として提供する。 

 

(4) ART CAFE（2008/7～ 港区六本木） 

六 本 木 ヒ ル ズ に あ る カ フ ェ 、 「 hills  

cafe/space」と連携してイベントを企画運営

し、アーティストに活動の場を提供 

(5) ALLDAY（2005/08～ ALLDAY 5 ON 5  

TOURNAMENT） 

ストリートから高校・大学・クラブチー

ム・実業団・外国人などあらゆる壁を取り払

い、最高のバスケットボールゲームの機会を

提供する目的で生まれた活動。渋谷・代々木

公園にて 5 対 5 の国内最高峰を決める大会を

実施。（年 4 回） 

 

 

(6) RUNNING CAFE（代々木公園：2005/8～

駒沢公園：2006/7～） 

ジョギング目的からトレーニング目的まで、

より豊かなスポーツライフを多くのランナー

に提供するための活動。公園のランニングコ

ースや陸上競技場にて、市民ランナー向けの

各種サービス（スポーツドリンクやシューズ

試し履きの無償提供等）を実施。 
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事例 12 
(7) セパタクロー 

（蹴[kelu]：2008/3～ FLYING LEGS UNIO

N：2008/9～） 

セパタクローは「足のバレーボール」「空

中の格闘技」として知られる東南アジア発祥

の世界的スポーツで、日本代表チームは世界

選手権 3 位など、高い実績を持つ。蹴[kelu]

ではライブハウスや屋外スペースにて、世界

初・日本発のセパタクローエクストリームイ

ベントを実施。「魅せる」セパタクローの活

動の場所を提供。また、日本セパタクロー協

会と KOMPOSITION によるセパタクロー支援プ

ロジェクトとして日本のセパタクローのポー

タル WEB サイト FLYING LEGS UNION をオープ

ンするなど、KOMPOSITION ではセパタクロー

の盛り上がりを支援する活動を行っている。 

 

 

 

３.使命の社会性 

KOMPOSITION のミッションはアスリートを

含む表現者に発表の場を提供することで、潜

在的な能力の発掘や、多彩な才能による豊か

な社会の実現を図ることであるが、同時に表

現者らを支える多くのスタッフにもイベント

の成功を通じて自己実現の機会を提供してい

る。多くの若者がボランティアとして参加す

る背景には様々な理由があると考えられるが、

日本経済の停滞を一因とした非正規雇用者の

増加もそのひとつであろう。 

内閣府の平成 20 年版「青少年白書」によ

れば、平成 19 年における 25～29 歳及び 30

～34 歳の労働人口に占める非正規雇用者の

割合は、それぞれ 28％と 26％であり、年々

増加傾向にある。また、2006 年に民間教育

機関が実施したアンケート調査によると、正

規雇用か非正規雇用かに関係なく、25～35

歳の男女が職業を選択するうえで「自分のや

りたい仕事であること」を重視する傾向があ

り、また「将来の目標を持って仕事ができ

る」ことは「仕事の充実感」との関連が深い

とする一方で、非正規雇用者のうち現実に

「将来の目標を持って仕事ができている」と

答えた割合は 32.0％に過ぎなかった。この

結果からは多くの非正規雇用者が自己実現の

意欲を持ちながら将来の展望が持てていない

様子が窺える。日本経済が停滞する中で若者

のエネルギーは確実に行き場を失いつつあり、

社会には今こそ溢れ出るエネルギーを受け止

める器が求められている。 

KONPOSITION の活動は行き場を見失ったエ

ネルギーを、豊かな社会の実現に向けていく

作業そのものであり、それは現代社会の強烈

な要請に応える活動であるといえるであろう。 

金銭的な充足よりも自己実現を重視する若

者の指向は非営利活動にとって追い風である

し、社会的要請に応える活動は、のちに新た

なビジネスを生むための原動力となる。 
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事例 12 
４．自治体や地域とのつながり  

もともと KOMPOSITION の活動は渋谷区との

やり取りから始まったのであり、現在も公園

を会場として使うイベントが多いことから、

自治体とは継続した協力関係にあるといえる。

しかし、リーガルウォールの対象が公共の建

造物である場合、芸術的意義が建築計画や地

域住民の価値観、地域にもたらす経済効果よ

り優先することは稀で、作者の意向が作品に

反映しにくい面もある。したがってアート関

係の活動ではビルオーナーや飲食店など、民

間事業者とのつながりが深い。 

さらに、KOMPOSITION は自分たちの活動を

発信しやすい環境として渋谷を選んでおり、

実際に活動エリアが新宿区、目黒区、港区、

世田谷区、横浜市にも及んでいることからも

わかるように、渋谷という地域のために活動

しているわけではない。 

したがって KOMPOSITION が行う活動の受益

者は地域住民よりも就学、就業、遊興の為に

都内や関東近県から渋谷、表参道、原宿など

に集まる若者たちであり、いわば同じ目的意

識を持った昼間人口のコミュニティに向けた

活動という側面がある。 

渋谷区の昼間人口は、隣接する大型商圏を

持つ区部と比較して、絶対数では下回るもの

の、20 代、30 代の構成比が高い。夜間人口

を 100 とした 20 代、30 代の昼夜間人口比率

は、同じ傾向を持つ新宿区の 327.5 を上回る

365.9 であることからも、突出して若年者に

よる昼間人口コミュニティが生まれやすい環

境といえる。 

 

大型商圏を抱える東京都区部の年代別昼間人口の比較（平成 17 年） 

東京都区部 渋谷区 新宿区 中央区 港区 
 

昼間人口 構成比 昼間人口 構成比 昼間人口 構成比 昼間人口 構成比 昼間人口 構成比

昼間人口計 11,284,699 100.00% 542,803 100.00% 770,094 100.00% 647,733 100.00% 908,940 100.00%

 10 代 1,385,494 12.28% 48,133 8.87% 66,095 8.58% 14,108 2.18% 41,510 4.57%

 20 代 1,912,625 16.95% 138,464 25.51% 195,655 25.41% 118,978 18.37% 184,914 20.34%

 30 代 2,260,126 20.03% 130,405 24.02% 171,392 22.26% 176,887 27.31% 257,216 28.30%

 40 代 1,668,071 14.78% 85,400 15.73% 117,857 15.30% 131,828 20.35% 179,059 19.70%

 50 代 1,695,645 15.03% 70,768 13.04% 110,536 14.35% 128,143 19.78% 149,559 16.45%

 60 代以上 2,362,738 20.94% 69,633 12.83% 108,559 14.10% 77,789 12.01% 96,682 10.64%

出所：東京都総務局統計部「地域、男女、年齢、就業・通学状態別昼間・夜間・流入・流出人口」より作成 

 

５ .他組織とのつながり  
現在の活動は大きく分けて壁面アーティ

スト支援、ストリート（マイナー）スポー

ツ振興の２つに分類できるが、このうちス

ポーツ関係のイベントについては、運営を

他の事業者と協力して行っている。 

ALLDAY 、 セ パ タ ク ロ ー に 関 し て は

KOMPOSITION から派生したバスケットボー

ルに特化したイベント会社に委託している。 

この他でも公園を使うイベントでは行政

との関係があり、ON THE WALL ではビルオ

ーナーやギャラリー主催者との関係など、

KOMPOSITION が行う事業は、どれも他組織

との連携の上に成り立っている。 

６ .組織としての体制  
○ 常勤は代表理事の寺井氏 1 人 

有償の役員 2 人（理事としてデザイ

ンやイベント制作のアドバイザー、協

力企業としての立場で、報酬は委託代

金として支払う） 

○ 有償の定期パート 4 人 

○ 無償定期パート 1 人 

○ 無償不定期パート 5 人 

○ 無償イベントボランティアのべ 50 人 
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７ .モデル作りの方向性  
(1) 流入する人口に向けた新たな「都市型

コミュニティビジネス」 

４.で述べたとおり KOMPOSITION の活動

モデルは、アートやスポーツで街づくりに

取り組んで地域に貢献するといった「街お

こし」的なアプローチではなく、あくまで

も壁に絵を描きたいアーティストやアスリ

ートとビルオーナー、行政などとの調整を

図り、街を使った表現やスポーツの機会を

提供する活動である。つまり、活動の受益

者は地域の者に限定されないのである。 

そもそも「街おこし」といっても渋谷は

その方向性が極めて見えにくい街ともいえ

る。青山、表参道、原宿などの隣接地域と

継ぎ目なく人口が流動しているため、訪れ

る人々が特定のカラーを持たない。 

大手の電鉄会社が再開発に積極的である

が、銀座や有楽町、丸の内といった地域と

比較して街全体で方向性や危機感を共有す

るほどのまとまりがないことが、「街おこ

し」のビジョンをぼやけたものにしている。 

自由な表現の場を求めて各地からアーテ

ィストが集まり、結果的に地域が活性化し

たとしても、それはあくまでも副産物であ

り、活動状況からいえば「ソーシャルビジ

ネス」の性格が強いので、言わば「都市型

コミュニティビジネス」という新たな分野

といえるのかも知れない。 

 

(2) 他地域での展開の可能性 

KOMPOSITION の活動モデルを他の都市で

展開する場合の留意点は、「落書き被害の

解消」や、「市街地活性化」といった効果

はあくまでも副産物に過ぎないことを理解

し、これを過剰に期待しない（させない）

ということで、活動の本質は、あくまでも

「隠れた才能」を社会との関わりの中で開

花させることである、という点を見失わな

いことである。 

ここを履き違えると、苦労の割に成果が

挙がらないという評価になりかねない。単

に落書き被害を防ぐことだけが目的であれ

ば、その場所に警察官なり警備員を配置す

れば良いのである。 

事業のモデル化に関しては、絵を描きた

いアーティストと公園管理者のような利害

の対立する両者間の調整はもともと困難な

うえ、さらに具体的な活動に入るまでの根

回しは、高度な調整能力を持った人間が時

間をかけて根気強く交渉を重ねるという非

常に人間くさい方法によって行われていて、

極めて重要な部分にはモデル化しにくい要

素が多く残されている。 

イベント運営のノウハウはある程度モデ

ル化できる部分であるが、KOMPOSITIONでは

こういった部分を外部の事業者に任せるよ

うにしており、自らは企画や交渉、関係者

間の調整といった「人間くさい」部分を担

っている。隠れた才能にスポットライトを

向けるための仕事に集中するためである。 

個々の強い思いとモチベーションに依存

する部分が多いことが事業としては未成熟

なのかも知れないが、逆の考え方をすれば、

この未成熟な部分こそがＮＰＯとして行う

意味があるのであり、ＮＰＯ主宰者とスタ

ッフの熱い思いと豊かな発想によって、今

後も同様の活動が各地の地域性をうまく活

かして動き出す可能性を秘めている。 

 

８ .組織構成員の特性  
代表理事以外で常勤はおらず、他はすべ

て非常勤のメンバーである。 

定期に働くパートタイム 4 名のほか、理

事 2 名が実施するイベントにより随時デザ

イン、イベント製作などに関わる。 

その他は無償で参加するメンバー6 名と、

無償のイベントボランティアが延べ約 50

名いう体制で活動している。 

イベント告知に必要なホームページやフ
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ライヤーのデザイン、イベント制作、運営

については、理事の中に本業として携わる

者がいるため、そこに委託し委託費として

報酬を支払っている。これは、活動規模が

大きくなるにつれて製作や運営には多くの

人を抱える必要があるが、製作やイベント

運営が KOMPOSITION 本来の仕事ではないと

考えたためである。KOMPOSITION が全てを

担っていくのではなく、企画を立ち上げ、

関係者との調整を進め、活動の中心となっ

て全体をコントロールするのである。 

しかし、デザインやイベント製作を行う

外部の関係者も KOMPOSITION から派生した

関係者であり、完全な外部委託というわけ

ではない。 

 

９ .人材育成やノウハウの蓄積の方法  
人材育成のプログラムとして特別なもの

はないが、KOMPOSITION の活動に参加する

ことで、実体験を通じてスタッフは様々な

ノウハウやスキルを身につけていく。彼ら

の中に社会人経験を持つ者はほとんどなく、

良い意味で上下関係や前例主義という感覚

がない。皆が同じスタンスで事業に関わる

という雰囲気が中心スタッフ全員から強く

感じられる。 

また、活動に関わった者がスピンアウト

して起業することもあり、KOMPOSITION の

活動そのものが人材育成の役割を担ってい

るともいえる。 

 

10.事業の認知度向上に向けた活動  
新聞、雑誌を中心としたメディアへの露

出は非常に多い。 

また、渋谷周辺はファッション、アート、

スポーツに関心の高い人が多く集まる土地

柄であり、情報量は全国でも突出して多く、

認知度向上には恵まれた環境にある。 

ただ、リーガルウォールに関してはアー

ティストがメディアへの露出を嫌う傾向も

あるため、難しい面もある。また、ＴＶメ

ディアについては編集権がテレビ局側にあ

るため、思うようなメッセージが伝わらな

いことを危惧する部分もある。 

 

11.事業の収益構造と課題  
収入の大きなものは「文化振興事業」に

よるもので、これにはリーガルウォール、

ALLDAY、RUNNING CAFE などによる入場料、

参加費、企業からの協賛金、行政からの委

託費、壁画制作費などが含まれるが、現在

は企業からの協賛金がほとんどである。今

後は ALLDAY などの参加費は受益者負担を

明確に打ち出していきたいとのこと。 

これら文化振興事業による収入は全体の

92％を超え、当法人の活動の大きな柱とな

っている。一方で、寄付金や会費といった

公益法人であれば主となる収入については

小額であり、この部分の開拓が今後の課題

である。特に寄付金について、現状では寄

付金減税認定のためのハードルが高く、節

税方面でのアピールが難しいと思われるこ

とから、まずは寄付をしやすくする工夫か

ら進めており、通常の銀行振込以外にもク

レジットカードによる電子決済を用いた方

法を採用している。 
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12.対象事業にかかる収入と支出  
平成19年度の収支は以下のとおり（KOMPOSITIONホームページより転載） 

支出の部 円 収入の部 円 
文化振興事業 24,069,855 文化振興事業※2 33,685,948
児童教育事業 1,266,834 児童教育事業※3 1,828,208
事務局管理費 ※1 6,337,065 会費 33,000

事務局人件費 1,560,000 寄付金 5,990
事務局外注費 1,194,000 助成金等 1,050,000
その他 40,500 その他 6,092
固定資産売却損 261,732  
法人税等 241,700  
支出計 34,971,686 収入計 36,609,238
  
 収支差額 1,637,552

※1：事務局管理費の内容 

・ 事務所家賃 

・ 事務所水光熱費 

・ 事務所備品等 

・ その他、事務局運営に必要な各種出費 

※2：文化振興事業に含まれる活動 

・ リーガルウォール 

・ ALLDAY 

・ ジョーダンコート（美竹公園） 

・ RUNNING CAFE・GALLERY SCENE 【07 年度内に終了】 

※3：児童教育事業に含まれる活動 

・ 広尾高校授業コーディネート 

・ ALLDAY ISU.BAS. 



コミュニティビジネスの現状と展望

無断複写・転載を禁ず。
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